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論文要旨 

 

1．論文名 虐待による被害が児童の知的機能に及ぼす影響―知能検査を用いた計量心

理学的分析― 

 

2．氏 名 緒方康介 

 

（要 旨） 

虐待による被害が児童の知的機能に及ぼす影響を様々な観点から明らかにすることを

研究目的とした。この目的に鑑みて WISC-III（Wechsler Intelligence Scale for 

Children Third Edition）知能検査を研究の方法論として採用した。まず児童の知的機

能に与える被害の影響が虐待種別ごとに異なることを４つの調査から明らかにした。身

体的虐待は【絵画完成】と【絵画配列】の２課題に影響を及ぼしていた（研究①）。性的

虐待は【絵画完成】に影響を及ぼしていた（研究②）。心理的虐待は【絵画完成】と【知

識】に影響を及ぼしていた（研究③）。ネグレクトは【知識】と【算数】に影響を及ぼし

ていた（研究④）。 

【絵画完成】の成績が相対的に高くなるという身体的虐待（研究①）と性的虐待（研

究②）で得られた結果は，先行研究でトラウマ症状との関連を示唆した知見と合致して

いた。そこで【絵画完成】の成績が相対的に高くなることは，虐待によるトラウマ症状

と本当に関連しているのかを３つの調査で検証した。トラウマ症状を測定する心理尺度

を用いたところ，心的外傷後ストレス症状と解離症状で虐待群は対照群よりも有意に高

かった（研究⑤）。４つの虐待種別を無視した被害児全体の WISC-III下位検査では，や

はり【絵画完成】の成績が相対的に高かった（研究⑥）。そして虐待被害児の心的外傷後

ストレス症状は，【絵画完成】における相対的な成績の高さと有意に相関していた（研究

⑦）。したがって，虐待被害児の【絵画完成】における成績が相対的に高いことは，心的

外傷後ストレス症状と関連しているという先行研究で示唆された仮説は支持された。 

ネグレクト（研究④）で得られた【知識】と【算数】の成績が低いという結果は，先

行研究で繰り返し報告されている学力に関連した知的機能が低いことに起因しているも

のと考えられた。そこで K-ABC（Kaufman Assessment Battery for Children）という学

力指標を備えた知能検査を用いることにより，虐待被害児の知能と学力の乖離を測定し

た（研究⑧）。知能よりも学力の方が有意に低いという結果が得られたことから，虐待被

害児はアンダーアチーバーの状態に陥りがちであると考えられた。裏を返せば，この知

見は知能の水準まで学力を引き上げることが可能であることを示しており，知的機能の

回復可能性を示唆しているものと考えられた。 



 

 

心理的虐待（研究③）で得られた【絵画完成】と【知識】の成績が低くなるという結

果は，被害体験により知的機能の発揮が抑制されているものと考えられた。そこで

WISC-IIIとK-ABCにおける検査特性の違いを利用して，虐待被害児で抑制されている知

的機能を推し量った（研究⑨）。顕在している知能水準の測定に長けた WISC-IIIと潜在

的な知能水準を推量しやすい検査特性を備えた K-ABCの結果を比較すると，虐待被害児

では有意に K-ABCでの知能水準が高かった。この結果は虐待による被害体験が知的機能

の発揮を抑制しているという解釈を支持するものであり，抑制を解くことができれば知

的機能を回復させうる可能性を逆説的に示唆しているものと考えられた。 

虐待の被害体験による知的機能への影響を回復させうる可能性を直接的に支持する知

見を得るために，児童福祉施設への入所が知的機能の回復に関してどのような効果を持

つのかが調べられた（研究⑩）。児童福祉施設への入所前後における WISC-IIIの検査結

果を虐待群と対照群で比較分析したところ，虐待被害児が児童福祉施設へ入所した場合

に動作性知能は向上し，虐待被害児が入所せずに虐待家庭で生活していた場合には【算

数】課題の成績低下が認められた。この結果は，被害児を児童福祉施設へ入所させるこ

との肯定的な効果と虐待環境下で生活させることの否定的な影響を示している。したが

って少なくとも知的機能に関しては，児童福祉施設への入所のような支援方法により，

虐待被害による影響から回復する可能性があるものと考えられた。 

以上の知見に基づいて，虐待被害という観点から犯罪心理学への貢献，知能理論とい

う側面から計量心理学への寄与，知能検査の実践的応用という見地から児童相談所の児

童心理司への臨床的示唆などが考察された。計量的手法に専心していること，被害回復

に関しては間接的な知見にとどまっていることなどの限界を踏まえつつ，虐待による被

害体験が児童の知的機能に及ぼす影響を様々な観点から明らかにすることができたと結

論した。 
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一部 

 

研究目的と方法論 

―先行研究と学術的位置― 
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Ⅰ章：研究の背景と目的 

 

1節：はじめに 

 

筆者は児童相談所の児童心理司である。児童相談所というのは，0～18 歳までの児童

に関するあらゆる相談を受ける行政機関である。相談の種類は多岐にわたるが，そのな

かで筆者は児童虐待に関する相談に従事してきた。虐待を受けた児童に対して心理診断

を実施し，当該児童の臨床像を把握することが主な職務である。本論文はそうした職務

に専従し，虐待を受けた児童と日々相対するなかで浮かび上がってきた疑問に端を発し

ている。虐待による被害体験は，当該児童にどのような影響を及ぼしているのだろうか。

虐待されているのは成長発達の途上にある児童であり，被害体験から様々な影響を受け

ているのは当然である。しかしその影響については判明していないことが多い。臨床現

場では，専門家による個別の経験知が先達から後進へと伝承されているものの，実証的

な研究知見は明らかに不足している。児童相談所の臨床現場で参照可能な実証的知見を

積み上げていくことが，研究を開始した当初の目的であった。 

特に心理診断で最も使用頻度の高い知能検査には，当該児童の知的側面を深く理解す

る上で有効な情報が多く含まれており，虐待された児童に知能検査を実施するなかで筆

者は，「虐待による被害体験は知能検査の結果にどのような影響を与えるのだろうか？」

という研究関心を高めていったのである。 

本論文では，虐待された児童を一貫して「虐待被害児」という言葉で記述している。

この言葉の使い方についての考えをここに記しておきたい。筆者は過去に行った研究論

文では「被虐待児」という言葉を使用してきた。しかし研究を進めながら虐待を受けた

児童の臨床経験を深めるなかで，「被虐待児」よりも「虐待被害児」という言葉の方が，

児童心理司としての実感に沿った表現であると思うようになった。 

「被虐待児」という表現は，端的に「虐待」を「体験した」児童という意味であり，

そこには事実関係しか表現されていないため，研究の端についた頃，筆者は価値中立的

なこの表現が学術的な議論を進める上で最も適していると考えていた。「虐待」を「体験」

した児童だから「支援しなければならない」とか，「保護の対象となる」というメッセー

ジ性はなく，現象を忠実に反映しただけの言葉である。一方で「虐待被害児」という言

葉には，明確な価値観あるいはメッセージ性が含まれると考える。「虐待」による「被害」

を「体験」した児童なのである。「被害」という言葉が入ることにより，児童は「被害回

復」ひいては「支援」の対象者として明確に位置づけられる。学術的には価値中立的な

言葉ではないため，少々適切さに欠ける表現であるかもしれない。しかしながら，虐待

による被害を体験した児童を対象に支援を行っている実務研究者として，「虐待被害児」

という言葉を用いることによって筆者の立ち位置が明確になるものと考えている。  
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2節：児童虐待の公式統計と法的定義 

 

この節では公式統計を通して，児童虐待による被害児が増加している現状，ならびに

法的には児童虐待がどのように定義されているのかを示す。 

 

（1）厚生労働省の公式統計 

近年，マスメディアを通して児童虐待に関する報道が劇的に増えてきた。痛々しく語

られる虐待による被害の様子は，社会的な関心を惹き起こすとともに，「なぜ被害児を救

えなかったのか」といった社会体制，特に児童相談所の責任を追及する形での批判が相

次いだ。そのなかで，虐待通告件数の増加に対する児童相談所の人員不足が明らかとな

った。厚生労働省の公式統計によると，この十数年間に日本全国の児童相談所が対応し

た虐待の件数は急激な増加を遂げており，2010年度に5万件，2012年度に 6万件を超え

る数が報告された（図 1-2-1）。2013年 11月時点で公表されている最新の統計数値は，

2012年度分までであるため，図1-2-1には 2013年度分は含まれていない。 

 

 

図1-2-1 日本全国の児童相談所における児童虐待対応件数の推移：1997年と1998年には

統計分類上に“登校禁止”という虐待種別があったが，1999年以降の統計ではネグレクトに含まれているた

め，1997年と1998年の“登校禁止”はネグレクトに含めている。 

 

図1-2-1をみると，虐待対応件数の全体的な増加に加えて，虐待種別の構成比が変化

してきている様子が読み取れる。十数年間を通して，身体的虐待は一貫して最も多く，
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ネグレクトが次いでおり，性的虐待は一貫して最も少ない。心理的虐待は当初 10％以下

の割合であったが，現在では約 30％に増加している。 

図1-2-1に示された虐待件数の増加には，次の3つの点で実態が正しく反映されてい

ない可能性がある。①暗数の問題，②発見の問題，③制度の問題である。①暗数の問題

として，本邦で生じている児童虐待のすべてが児童相談所に通告されるわけではないた

め，認知されていない虐待が潜在しているものと考えられる。逆に，公式統計に計上さ

れた対応件数は，虐待通告に基づき児童相談所が「対応した」件数であるため，実際に

は虐待がなかったことが判明したケースも含まれている。このように虐待件数自体が，

実態を反映しきれていない側面がある。②発見の問題と③制度の問題は関連しているの

だが，児童虐待への社会的関心が高まるにつれて，一般市民が日常的に目にする親子関

係を虐待と捉えることにより，虐待通告に繋がりやすくなっている社会背景が考えられ

る。以前と変わらない親子関係であったとしても，それが虐待として発見されやすくな

っている可能性がある。加えて，児童虐待は「疑われた」段階で通告するように定めら

れており，虐待通告制度が虐待の発見を促進している側面が考えられる。 

このように統計数値の読み方には注意が必要であり，必ずしも公式統計上の対応件数

が児童虐待の実態を反映しているわけではないものの，公的機関に認知された虐待件数

が増加しているという事実から，虐待被害児が増加している現状をある程度推量するこ

とは可能である。したがって，児童虐待は本邦における社会問題として喫緊の課題であ

るといえる。 

 

（2）児童虐待防止法上の定義 

ここで児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律）上の定義について確認して

おくことにする。本論文の研究においては，一貫して虐待被害を受けた児童を「虐待群」，

そして虐待被害を受けていない児童を「対照群」として分析している。ある児童を虐待

被害児と同定するためには根拠が必要であり，児童相談所の実務に鑑みると，その根拠

とは法的根拠である。 

児童虐待防止法の第 4条には地方公共団体の責務として，児童虐待の予防および早期

発見，虐待被害児の保護および自立支援，ならびに虐待する保護者に対する家族再統合

のための指導が規定されている。同法第2条において児童虐待が定義されており，身体

的虐待，性的虐待，心理的虐待，ネグレクトの 4種別が規定されている（表 1-2-1）。  
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表1-2-1 児童虐待防止法における児童虐待の法的定義 

身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ，または生じるおそれのある暴行を加えること 

性的虐待 児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさ

せること 

心理的虐待 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応，児童が同居する家

庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与え

る言動を行うこと 

ネグレクト 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放

置，保護者以外の同居人による身体的虐待，性的虐待，心理的虐待と同

様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること 

 ※法律条文を一部改編 

 

表 1-2-1に沿いながら，4つの虐待種別につき以下に簡単な説明を加えていく。法律

に記された定義は，必ずしも児童虐待の実態に即したものばかりではなく，臨床実務的

には典型例ではないケースをどの虐待種別に分類することが妥当なのか，適宜判断が必

要となることもある。 

身体的虐待は物理的な暴力であり，たとえ外傷を伴わず，被害児に怪我や傷跡がなく

とも，事実として暴力があれば該当する。性的虐待は被害児に対しての性的な意味合い

を持った直接的／間接的な接触を含む。被害児の身体に直接触れることだけでなく，裸

体を撮影するといった直接的な接触は伴わないものまでを含めている。心理的虐待は暴

言や拒絶的な対応といった，精神的に苦痛を与える言動を中核とした定義である。心理

的虐待の定義に関する問題は海外でも議論されており，専門家の間でも統一見解は未確

立な現状である 40,95)。ネグレクトには大きく分けて 2 つの下位分類がある。1 つは，食

事を与えなかったり，必要な医療を受けさせなかったり，学校に登校させないことによ

り必要な教育を受けさせなかったりといった，積極的に何かを提供しない類のものであ

る。もう 1つは，夜間に児童だけで放置しておいたり，煙草の吸殻や包丁などの危険物

を児童の手が届く範囲に放置していたりするなど，積極的ではないものの児童の安全に

対する配慮不足や監護義務の違反に当たる行為である。 

児童虐待の法的定義には，未だ不明瞭な部分も残されており完全なものではない。本

論文で取り組んだ研究における児童虐待の定義は，2013年時点での児童虐待防止法に基

づいていることをここに断っておく。  
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3節：虐待と知能に係る先行研究と残された課題 

 

虐待被害が児童の知能検査結果にどのような影響を与えるのか，この問題を調べ始め

た2005年頃，国立情報学研究所のデータベース「CiNii」を利用して検索しても，本邦

における実証的な研究論文はわずかに 2本だけであった 91,92)。この 2本の論文は同じ調

査の結果を報告したものであったため，実際にはたった 1つの研究しか実施されていな

かった。野津 91,92)（2004a；2004b）によるこの研究では，児童福祉施設に入所中の児童

68 名に発達検査が実施されていた。虐待を受けていない対照群の検査結果は DQ

（Developmental Quotient） = 91 であったのに対して，虐待群の検査結果は DQ = 75

であった。DQは発達検査を受けた児童の年齢に対する発達年齢の比率から算出されるた

め，検査結果が実際の年齢相当であった場合に DQ = 100となる。したがって，虐待群の

DQ = 75 という結果は，発達年齢が当該児童の年齢に対して 3/4 歳の発達段階にしか到

達していないことを意味している。児童福祉施設に入所中の児童だけを対象にしている

点で，この調査には方法論的な問題がある。なぜなら児童福祉施設に入所している児童

には，様々な要因により知的発達に遅れがみられることが多く 49,114)，実際に野津 91,92)の

調査でも，対照群を含めた対象児童全体の平均値は DQ = 81であった。とはいえ，この

調査から示唆されるように，虐待の被害がまず何より児童の知的発達を遅滞させること，

換言すれば，知能検査によって測られる IQ（Intelligence Quotient）や DQが低いとい

う結果は，臨床実務的にしばしば観察されてきたのであり，方法的な問題があったから

といって，結論には頷けるところではあった。 

虐待被害が知的機能に及ぼす様々な影響のなかで，全体的な知能水準（IQやDQ）の低

下という現象は，研究を開始した当初から最も関心のあるテーマであった。本邦におけ

る実証的研究がほとんどなかったことから，APA（American Psychological Association）

が運営するデータベース「PsycInfo」を利用して「児童虐待」を意味する“Child 

Maltreatment”，“Child Abuse”，“Child Neglect”と「知的機能」を意味する“Intellectual 

Development”，“Intelligence”，“Cognitive Functioning”などを組み合わせて検索し，

海外の先行研究を抽出・渉猟した。 

 

（1）先行する研究知見 

知的機能を調べた初期の研究 Kempe, Silverman, Steele, Droegemueller, and 

Silver58)（1962）による被殴打児症候群（Battered Child Syndrome）の報告は，児童虐

待研究の嚆矢として特筆に値する。半世紀以上も前に書かれたその報告のなかで，虐待

被害児の知的発達が抑制され，知能が低下するとの記載がみられる。この報告以後，数

は多くないものの，虐待被害児の知的機能に関する研究知見が少しずつ蓄積され始めた。 

IQは様々な要因と相関しているため，関連する変数を統制することで，虐待被害によ
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る影響を純粋に抽出しようと試みた研究として，Sandgrund, Gaines, and Green107)（1974）

の報告がある。たとえば IQと家庭の SES（Socioeconomic Status）との間には中程度の

相関があるため 113,138)，2群間に IQ の差が検出されても，それが本当に知能水準の差で

あるのか，たまたま家庭の社会経済力に違いのある群が比較されたために歪んだ結果が

得られたのかは，SES の影響を統制しなければ判別できない。Sandgrund et al.107)の研

究では，身体的虐待とネグレクトの被害児を虐待群とし，年齢，性別，SES をマッチン

グさせた虐待体験のない対照群との間で IQが比較されている。その結果，虐待群は対照

群に比べて有意にIQが低く，知的障害域（IQ≦70）に入る児童も多かった。この研究は，

虐待被害が知的発達を抑制する影響を持つことを示している。 

就学前の幼児に対する調査から，Hoffman-Plotkin and Twentyman47)（1984）も同様の

結果を得ている。この研究でもマッチングによって関連する変数は統制されており，身

体的虐待とネグレクトの被害を受けた虐待群が，虐待被害を体験していない対照群と比

較された結果，虐待群の幼児におけるIQは有意に低かった。この知見は，幼児期にあっ

ても虐待被害の知的機能への影響が既に表れていることを示した点で重要である。 

乳幼児の知的機能に関する Mackner, Starr, and Black66)（1997）の調査では，次の 3

つの変数がどのように知的機能に影響を及ぼすのかが調べられている。発育不全は，ネ

グレクトや家庭の低所得による結果系の変数である可能性も考えられるが，①ネグレク

ト，②家庭の低所得，③発育不全の3つの説明変数が並列的に取り上げられている。乳

幼児177名に対する分析結果では，ネグレクトと発育不全が重複した場合に知的機能へ

の悪影響が最大となった。 

虐待被害がもたらす知的機能の発達への影響ということに関して，重要な示唆をもた

らすのは，被害体験の影響による知的機能の損傷という被害の影響を強調する理解と，

そもそも虐待という養育環境，養育関係においては，通常には期待される知的発達を支

える環境的要因の欠如に，つまり知的機能の促進要因の欠如，欠陥を強調する理解があ

りうることである。 

Wechsler式知能検査を用いた研究 本論文で中心的に扱うことになる Wechsler式知

能検査を用いて，虐待被害児の低知能を明らかにした調査結果をここから紹介していく

ことにする。Wechsler 式知能検査は，全体的な知能水準を表す指標（Full-scale IQ：

FIQ）だけでなく，言語性能力を表す指標（Verbal IQ：VIQ）と非言語性能力を表す動作

性能力と呼ばれる指標（Performance IQ：PIQ）が算出可能という利点を持つ。つまり，

2つの異なった種類の知的機能が想定されており，それら 2つに関してそれぞれ 5つの

下位分類された知的機能が想定されており，総量的把握，分類比較，プロフィール比較

を可能にしている。すなわち，Wechsler式知能検査を用いることにより，全体的な知能

水準にとどまらず，知能特性ごとの結果が得られるため，多角的な視点で児童の知的機

能を分析できるという利点がある。 
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Oates and Peacock94)（1984）の研究では，児童用のWISC（Wechsler Intelligence Scale 

for Children）の改訂版（WISC-R）と幼児用である WPPSI（Wecheler Preschool and Primary 

Scale of Intelligence）により知的機能が測定され，身体的虐待の被害児では，年齢，

性別，民族，SESがマッチングされた虐待を受けていない対照児よりも，FIQ，VIQ，PIQ

のすべてが低かった。類似した結果を報告している Carrey, Butter, Persinger, and 

Bialik19)（1995）のWISC-Rを用いた研究では，虐待被害児の FIQと VIQが有意に低かっ

た。WPPSIの改訂版（WPPSI-R）による結果を分析した Sadeh, Hayden, McGuire, Sachs, 

and Civita104)（1994）の研究では，児童精神科に入院した性的虐待の被害児 100名が対

象となり，医療記録から様々な変数が系統的に調べられた。性的虐待の被害児と他の入

院患者を識別する変数を特定するための分析において，WPPSI-Rの結果としては PIQの

低さが性的虐待被害児に顕著であった。これらの報告では，①Wechsler式知能検査を用

いた分析においても虐待被害児の知能水準は確かに低いという結果，②VIQ と PIQ とい

った知能特性ごとに虐待被害の影響が少し異なっている可能性の 2点が示されている。 

成人を対象にした研究では Wechsler式知能検査の結果に，虐待群と対照群で有意差を

見出していない研究もある。Bremner, Randall, Scott, Capelli, Delaney, McCarthy, and 

Charney11)（1995）は，精神科で治療を受けている成人患者と，年齢，飲酒歴，教育歴を

マッチングさせた健康な対照群を比較している。対象となった患者は，身体的虐待と性

的虐待の被害を児童期に体験していることが確認された虐待群である。成人用の知能検

査WAIS（Wechsler Adult Intelligence Scale）の改訂版（WAIS-R）を実施したところ，

虐待群と対照群に有意な FIQの差はなかった。虐待による被害が児童の知的機能に及ぼ

す長期的な影響を調べた Perez and Widom96)（1994）の研究では，28 歳の成人に過去の

虐待体験を回答させ，被害体験と知的機能の関連が調べられている。虐待群，ネグレク

ト群，対照群の 3つの群が設けられ，年齢，性別，民族，SES を統制した分析の結果，

対照群に比べて虐待群とネグレクト群の IQが有意に低く，過去の虐待被害による影響が

成人後の知的機能にも残存していることが明らかとされている。ただし成人に過去の体

験を思い出してもらう研究計画においては，結果の方法的な妥当性，結果の信頼性の双

方に問題を残す対象者の記憶に依存してしまう。先に紹介した Bremner et al.11)の成人

を対象とした研究では，記憶障害を調べる際に用いられることの多い WMS（Wechsler 

Memory Scale）の結果も分析されており，健康な対照群に比較して虐待群の精神科患者

ではWMSの得点が低く，記憶力に関しても虐待被害の影響が認められた。この知見 11)を

考慮すると，過去の体験を思い出させて虐待群を同定するという研究計画では，虐待被

害が知的機能に及ぼす長期的な影響を判断することは難しいが，児童期や思春期におけ

るIQの相対的な低さが，成人期においてはなくなるとは考えにくい。成人を対象とした

回想法による横断的研究による限り，精神科患者か否かなどの対象とする虐待被害者の

抽出法によって結果は左右されると考えるほかない。 
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長期的な影響を分析するためには，児童期から成人期へかけて数年単位で縦断的に対

象児を追跡した調査が必要であるのだが，それは困難であり，わずかながらあるのは，

縦断的方法により虐待被害が知的機能に及ぼす影響を因果関係の観点から調べた研究で

ある 33)。146名の母親と児童を数年間にわたり追跡調査した Dukewich, Borkowski, and 

Whitman33)（1999）は，母親が児童に関わる際にどの程度虐待性を有しているのかを，児

童が1歳，3歳，5歳の時点で評定し，児童が 3歳と 5歳の時に IQを測定している。統

計的な因果関係を明らかできるパス解析によって，母親の抱える虐待性が，児童の未来

のIQを予測するという単一方向の関連が示された。 

これらの先行研究は，虐待被害が児童の知的機能に及ぼす影響のうち「虐待による被

害は児童の知能を低下させるのか」という最も基礎的な問いへの取り組みといえる。用

いられた方法論は様々であり，IQへの影響を純粋に抽出しようとして他の関連変数を統

制したり，長期間にわたる影響を調べたり，縦断的調査で因果関係を推定したり，

Wechsler 式知能検査を用いて全体的な知能水準（FIQ）以外の知能特性（VIQ，PIQ）に

ついても分析したりしている。結局，虐待による被害体験は，単に知能水準を低下させ

るというだけでなく，Wechsler式知能検査が測定する知能特性上に異なる影響を及ぼし，

成長途上にある児童期だけでなく成人期にもその影響を残存させうることが，先行知見

で明らかにされてきたのである。 

 

（2）筆者自身による先行研究 

海外における先行知見は，虐待による被害体験が児童の知的機能，特に知能水準に影

響を及ぼし，知能検査によって測られた IQを低めていることを示していた。先行研究を

受けて筆者自身も，「虐待の被害が児童の知能水準を低める」という知見を支持する研究

を3つ実施しているのでここに詳しく報告する。 

 

① 知能検査・発達検査に表れる知的機能の低さを調べた調査（緒方康介，『犯罪心理学

研究』第 45巻，2007年） 

児童福祉施設に入所中の児童だけを調べた野津 91,92)（2004a；2004b）の研究では，虐

待被害児においてDQ = 75という知的発達の遅滞を示す結果が得られていた。そこで筆

者は，児童福祉施設に入所している虐待被害児と家庭で生活している虐待被害児に実施

された知能検査・発達検査の結果を収集した。児童相談所に虐待のために受付されてい

た児童 127名を対象としており，児童福祉施設に入所していたのは 61名，家庭で生活し

ていたのは 66 名であった。この研究では，Wechsler式知能検査（WISC-III）と同様に

本邦で実施されることの多い田中ビネー知能検査，年齢の低い児童を対象に実施される

ことの多い新版 K式発達検査 2001の検査結果を合わせて分析した。 

虐待被害児の IQ・DQは平均79.0（SD = 18.0）であり，規準値の 100から有意に低か
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った。規準値とは，知能検査を標準化する際のデータにおける平均値であり，標準化の

対象児童に偏りがなく検査が作成されていれば，一般人口中の児童における理論的な平

均値となる。したがって，児童相談所で知能検査を受けた虐待被害児の知能水準は確か

に低いということが明らかとなった。さらに，児童福祉施設に入所中の虐待被害児（M = 

82.0）よりも家庭で生活していた虐待被害児（M = 76.2）の知能水準は低く，野津 91,92)

（2004a；2004b）による研究知見が，児童福祉施設に入所中の児童を対象としたために，

必ずしも歪められていたわけではないことが示された。それゆえこの調査研究は，虐待

の被害が児童の知能検査結果に及ぼす影響，特に測定された知能水準を低めてしまうと

いう先行知見が，本邦の児童を対象とした追試においても再現されたものといえる。 

 

② 知能検査結果の背後に潜在する因子を調べた研究（緒方康介，『犯罪学雑誌』第 77

巻，2011年） 

詳しくはⅡ章で述べるが，知能検査の結果には誤差が含まれている。知能検査を用い

てIQを測定しようとすると，たとえば検査を受ける際の不安感や，検査に臨む際の緊張

感など，知的能力以外の要因が測定された IQに影響してしまう。計量心理学ではこれを

測定誤差と呼んでいる。先に実施した筆者の調査研究では，知能検査・発達検査の結果

を観測値として直接分析し，虐待被害児の低い知能水準を明らかにしたのであるが，こ

の分析結果には，測定誤差が少なからず影響しているものと考えられる。そのため知能

検査の結果から測定誤差を分離して分析することにより，虐待による被害を受けた児童

の知能検査結果は低いという現象が，誤差によって攪乱させられた知見ではないことを

示す必要がある。 

測定誤差を分離するために，多母集団同時分析と平均構造分析という統計手法が用い

られた。多母集団同時分析とは，比較したい群間に等質な因子構造を想定することがで

きるか否かを調べるための方法であり 77)，群ごとに因子分析を実施するのではなく，同

時に複数の群に実施した因子分析モデルが，データ全体として適合しているかを検証す

る。適合度の判定指標としては，①χ2値が有意にならないこと，②CFI（Comparative Fit 

Index）が 0.95以上となること，③RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation）

が0.08未満となることが推奨されている 45,65)。因子分析モデルを用いることで，統計理

論上は誤差を測定値から分離することができる。厳密に述べれば，観測値を誤差と誤差

以外の真値に分離して推定することができるのである。平均構造分析とは，複数の群間

において観測値から推定された因子の高低を調べる手法であり 111)，誤差を理論的に分離

した因子の高低を比較可能である。平均構造分析は，多母集団同時分析による因子分析

モデルが適合していることを前提とした解析法であるため，多母集団同時分析を先に行

い，その後に平均構造分析を実施した。 

先の調査と同じく，児童相談所に受付されていたケースのなかから，WISC-IIIを受検
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している児童のデータを収集し，虐待による被害体験のある虐待群121名と虐待による被

害体験のない対照群214名に分類した。WISC-IIIで測定される，言語理解，知覚統合，注

意記憶，処理速度という4つの観測値の背後に，一般知能ｇという因子を想定したモデル

が群間で適合するのかを多母集団同時分析で調べた。虐待群と対照群の間で，このモデ

ルは十分に適合しており（χ2 = 6.2，p = 0.51，CFI = 1.00，RMSEA = 0.00），続く平

均構造分析によって，誤差を統計的に分離したｇ因子の高低を比較した。その結果，虐

待群のｇ因子は対照群に比べて有意に低かった（p < 0.001）。図1-3-1に，この因子分析

モデルとｇ因子の差異を示す。 

 

 

図1-3-1 多母集団同時分析と平均構造分析による結果のパス図：パス係数は虐待群（対照

群）の因子負荷量であり，ｇ因子の因子平均は対照群を0.00と固定した際の虐待群の平均値である。 

 

虐待被害が児童の IQを低下させるという知見は，測定誤差によって歪められたもので

はないことが，この研究により明らかとなった。したがって，知能検査を受検するとい

う状況や検査自体が持つ何らかの誤差要因とは関係なく，虐待被害という要因が児童の

IQ を低めているものと結論できる。先行研究で繰り返し見出されてきた，「虐待被害が

児童の知能検査結果を低める」という現象を，これまでに類をみない新たな方法で確認

した知見であり，その意味では独自性の高い研究であったと考えられる。 

 

③ 虐待被害によりどの程度 IQ が低められるのかを調べた研究（緒方康介，『犯罪心理

学研究』第 48巻，2011年） 

先に示した 2つの調査研究は，いずれも虐待による被害が児童の IQを低下させるとい

う知見を支持した報告である。海外における先行研究でも，虐待被害児の低い IQは繰り

返し確認されてきた。虐待による被害は児童の知的機能に影響を及ぼし，少なくとも知
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能水準を低めることは明らかといえる。ところが，どの程度 IQを低下させるのかを精確

に推定することは難しい。1つ 1つの調査には標本誤差が付きまとい，調査対象を抽出

するたびに平均値が異なってしまう。虐待による被害を受けた児童を一括りに虐待群と

して構成しても，研究者がデータを集めるたびに平均値は異なるし，同じ集団であって

も，そこからデータを収集するたびに平均値は違ったものになる。虐待による被害が当

該児童の IQを低下させるのは確立された知見であるため 28,69)，どのような集団から標本

を抽出しても，一定数のデータが収集されれば平均値は似通ったものになるはずである

が，完全に一致することはほとんどない。虐待被害がどの程度 IQを低下させるのかを推

定するためには，メタ分析という特殊な方法論が必要である。 

メタ分析とは，過去に報告された数多くの知見を統計的に総合することで，その時点

での結論を下そうとする試みである 41)。たとえば 1つ 1つの調査報告では，あるテーマ

に関して「有意差がある」という報告や「有意差はない」という報告が入り混じってい

ることがある。その場合，当該の研究領域で報告された知見を細かく読み込んでも，そ

の時点での結論を導き出すことは難しい。仮にその領域の先行知見を系統的に整理した

研究者が，有意差はあると断定したとしても，その結論は主観的であり恣意的とさえ捉

えられかねない。メタ分析は，質的なデータを分析に含めることができないという限界

はあるものの，解析結果を統計値として算出可能であり，恣意性を排し，その時点での

客観的な結論に到達することができる。そこで虐待被害がどの程度児童の IQを低下させ

るのかを調べるため，先行研究を網羅的に渉猟し，メタ分析を実行した。 

APAの PsycInfoを利用して検索し，データベースから関連するすべての研究論文を抽

出した。メタ分析に当該の論文を含めることができるか否かの条件は，その知見が数量

化された統計値として報告されていることであるため，質的なデータは該当しない。抽

出された論文候補から，統計値の有無を確認し，メタ分析に含めることができるデータ

を精査していくと，最終的に 22の研究データを分析対象にすることができた。図 1-3-2

にメタ分析の結果を示す。分析の過程で，身体的虐待とネグレクトに関する知見を分類

したため，①虐待被害全体，②身体的虐待による被害，③ネグレクトによる被害に係る

3つの分析結果が得られている。  
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図1-3-2 先行研究のメタ分析結果：「d」は平均値差に関する効果量，「r」は相関係数に関する

効果量である。 

 

メタ分析の結果は，効果量という主に 2種類の統計値で報告される 24)。1つは，平均

値の差の程度を表す「d」という統計値であり，2群間の平均値差を各々の群の標準偏差

で除算することにより算出される。平均値は測定に用いた尺度によって単位が異なって

おり，たとえば IQを変数とすれば 40～160程度の数値となるが，知能検査の各下位検査

は評価点という 1～19までの数値となる成績で記述されるため，IQと評価点の群間差を

直接比較することはできない。これを標準化して比較可能にしたものが dである。効果

量dの解釈として，概ね 0.20までを効果なし，0.50までを小さな効果，0.80までを中

程度の効果，0.80以上を大きな効果とする基準が提案されている 24)。同様に相関係数を

表すrという効果量も，概ね0.10までを効果なし，0.30までを小さな効果，0.50まで

を中程度の効果，0.50以上を大きな効果とするのが慣例である 24)。ただしこれらの基準

はあくまでも参考であり，心理学を含めた行動科学における一応の目安に過ぎず，実際

はd = 0.80に少し満たない効果量であっても「大きな効果があった」と判断することを

妨げるものではない。 

効果量を用いることが推奨されている 24)背景には，有意差偏重の統計解析が横行し「p 

< 0.05」という表記にのみ研究者の関心が払われてきたことへの反省がある。有意差は

データ数を増やすことで，ごく小さな差であっても簡単に検出されてしまうため，たと

えば大規模調査の場合，統計的な有意差が心理学的には意味のないわずかな差であるこ

とも少なくない。効果量を計算することで，たとえ有意差が検出されても効果はないと

判定することができるし，逆に効果量が大きければ，見出された差には確かに意味があ
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ると判断できる。 

筆者のメタ分析では，虐待の全種別を総合した結果は d = 0.53（r = 0.26）であり，

虐待を受けた被害児では，標準偏差の0.53倍に相当する約8ポイント（7.95 = 15 X 0.53）

のIQ低下が平均的に生じることが予測される。つまり，先行研究の知見を統計的に総合

すると，虐待被害児の IQは確かに低く，その程度は虐待を受けていない場合に比べて約

8ポイント差であることが明らかとなったといえる。 

 

（3）問題の背景 

海外における先行知見や筆者自身が行った先行研究では，虐待被害が児童の知能検査

結果を低めるという知見がほとんどの場合に得られている。知能検査の結果のなかで IQ

は最も簡潔に当該児童の知的機能を反映した数値であるため。このテーマへの関心は虐

待研究の当初から継続されてきた 58)。しかしその歴史のなかで発展を遂げてきた知能検

査は，全体的な知能水準である IQを算出するだけの尺度にとどまらない。 

「全体的な知能水準である IQを低下させる」という以外にも，虐待による被害が児童

の知的機能に及ぼす様々な影響が考えられるのだが，IQ低下以外の知見は報告も少なく，

どのような虐待被害が，どのような知的機能に対して，どのような影響を及ぼすのかに

関してはまだあまりわかっていない。  
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4節：本論文における研究目的 

 

虐待の被害が児童の知的機能に及ぼす影響のうち，低い IQという知見に比べて，どの

ような虐待被害が，どのような知的機能に，どのような影響を及ぼすのかといったこと

はあまりわかっていない研究史の現状に鑑みると，様々な角度から虐待被害による影響

を分析することが重要と考えられる。したがって， 

 

虐待による被害が児童の知的機能に及ぼす影響を様々な観点から明らかにすること 

 

これが本論文の目的である。 

筆者が実施した1つ1つの研究には，それぞれに作業仮説が想定されていたこともあ

ったが，実証的知見をできるだけ数多く積み上げることを目指したため，本論文におい

ては，説明変数として取り上げる要因と目的変数として取り上げる知的機能の間に明確

な仮説がなく，探索的に関連性を調べることも必要と考えた。続く節では，本論文にお

いて，どのような説明変数を取り上げ，目的変数にどのような知的機能を設定したのか

を事前に整理しておくことにする。加えて本論文の研究が，学問的にはどの分野に位置

づき，どういった貢献を目指したものなのかを述べていくことにする。  
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5節：本論文の構成と学術的位置 

 

（1）本論文で取り上げる調査研究の構成 

本論文は合計 10の調査研究から構成され，大きく3つのテーマに分類できる。1つ目

は，虐待種別のもたらす知的機能への影響の相違に注目した研究である。虐待種別ごと

に，身体的虐待，性的虐待，心理的虐待，ネグレクトに関する 4つの調査研究が実施さ

れた。各虐待による被害体験の影響が，児童の知的機能，特に WISC-III下位検査プロフ

ィールにおいては，どのように表れるのかを調べた。換言すれば，説明変数として虐待

の種別を取り上げ，目的変数として下位検査プロフィールを設定した研究といえる。 

2 つ目は，トラウマ症状を扱う研究である。虐待被害が与える影響は，知的機能にと

どまらず，むしろ情緒的な変数にも色濃くその影響が刻まれる。情緒的な状態および情

緒特性，人間関係を含む向社会性，適応的情緒統制は，パーソナリティ研究の中核をな

す領域であるが，もう 1つの領域である知能研究との関係も重要な課題である。本論文

は，知能を計量的に扱える知能検査を媒介にする方法を用いた研究であり，複雑な情緒

問題のうち，特に虐待被害がもたらす情緒問題についても，計量的に扱える指標を求め

ることに専念している。トラウマがもたらす情緒的反応は複雑であり，各反応の力動的

な関係の理解も臨床対応上は必須であるが，本論文では先行研究で計量的データがある

トラウマ症状に注目した。そのなかで，虐待による被害がトラウマ症状に与える影響，

そしてトラウマ症状と WISC-III下位検査プロフィールの関連性が分析されている。端的

に述べると，説明変数として虐待被害を取り上げ，目的変数として下位検査プロフィー

ルとトラウマ症状を設定した研究に加え，説明変数と目的変数という区別のない相関研

究により，トラウマ症状と下位検査プロフィールの関連性も調べられている。 

3 つ目では，WISC-III に加えて K-ABC（Kaufman Assessment Battery for Children）

という知能検査が分析される。K-ABC については後に詳述するが，簡潔に述べれば，知

能と学力を分離して測定できる点にその特徴がある。教育心理学においては，古くから

知能水準と学力水準を区別することで，アンダーアチーバーやオーバーアチーバーの問

題が同定されてきた。前者は知能水準に比べて学力水準が低い児童を意味しており，後

者はその逆である。こうした観点から分析する際，虐待被害が児童の知能水準と学力水

準に，どのような影響を及ぼしているのかは興味深いテーマである。K-ABC において，

知能と学力を分離して測定可能ということは，学力成分を除外した知能検査の結果が得

られることを意味している。学力は環境の影響が色濃く表れる指標であり，それに比べ

ると知的機能は環境からの影響も受けてはいるものの，学力よりはその影響が少ないと

考えられている。そこで WISC-IIIとK-ABCという2つの知能検査を用いることにより，

虐待被害児の潜在能力を推定する試みが行われた。さらに，潜在的に秘められた能力が

測定された知能よりも高いとすれば，その知的機能をどのような手段で回復させること
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ができるのか，この点を児童福祉施設への入所という観点から分析する研究も行われた。

整理すると，説明変数として虐待被害を設定して知能と学力を目的変数とした研究，お

よび2種類の知能検査を目的変数とした研究，さらに施設入所という説明変数に対して

2度の知能検査結果を目的変数とした継時的な研究が実施された。 

Ⅱ部の 3つの章で実施された 10の調査研究を，取り扱った変数の観点から整理したも

のが図 1-5-1である。  
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図1-5-1 Ⅱ部で実施された 10の調査研究における説明変数と目的変数の関係：パス図

において，□は説明変数を表し，○は目的変数を表している。 

 

（2）本論文の学術的位置 

本論文の学術的な位置づけに関して，筆者の考えをここに記しておくことにする。結

論からいうと，本論文は様々な心理学領域との関連を有しつつも，犯罪心理学（Forensic 
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Psychology）と計量心理学（Psychometrics）の重なり合う学問領域に最も関連している

研究と考えられる。 

既に筆者自身の立場・観点から，「虐待被害児」という言葉を本論文で使用する意義を

説明した。再度簡潔に述べるならば，虐待被害児という言葉は「虐待」による「被害」

を受けた「児童」であるがゆえに，臨床的支援の対象であることを明確に位置づけたメ

ッセージ性を含意した言葉である。「虐待被害児」という言葉には，学問的位置を同定す

る際にも表現上の利点がある。「被害」を体験した支援の対象者を研究範囲とする学問に

被害者学がある。被害者学は犯罪学から分離した学問であり，当初は犯罪原因のうち被

害者側の要因を探索する犯罪原因論の目的を内包していた。犯罪被害に遭ったのは，被

害者の側にも原因があるとする立場の議論であったため，被害者学は批判を受けて被害

者支援論へと展開していった。本邦における被害者学は，法学の色彩が強く，被害回復

のための法制度の整備，特に経済的な保証制度が主な議論となっており，経験科学的な

被害者支援論は，むしろ分離前の犯罪学の範疇で発達している。現代の犯罪学は，従来

型の犯罪者・非行少年を対象とするばかりでなく，被害者の問題をも自らの研究領域に

包含している。筆者は，犯罪学のなかでも犯罪心理学の立場から，虐待による被害を体

験した児童を支援するための基礎的な研究を行ってきた。「虐待被害児」という表現は，

その児童が犯罪心理学の研究対象であることを含意しており，筆者の立場に最も適合す

る。 

計量心理学は，本邦に紹介される過程で2つの側面を備えた学問として理解されてい

る。1 つ目の側面とは，計量心理学を心理統計学とほぼ同義と捉える見方であるが，厳

密にいうと，両者は異なる学問領域である 110)。心理統計学は，得られた心理学的データ

を，どのように一般化することができるのかを扱う学問であり，統計解析や統計的検定

など，主に分析法に係る研究領域である。他方，計量心理学は，分析に入る前段階で，

どのようにして人間の行動，能力，特性を測定することができるのかを問題にしており，

どのようにしてそれらを数値化することが，最も妥当な方法なのかを研究する学問であ

る。 

もう 1つの側面は，本来的な計量心理学の学問関心と関連しており，心理テストに係

る測定論の研究と捉える見方である。様々な心理テストの作成，信頼性と妥当性の検証

こそが計量心理学の研究であり，人間行動や能力を測定する方法論への関心を主流とす

る計量心理学を，心理テストに係る測定論とみなすことは間違っていない。ただし，計

量心理学者（Psychometrician）は，単に測定論に終始するだけではなく，測定された心

理学的概念の研究自体にも貢献している歴史がある。たとえば，本論文で議論の中心と

なっている「知能」という概念を，初期に研究していた心理学者のなかには計量心理学

者も多かった。Spearman, C. E.は，心理統計学分野で順位相関係数の創出と因子分析法

の発展に寄与しただけでなく，一般知能因子ｇの理論を最初に提唱した計量心理学者で



- 20 - 

 

ある。Thurstone, L. L.は，精神物理学分野で一対比較法を創出し，心理統計学分野で

因子分析法の発展に寄与しただけにとどまらず，5件法などで知られる Likert法と並ぶ

Thurstone 法を提案した計量心理学者であるが，知能の理論研究においても多因子論を

最初に提案したことで有名である。 

このように計量心理学は，知能検査の作成に係るだけでなく，測定された知能に基づ

き理論を発展させてきた歴史があり，その名が示す通り，計量的な変数を扱った分析法

とも関連している。したがって，①知能検査の結果を中核的な分析指標としていること，

②統計分析を用いて定量的な実証研究として知見を記述していること，③結果の考察で

も平均値に係る議論を展開していること，以上の 3点に鑑みて，本論文は計量心理学的

研究としての位置づけも可能と考えられる。 

本論文では，児童の知能を分析していることから，心理学，とりわけ教育心理学や発

達心理学との関連もあり，虐待被害児という臨床群を対象としていることから，臨床心

理学や社会福祉学との関連もあるのだが，ここまで論述してきたように，最も強い関連

を有しているのは，犯罪心理学と計量心理学であると筆者は考えている。 

この議論をまとめると，本論文の学問領域は図 1-5-2に示される。 

 

 

図1-5-2 本論文が貢献する学問領域のベン図：斜線で示した範囲が本論文の研究射程である。 

 

図1-5-2に示したように，犯罪心理学は犯罪学の一分野であり，臨床研究は膨大な領

域にまたがっている。犯罪心理学と計量心理学のどちらも，臨床研究と関連する領域と

関連しない領域を内包している。この観点からいうならば，本論文の学問的射程は，犯

罪心理学と計量心理学の重なり合う範囲であり，かつ臨床研究に含まれる領域であると
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いえる。 

本論文の論題に即して具体的に説明するならば，「虐待による被害」が犯罪心理学の学

問領域であることを表しており，「知的機能」と「知能検査」が計量心理学的な方法と対

象であることを含意しているのである。  
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Ⅱ章：知能検査と方法論 

 

1節：知能検査研究史 

 

本論文では計量心理学的な観点から，測定された知的機能を分析対象としており，こ

こでは知的機能を測定する知能検査の研究史をみていくことにする。知能検査がどうい

った経緯で発展しており，知能という心理学的な構成概念が，どのような学問史的背景

の上に築かれてきたのかを知ることは重要である。 

知能検査の歴史に関しては，村上・村上 86)（2008）による詳細な記述が既に公刊され

ており，ここではその小史を引用しながら記述していく。 

 

第Ⅰ期：前検査期～Binet以前～（1879～1905年） 

 1879年，最初の心理学者とされる Wundtは，ライプチヒ大学に世界初の心理学実験

室を開いた。その時点で Wundtが取り組んだ研究のなかには知能の研究も含まれて

いた。たとえば Wundtは，「知能の高い人間は物事を考える速度も早いはず」と仮定

し，振り子を利用した反応時間の測定装置を開発し，思考速度の個人差を測定した。 

 GaltonはWundtの影響を受け，身長，体重，頭の幅，握力，肺活量，反応時間，弁

別閾など，肉体と行動の特徴を基にしたテストを作成し，精神能力を測定しようと

した。Cattellも Galtonのテストを拡張し，握力，手の動作率，2点の弁別閾，圧

力の痛覚閾，重さの弁別，音の反応時間，色名の反応速度，50 センチの等分能力，

10秒の時間判断，1回で聞ける文字数といった課題を集めてテストを構成し，1890

年に精神検査（mental test）という用語を提案した。この当時，知能の高い人間の

特徴として，知覚能力の高さが想定されていたことが読み取れる。 

 1901年，Wisslerは大学生 300名に Cattellの作成した精神検査を実施して，大学

での成績と検査結果の相関を調べたところ，ほとんど関係はなかった。相関係数の

最大値は r = 0.16であり，大学での成績と精神検査の結果には関連がなかった。大

学生が知能の高い者に偏っていたために，得点範囲が狭められた可能性もあったが，

大学での成績との間に相関がなかったという否定的な結果が得られたことにより，

精神検査の研究は終焉していった。 

 19世紀末，Esquirolは知的障害の診断において，言語能力を非常に重視した。短い

句が使える者，単音節のみが使える者，泣くだけで発話がない者が区分された。言

語能力は年齢とともに高まっていくため，Esquirolの区分では児童を対象とした場

合，知的障害があるから単音節しか使えないのか，まだ発達的に幼いからそうなの

かを判断することができず，児童用知能検査の必要性が増していった。 

 1896年，Binetは知能の測定においては，反応時間などの基本的な感覚や知覚の能
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力ではなく，高度な心的過程を利用すべきと考えた。1904年，フランス政府は知的

障害児を普通児から区別して特殊教育を行うために，医学的・教育的検査を必要と

していた。1905年，フランス政府の依頼を受けて，Binetと Simonは最初の知能検

査を作成した。知能検査の目的は，知能の測定ではなく，知的障害を持つ児童と持

たない児童の分類にのみあった。この時に作成された知能検査は，全部で 30項目の

課題から構成されており，短い実用的な問題が易しい順に配列されていた。 

第Ⅱ期：IQ測定期～Wechsler以前～（1905～1939年） 

 1908年，Binet-Simon式検査は改訂されて，課題の数は 58項目となった。精神年齢

あるいは精神レベル（mental level）という概念が導入された。現代の計量心理学

でいう標準化作業のために，3～13 歳の児童 300 名を対象とした調査が行われ，児

童の各年齢で80～90％が正答する問題を，その年齢に相当する問題と考え，58項目

の課題が年齢別に配列された。1911年，Binet-Simon検査は再度改訂され，年齢ご

とに 5項目が配当される形式となった。1910年，Sternは精神レベルよりも精神年

齢と生活年齢の比率の方が，知能をよく表現できると考えた。 

 1908 年，Goddard が Binet-Simon 検査をアメリカに導入した。1916 年，Terman は

Binet-Simon式検査を独自に改訂した後，90項目のStanford-Binet検査として知能

検査の普及に貢献した。さらに精神年齢と生活年齢の比率を 100倍すると小数がな

くなることに気付き，知能指数（IQ）の概念が誕生した。本邦でも 1921年に鈴木ビ

ネー知能検査，1947 年に田中ビネー知能検査が作成された。後者は 1986 年に改訂

されており，精神年齢と生活年齢の比率を計算するのではなく，規準集団のなかで

の相対的な順序を計算する偏差IQが導入された。 

 アメリカは第一次大戦に参戦し，短期間で大量の兵士を選抜する必要が生じていた。

1917年，Yerkesは陸軍の効果的な人員配置を目的として，Goddardや Termanらを

加えた委員会を組織し，陸軍αおよびβと呼ばれる知能検査を作成した。α検査は

言語式であり，口頭での指示，算数，現実的判断，同意語と反意語，単語を並べ替

えた文章，類推，常識の 8項目から構成されており，他方，β検査は非言語式であ

り，視知覚的運動，迷路，立体の積木の数など 7項目による構成であった。その後

に陸軍αとβを基にして，多くの集団式知能検査が作成された。 

 1908年，Spearmanは，知能を一般因子と特殊因子の 2因子で記述する数学モデルを

提案した。Thorndike は操作のタイプにより，記号を扱う抽象的・言語的知能，対

象物を操作する現実的・機械的知能，対人関係を扱う社会的知能の 3つがあると主

張した。 

第Ⅲ期：臨床応用期～Wechsler以後～（1939～1993年） 

 Wechslerは，Spearmanから一般知能，Thorndikeから言語知能と運動知能の概念を

導入し，折衷的な立場から知能検査を作成した。1939年，Binet式知能検査や陸軍
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αとβ検査を参考に，Wechsler-Bellvue知能検査（W-BI）が作成された。全検査IQ

（FIQ），言語性 IQ（VIQ），動作性 IQ（PIQ）を算出する初めての知能検査となり，

この検査の開発により，知能検査の歴史は大きく転換することになる。全体的な知

能水準だけでなく，知能を領域ごとに分析することが可能となり，Wechsler式知能

検査の開発以降，様々な臨床の対象者に知能検査を実施した研究報告が激増した。

理論的には，知能を 1つの構成概念と捉えずに，知能には複数の領域があると考え，

その領域を明らかにしようとする研究が開花することに大きく貢献した。 

 W-BI から，1949 年に児童用知能検査 WISC，1955 年に成人用知能検査 WAIS，1967

年に幼児用知能検査 WPPSIが開発された。1974年に WISC-R，1981年に WAIS-R，1989

年に WPPSI-R，1991年にWISC-III，1997年に WAIS-IIIと次々に改訂が行われた。

Wechsler 式知能検査は，広く普及して最も重要な知能検査となった。1945 年，

Wechsler記憶検査WMSが成立し，1987年にWMS-R，1997年にWMS-IIIと改訂された。 

 1938年，Thurstonは Spearmanの 2因子モデルから因子分析法を発展させた。言語

理解，語の流暢性，数，空間，連想記憶，知覚速度，帰納的推理の 7つの能力こそ

が知能の基本因子であると考えて，「基本的知能検査」を作成した。 

 1957年，Cattellは一般知能という単一の概念に疑問を抱いた。因子分析（斜交解）

の結果から，基本的な知能因子は独立性の強い流動性知能と結晶性知能の 2因子と

考え，“文化的に公正な知能検査”を作成した。 

 1967年，Guilfordは知能の構造モデルを提案した。操作（認知，記憶，拡散的生産，

収束的生産，評価），内容（視覚的，聴覚的，象徴的，意味的，行動的），所産（単

位，クラス，関係，システム，交換，含意）と呼ばれる三次元から，仮説演繹的に

150もの因子の存在を仮定して検査を作成した。 

 1983年，Gardnerは言語的知能，音楽的知能，論理・数学的知能，空間的知能，身

体運動的知能，人間関係的知能，個人内知能という 7つの知能が，比較的独立して

存在しているという多重知能理論を提案した。後に博物学的知能という 8番目の知

能を多重知能理論に追加している。1986 年，知能には，分析的能力，創造的能力，

実際的能力の 3 つのバランスが重要であると考え，Sternberg は知能の三頭理論

（Triarchic Theory）を提案した。分析的知能は知能の基礎となる情報処理システ

ムであり，メタ成分，実行成分，知識獲得成分がある。創造的知能は経験的知能と

も呼ばれ，新しい仕事をどれだけ効率的に遂行できるかを示す知能であり，新しさ

を処理する能力と情報処理を自動化する能力とがある。実際的知能は文脈的知能と

も呼ばれており，自分の生活に関連した現実世界から選択，形成，適応する能力に

区分される。Sternbergは STAT（Sternberg Triarchic Abilities Test: Sternberg

三頭能力検査）を作成して，教育場面での検証を次々に行っている。 

第Ⅳ期：CHC理論誕生（1993～） 
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 Cattell とともに Horn は，流動性知能と結晶性知能の理論を発展させた。さらに

Carrollは知能関係の 400以上の相関行列を再分析し，1993年に知能因子を 3つの

階層に整理した。現在その作業は，Carroll 人間認知プロジェクトとして Web に公

開されている。プロジェクトの目的は，60年以上にわたる因子分析的研究の総括で

ある。つまり，これまでに計算された知能検査の因子分析結果をすべて総合すると，

どのような知能因子が抽出されるのか，人間はどのような知能構造を持っていると

考えることが最も妥当なのかを調べるプロジェクトである。1993年時点の到達点と

して，第3層は一般知能因子，第 2層には 16の広い意味の因子，第 1層には多くの

特殊な因子があるとする 3層モデルが支持されている。知能理論的に重要な第 2層

の因子として，流動性知能／推理，結晶性知能／知識，特定領域での一般的知識，

視空間能力，聴覚的処理，短期記憶，長期記憶と検索，認知的処理速度，決断／反

応速度，精神運動速度，量の知識，読み書き，精神運動能力，臭覚能力，触覚能力，

運動感覚能力，以上 16 の因子が抽出されている。この 3 層モデルは，

Cattel-Horn-Carroll（CHC）理論と呼ばれ，非常に詳細ではあるものの，実証され

ている点に特徴がある。 

 

以上，村上・村上 86)（2008）による知能検査の歴史を引用してきた。知能研究の歴史

は知能検査の歴史でもあり，知能研究は作成された検査によって提案された理論が検証

されたり，既存の知能検査を再分析することにより，新たな理論が提案されたりしなが

ら発展してきた。優れた知能検査は知能理論の発展に不可欠な道具であり，優れた知能

理論がなければ，知能検査が測定している構成概念が何なのかを理解することさえでき

ない。この研究史をみていくことで，知能検査と知能研究が，心理学の黎明期から現代

にまで続く研究関心であったことが読み取れる。 

本論文の研究は，虐待による被害が児童の知的機能に及ぼす影響に焦点を当てている

ため，直接的には知能理論や知能検査の研究ではない。しかし広い意味では，本論文の

知見も知能研究へと資する部分があり，虐待被害という環境要因が対象となった児童の

知能検査結果に与える影響を知ることは，知能の発達過程を推測するデータを提供する

可能性がある。さらに，虐待被害がもたらす愛着障害による情緒や知能を含む広範囲の

発達阻害と知能との関連を検出するための工夫を，知能検査の作成という観点から提案

しうる可能性も考えられるからである。 

本節では，抽象的に知能検査あるいは知能理論を取り上げてきたのだが，次節では，

具体的に本論文で用いたWISC-IIIおよびK-ABCという知能検査について詳述していくこ

とにする。  
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2節：方法論としての知能検査 

 

（1）WISC-III知能検査 

本論文で主に用いられる知能検査である WISC-IIIについて，ここで説明していくこと

にする。知能検査では，一定の課題を受検児に対して実施し，課題への応答が正答か誤

答かという評定に基づき点数をつける。あらかじめ標準化のために調査されている同年

齢児集団（規準集団）のなかで，得られた点数はどの程度の位置にあるのかが計算され，

標準得点化される。標準得点化とは，検査の結果得られた点数から規準集団の平均値を

減算し，その集団の標準偏差で除算した値を算出する計算法のことである。この作業に

より，得られた点数が何点であっても，比較したい規準集団のどこに位置づくのか，そ

の相対的位置を決定することができる。知能という複雑な構成概念をたった 1つの課題

から推定することはできないため，実際はいくつかの課題を実施して，それぞれの課題

の成績を標準得点化したものが，総合されて知能検査全体での標準得点を得ることにな

る。基本的にはこの数値が簡単な次式によって IQに変換される（【IQ = 100 + 15 X (点

数 – 規準集団の平均値)/規準集団の標準偏差】）。 

WISC-IIIはWechsler式知能検査の児童用第 3版である 135)。国際的にも最も使用頻度

の高い知能検査の1つであり，本邦では 1998年，5歳0ヶ月～16歳 11ヶ月の児童 1,125

名を対象に標準化が行われている。下位検査の構成としては，基本検査10と補助検査3

を含み，FIQ，VIQ，PIQの3つのIQを算出可能である。補助検査の【数唱】と【記号探

し】を実施することにより，言語理解，知覚統合，注意記憶，処理速度の 4つの群指数

も算出できる。表 2-2-1と表2-2-2に下位検査，表 2-2-3に群指数の説明を記しておく。  
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表2-2-1 WISC-IIIの言語性下位検査 131) 

下位検査 概略 測定される主な固有の能力 

言

語

性

検

査 

【知識】 日常的な事柄や場所など，一般

的な知識に関する質問をして，

それに言葉で答えさせる 

・一般的事実についての知識量 

【類似】 共通の概念を持つ 2 つの言葉を

口頭で示し，どのように類似し

ているかを答えさせる 

・論理的なカテゴリ的思考力 

【算数】 算数の問題を口頭で提示し，子

どもに暗算で答えさせる 

・計算力 

【単語】 単語（刺激語）を口頭で提示し，

その意味を答えさせる 

・言語発達水準 

・単語に関する知識 

【理解】 日常的な問題の解決と社会的な

ルールなどについての質問をし

て，口頭で答えさせる 

・実際的知識を表現する力 

・過去の経験や既知の事実を正確に

評価する力 

【数唱】 数字（数系列）を読んで聞かせ，

同じ順番，または逆の順番で数

字を言わせる 

・聴覚的短期記憶 
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表2-2-2 WISC-IIIの動作性下位検査 131) 

下位検査 概略 測定される主な固有の能力 

動

作

性

検

査 

【絵画完成】 絵カードを見せ，その絵のな

かで欠けている重要な部分

を，指さしか言葉で答えさせ

る 

・視覚刺激に素早く反応する力 

・視覚的長期記憶 

【符号】 幾何図形（【符号】A）または

数字（【符号】B）と対になっ

ている記号を書き写させる 

・指示に従う力 

・事務処理の速度と正確さ 

・動作の機敏さ 

・視覚的短期記憶 

【絵画配列】 物語を描いた数枚の絵カー

ドを特定の順番で並べて見

せ，意味が通るように並べ替

えさせる 

・結果を予測する力 

・時間的な順序の認識ないし時間

概念 

【積木模様】 モデルとなる模様（実物また

はカード）を提示し，同じ模

様を決められた数の積木を

用いて作らせる 

・全体を部分に分解する力 

・非言語的な概念（解法の法則性

など）を形成する力 

・自分が考案した空間構想に対象

を位置づける力 

【組合せ】 ピースを特定の配列で提示

し，それを組み合わせて，具

体物の形を完成させる 

・感覚運動のフィードバックを利

用する能力 

・部分間の関係を予測する力 

・思考の柔軟性 

【記号探し】 刺激記号が記号グループの

なかにあるかどうかを判断

させ，回答欄に○をつけさせ

る 

・視覚的探索の速さ 
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表2-3-3 WISC-IIIの群指数 131) 

群指数 構成する下位検査 測定される主な能力 

言語理解 【知識】・【類似】・【単語】・ 

【理解】 

言語意味理解，言語的知識，言語的推理，言

語表現 

知覚統合 【絵画完成】・【絵画配列】・

【積木模様】・【組合せ】 

視覚的刺激の統合，非言語的思考，非言語的

推理，同時処理 

注意記憶 【算数】・【数唱】 注意の範囲，聴覚的な短期記憶，聴覚的な系

列化，継次処理，聴覚的情報の記号化 

処理速度 【符号】・【記号探し】 反応の速さ，視覚的短期記憶，視覚的情報の

記号化 

 

IQと群指数は平均 100，標準偏差15，下位検査は平均 10，標準偏差 3に標準得点化さ

れる。WISC-IIIにおける知能の定義は，原版を作成した Wechslerの定義である「目的

的に行動し，合理的に思考し，能率的に環境を処理する個人の総合的・全体的能力」を

踏襲している 135)。 

知能検査を含めた心理テストは，一般に信頼性と妥当性という計量心理学的特性によ

って品質を評価される。信頼性は，測定値が安定している程度を意味しており，測定値

に占める真値の割合，裏を返せば，誤差の少なさとして定義される。信頼性を表す信頼

性係数は，主に3つの方法で計算されることが多い。①再検査信頼性は，知能検査をあ

る児童集団に数日から数週間にわたって 2度実施し，1度目と 2度目の検査結果に対す

る相関係数である。②折半法による信頼性係数とは，検査課題における数十の問題を偶

数と奇数など，何らかの方法で 2つに分けた後，その 2つの成績間において算出された

相関係数のことである。③クロンバックのα係数は，先の折半法における 2分類が恣意

的となってしまうのを克服するために開発された統計量であり，n個の課題を 2つに分

けるすべての組み合わせの理論的な平均値となっている。 

妥当性は，測定値に基づく推論の正しさの度合いとして定義され，測ろうとしている

ものを測れている程度ともいえる。妥当性を検証する方法は様々であるが次の 2つがよ

く検証される。①基準関連的証拠を探す方法は，知能検査の外部基準として妥当な変数，

たとえば別種の知能検査における IQを測定し，当該の知能検査における IQと外部基準

のIQとの間で相関係数を算出する。②構成概念妥当性では，複数の概念間における関係

性が経験的データによって理論通りに構築されるかが検証される。たとえば「知能」と

いう構成概念は「学力」とは高い正の相関を示すが，「髪の毛の長さ」との相関はないは

ずであり，「同じ過ちを繰り返す回数」との間には負の相関が得られるはずである。こう

した関係性が，理論通りの相関構造を備えているのかを調べるため，因子分析による因
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子構造を検証する方法が用いられることもある。 

WISC-IIIの計量心理学的特性は，数ある心理テストのなかでも優れている。信頼性に

関して，折半法を用いた分析では，下位検査で 0.64～0.87，群指数で0.81～0.89，3つ

のIQでは 0.90～0.95と高く，再検査法を用いた分析でも，下位検査で 0.54～0.89，群

指数で 0.78～0.91，3つの IQでは 0.83～0.93と高い信頼性係数が得られている。妥当

性に関して，他の知能検査（田中ビネー知能検査，K-ABC 心理・教育アセスメントバッ

テリー，Illinois Test of Psycholinguistic Abilities）との基準関連的証拠としてr 

= 0.59～0.74が得られている。構成概念妥当性としては，探索的因子分析により理論が

予測する通りの因子構造が得られており，妥当性の高さも証明されている 135)。 

以上みてきたように，WISC-III知能検査は，十分な計量心理学的特性を備えた優れた

知能測定尺度である。次に本論文で使用するもう 1つの知能検査，K-ABC について詳述

していく。 

 

（2）K-ABC心理・教育アセスメントバッテリー 

検査名が冠するように Kaufmanによって作成された知能検査であり 54)，心理学的観点

のみならず，教育的観点からの評価を行うことを目的に，本邦では1993年，2歳6ヶ月

～12歳 11ヶ月の児童を対象に標準化がなされている。認知処理過程と習得度が測定さ

れ，前者は知能の尺度，後者は学力の尺度とされている。認知処理過程はさらに継次処

理と同時処理に分離して算出され，前者は情報を1つ 1つ順番に扱う能力，後者は情報

を一度に扱う能力の特徴が反映されている。標準化は日本全国の児童 1,680名を対象に

行われ 54)，総合尺度の再検査信頼性は 0.64～0.97であり，折半法による信頼性係数は

0.82～0.96であった。基準関連的証拠として，田中ビネー知能検査の IQとr = 0.63～

0.70（N = 47），WISC-Rの FIQとr = 0.47～0.79（N = 51）の相関係数が得られている。

因子分析の結果からは理論通り，継次処理・同時処理・習得度の 3因子構造が確認され

ている 54)。下位検査の構成を表 2-2-4と表 2-2-5に記す。  
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表2-2-4 K-ABCの認知処理過程に係る下位検査 131) 

下位検査 検査の概要 測定される主な固有の能力 

認

知

処

理

過

程 

継

次

処

理 

手の動作 げんこつや手刀などの一連の動

作を見せ，同じ順序でその動作

を再現させる 

・連続刺激の運動による再生 

数唱 一連の数字を聞かせ，同じ順序

で数字を復唱させる 

・自動的聴覚―音声記憶 

語の配列 複数の単語を聞かせ，次ページ

の一連の絵から，聞いた通りの

順序で絵を指ささせる 

・聴覚―視覚の統合 

・聴覚―運動記憶 

同

時

処

理 

魔法の窓 円盤を回転させながら小さな窓

から1つの絵を連続的に見せ，

その絵の名前を言わせる 

・継次的に提示された視覚刺

激の統合 

顔さがし 1人か2人の顔写真を見せ，次ペ

ージの集合写真のなかからその

人を見つけさせる 

・視覚的探索と走査の方略 

・顔の知覚 

・顔の再認 

絵の統合 インクブロット絵を見せ，その

絵の名前を言わせる 

・知覚的統合 

・知覚的推論 

・抽象的刺激から具体物への

転換 

模様の構成 所定の数の三角形を使い，見本

と同じ模様を作らせる 

・非言語的概念形成 

視覚類推 条件となる絵や図の関係を見

せ，同様の条件に基づいた絵や

図を選択肢のなかから選ばせる 

・推理的思考 

位置さがし 複数の絵がランダムに配置され

たページを5秒間見せた後，次

ページのマス目上で，絵のあっ

た位置をすべて再生させる 

・空間配置 
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表2-2-5 K-ABCの習得度に係る下位検査 131) 

下位検査 検査の概要 測定される主な固有の能力 

習 

得 

度 

尺 

度 

表現ごい 身近にある物の写真を見せ，そ

の名前を言わせる 

・音声による名称の再生 

算数 絵を見せながら算数の問題に答

えさせる 

・基本的数概念と計算能力 

なぞなぞ 3つのヒントからなるなぞなぞ

に答えさせる 

・継時的に提示された聴覚刺

激の統合 

・概念的推論 

ことばの読

み 

平仮名，カタカナ，漢字を読ま

せる 

・文字の呼称 

・単語の再認 

文の理解 動作を指示する文を見せ，表現

させる 

・読解／身振りによるコミュ

ニケーション 

 

認知処理過程，習得度，継次処理，同時処理はいずれも総合尺度であり，平均 100，

標準偏差 15に標準化されている。習得度の下位検査も同様に平均 100と標準偏差 15で

あるが，他方，認知処理過程に係る下位検査は平均 10，標準偏差3となっている 54)。 

K-ABCは，アメリカにおいて文化的に英語を得意としない児童の IQを精確に測定しよ

うという意図で作成されている。正式な英語を話さない文化圏で育つと，実際の知的能

力に関係なく当該児童の知能検査結果は低くなる。これは英語を理解して話す経験の蓄

積による差異と考えられており，正式な英語を話さない文化圏で生活する児童は知能検

査を受ける上で不利益を被っていることになる。この不利益をできるだけ排除し，対象

となった児童の知能を精確に測定しようという試みが K-ABCに結実している。 

継次処理と同時処理というモデルは，神経心理学と認知心理学の知見に基づいて組み

込まれている。人間の情報処理は「何を処理しているのか」よりも，むしろ「どう処理

しているのか」ということの方に個人差が表れると考えられている 54)。ただし本論文に

即していうと，継次処理と同時処理のモデルより，K-ABC が知能と学力を分離して測定

可能という点こそが重要である。虐待被害が児童の知的機能に及ぼす影響を調べる上で，

知能と学力における乖離を見出すために K-ABCが必須の尺度であった。 

以上，本論文の研究で用いた WISC-IIIとK-ABCという知能検査について，その下位検

査構成や計量心理学的特性を説明してきた。次節では，本論文で記載する知能関連の用

語を整理しておく。  
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3節：「知能」に係る語句定義 

 

知能研究や知能検査に関連する言葉には，定義が曖昧なものが多く，研究者ごとに使

い方が異なる場合も多々ある。本節では，語義が曖昧になることを避けるため，知能と

知能検査に関連する言葉の定義を行っておくことにする。 

知能（Intelligence) 知能の定義に関する議論は古く，1921年と 1986年に，それぞ

れ当時の著名な知能研究者による議論がなされた結果，抽象的思考，表象，問題解決，

意思決定に関する能力が重要な要素とされた 118）。その後，知能研究者661名を対象に行

われた調査でも，知能の構成要素は，①抽象的思考，②推論，③問題解決，④新しい知

識を獲得する能力であることに対して，95％以上の学者で意見の一致がみられている 115)。

さらに APAが招集した専門家チームにより，「複雑な概念を理解し，環境に効果的に適応

し，経験から学び，多様な推論方式を用い，思考によって障害を乗り越える能力」が知

能の定義とされている 87)。このように現代の知能研究者による知能の定義は，比較的一

致してきており，物事を理解し，考え，適応的に生きていくための基本的な能力である

ことに対して見解の相違は少ない。 

筆者もこの定義に対して基本的には賛同しているが，本論文においては，

「Psychometric Intelligence」の意味で「知能」と記載してある箇所も多く，その場合

「測定された知能」とか「知能検査によって測られた知能」あるいは「計量心理学的知

能」といった表現を使用するように心掛けた。本研究の調査結果はすべて計量心理学的

知能に関する知見であるため，「測ることができない知的な能力」については，できるだ

け議論に含めないように慎重に言及を避けた。 

知的能力（Intellectual Ability） 「知能」という言葉で測定された知的な能力を

表現したため，測定された知能と測定できない知能を合わせた人間の知的活動における

総合的な能力を，本論文では「知的能力」と呼ぶことにする。 

知的機能（Intellectual Functioning） 本論文の論題にも使用している用語である。

知的機能という言葉は，測定された知能ともかなり似た概念であるが，あえて定義する

ならば，「発揮された（結果系としての）知的能力」あるいは「知的能力を発揮するため

の（原因系としての）装置」といえる。知的な能力を有している個人であっても，それ

をどの程度発揮するかは，場面に応じて異なっており，知的機能という用語は「機能」

する「知的能力」自体，あるいは人間に備えられた「知的能力」を「機能」させる装置

そのものを指した言葉である。したがって，「知的機能に影響を及ぼす」という表現だけ

では，発揮される知的能力に影響するのか，知的能力を発揮させる装置に影響するのか

はわからない。まして知能検査を用いて知的機能を測定するという方法では，この両者

を区別することは不可能であるが，その点の限界を加味しても，本論文の論題としては

「知的機能」という言葉が最も適していると筆者は考えている。 
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知的発達（Intellectual Development） 知的発達という言葉には「発達」という単

語が入っており，ある時点から別の時点への継時的な推移が含意された言葉であるため，

「遅れている」か「進んでいる」といった表現を伴って記述されることが多い。発達検

査による DQは，比率IQと同じ算出法であるため，実際に検査結果が生活年齢に対して

「遅れている」か「進んでいる」といった表現になる。本論文においても，発達検査の

結果を踏まえて議論したり，あるいは継時的な変化を扱って議論したりする際には「知

的発達」という言葉が使用されることがある。 

知能水準（Intelligence Level） 知的発達と異なり，知能水準は「高い」か「低い」

という表現を伴い，総合的・全体的な IQなどの量的指標であり，単一尺度上の数値とし

て表現される。 

知能特性（Intellectual Trait） 知能水準とは異なり，いくぶん質的な要素を含む

言葉である。知的能力には，いくつかの領域が想定されており，研究者ごとにその数や

層は異なるため，「Aという領域の能力は高いが Bという領域の能力は低い」という現象

が生じる。仮に Aを言語能力，Bを記憶力とすると，「A > B」とは「記憶力よりは言語

能力が優れている」ことを表しており，こうした知能領域ごとの高低を表したものが「知

能特性」となる。 

下位検査プロフィール（Subtest Profile） 測定された各下位検査の成績の高低を

表現したものであり，グラフ表現で視覚呈示されることもある。知能検査は複数の下位

検査から構成されており，下位検査の成績は背景に潜むいくつかの知能特性に影響され

て決定されると考えられている。たとえば，WISC-IIIの【算数】という下位検査の成績

は，計算能力，問題文に集中する注意力，問題文の意図を読み取る言語能力など，少な

くとも 3つの知能特性が関与しており，それらが個別の比重をかけて総合され，【算数】

課題の評価点が決定されていくと考えるのである。知能検査の理論的構成や，各課題の

背景に潜在する因子を推定する作業を通して，下位検査評価点の高低を精査していけば，

単なる課題成績である下位検査プロフィールから，対象児の知能特性を見出す鍵が見つ

かることもある。この作業こそが WISC-IIIの解釈過程であり，知能検査に習熟するとい

うことは，この作業における仮説の生成と検証に習熟するということとほぼ同義である。 

知能検査（Intelligence Testing） 本論文において，知能検査という言葉は 2つの

意味が内包された状態で使用されている。1 つは，単純に検査という道具を意味し，静

的な意味合いの「Intelligence Test」の訳語が当てはまる。もう1つは，知能検査事態

という検査が行われる状況を含めた動的な意味合いの「Intelligence Testing」である。

たとえば，「知能検査によって○○が明らかにされる」という表現だけでは，道具として

の知能検査結果が○○を明らかにしたのか，あるいは知能検査を受けるという状況で，

児童が「何を考えて課題に臨んだのか」という心的過程を，検査結果の数値と併せて解

釈することにより，○○が明らかになったのか判然としない。ただし，知能検査を実施
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する検査者が，解釈を含めずに数値を読み解くことは少ないため，「Intelligence 

Testing」が正しい訳語となる。少なくとも，本論文の論題に使用した「知能検査」は，

「Intelligence Testing」の意味である。 

なお，現代の知能研究においては，認知能力（Cognitive Ability），認知機能（Cognitive 

Functioning）といった言葉の使用が増えてきた。アメリカで主に使用されている知能検

査からも，「Intelligence」という単語は消失していき，今では認知能力検査という言葉

の方が主流となっている。しかし本論文で主に分析した WISC-III は，現代においても

「Intelligence」という単語を使用し続けているため，認知能力や認知機能という新し

い言葉ではなく，筆者は知的能力や知的機能といった方法論に即した言葉を選択した。  
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二部 

 

虐待被害児の計量心理学的知能研究 

―WISC-IIIを用いた調査を中心に―  
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Ⅲ章：虐待種別による知的機能への影響 

 

1節：身体的虐待被害児の下位検査プロフィール（研究①） 

 

研究①では，説明変数として身体的虐待の被害を取り上げ，目的変数として WISC-III

下位検査プロフィールを設定した。 

 

（1）緒言 

身体的虐待の臨床像 身体的虐待は，被殴打児症候群として最初に報告がなされた虐

待種別である 58)。児童の身体に対する攻撃であり，外傷を伴う場合と伴わない場合があ

るのだが，身体の露出した部位に外傷が認められる場合，虐待通告の対象となりやすい

が，背中や大腿部などの怪我では，第三者に気付かれにくく見過ごされやすい。身体的

虐待は，直接的な攻撃であり，重症度によっては被害児が死亡する場合もある。特に被

害児が乳幼児である場合，就学後の児童に比べて死亡率は高まる。乳児に対する揺さぶ

りっ子症候群（Shaken Baby Syndrom）は，当該乳児の脳内に損傷を与える非常に危険な

身体的虐待であり，医療機関の画像診断でさえ判断しにくい場合がある。これらはすべ

て，児童相談所に虐待通告として受理された場合，身体的虐待と認定される被害体験で

ある。 

単発の暴力犯罪被害と身体的虐待における最大の相違点は，被害の継続性である。早

期に発見される場合であっても，虐待は，1回限りの攻撃による被害であることは少な

く，往々にして繰り返される暴力被害である。その反復性に加えて，加害者が本来は安

全を保証してくれるはずの保護者であることが，被害児の心理に与える影響は計り知れ

ない。身体的虐待の被害児は，家庭に安心を感じられず，いつ攻撃されるともわからな

い恐怖に怯えながら生活しており，その被害体験が強烈な影響力を持っていることは明

らかである。特に身体的虐待の被害体験が児童に及ぼす影響として，攻撃性の学習とい

う問題がしばしば観察されており，先行研究をいくつか紹介しておくことにする。 

身体的虐待の攻撃性への影響 身体的虐待の被害を繰り返し受けるなかで，暴力によ

る問題解決を学習してしまい，被害児自身も，他児に対して暴力的に振る舞いやすくな

ることが知られている。就学前の幼児に対する行動観察では，身体的虐待群，ネグレク

ト群，虐待を受けていない対照群が比較され，身体的虐待群の幼児で最も多く攻撃行動

が認められた 47)。行動観察にとどまらず，尺度を用いて行動評定を実施している研究が

ある。 

行動評定で最も用いられることが多いのは，保護者が評定する CBCL（Child Behavior 

Checklist），学校教師が評定する TRF（Teacher’s Report Form），青年期以降であれば自

分自身で評定する YSR（Youth Self Report）である。いずれも ASEBA（Achenbach System 
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of Empirically Based Assessment）と呼ばれる行動評定システムであり，大枠としては

外向化の問題と内向化の問題を評価する。外向化の問題とは，非行や攻撃性といった外

界に向けた問題性を意味しており，内向化の問題とは，ひきこもりや身体愁訴など自ら

の内界に向けた問題性を意味している。たとえば，578名の幼児を 9年間にわたり追跡

調査した Keiley, Howe, Dodge, Bates, and Petti56)（2001）の研究では，3つの群間で

CBCLと TRFの結果が比較されている。3つの群とは，5歳以前に身体的虐待の被害を受

けた群，5 歳以後に身体的虐待の被害を受けた群，身体的虐待を受けていない群であっ

た。5 歳以前に被害を受けた児童は，前青年期に問題を抱えやすく，他の群に比べて，

幼稚園職員から外向化の問題があると評価されていた。他の群に比べて，5 歳以後に被

害を受けた児童では，9 年間で外向化の問題行動を急激に増加させていた。学校教師に

よる TRF を虐待被害児 492 名と虐待を受けていない 322 名に実施した Manly, Kim, 

Rogosch, and Cicchetti68)（2001）の研究では，学齢期に身体的虐待の被害を受けるこ

とで，外向化の問題行動と攻撃性が高まると指摘されている。幼児期や学齢期だけにと

どまらず，青年期を対象に行われた研究がある 53)。過去に身体的虐待の被害を体験した

青年99名と過去に虐待を受けた経歴のない 99名が，マッチングされた上で，CBCL，TRF，

YSR が実施された。保護者および学校教師の評定は同じであり，すべての問題行動に対

して虐待群の方が有意に多いと評定されたが，身体的虐待の被害を体験した青年本人の

評定では，外向化の問題行動のみが多く自覚されていた。 

行動評定にとどまらず，投影法検査を用いた研究においても類似の結果が得られてお

り，Reidy98)（1977）は，身体的虐待の被害を受けた群，ネグレクトの被害を受けた群，

いずれの虐待も受けていない対照群の攻撃性を比較した。TAT（Thematic Apperception 

Test）で創造された物語と自由遊び場面の観察から，身体的虐待の被害児でのみ攻撃性

の高さが認められた。攻撃性の発現を愛着スタイルの観点から分析した研究において

Finzi, Ram, Har-Even, Shnit, and Weizman37)（2001）は，6～12 歳の身体的虐待の被

害を受けた群41名，ネグレクト被害を受けた群38名，いずれの虐待被害も受けていな

い対照群 35名を調べている。身体的虐待の被害児においては，保護者のように本来は親

密な愛着対象が接近してきても，無視して反応しようとしない回避型の愛着スタイルが

示されたことに加えて，3群間で最も高い攻撃性が認められた。 

ここで取り上げた知見は，幼児期・学齢期・青年期のいずれの発達段階においても，

身体的虐待の被害体験が児童の攻撃性を高めることを明らかにしている。行動評定なら

びに投影法を用いた研究でも，同様の結果が得られていることから，身体的虐待の被害

体験が攻撃性を高めるという知見は，測定方法に依存せずに観察される頑健性の高いも

のと考えられる。 

臨床観察と研究知見が蓄積されるなかで，他児に対して暴力的となる背景に，身体的

虐待の被害児では，他者の感情を読み取る能力が低いのではないかという疑問が生じて
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きた。この点を調査するために Frodi and Smetana39)（1984）は，3～5歳の幼児 60名を

分析している。この研究は，身体的虐待群と同程度の IQを持つ対照群と，それよりも

IQの高い対照群の2つを比較対照としたところに独自性があった。結果として，IQの高

い群は，絵画物語から他者の感情を特定して識別する能力が，他の 3群より有意に高く，

他の3群間には有意差がなかった。ところがIQを共変量にして共分散分析を実行すると，

すべての群間差がなくなった。虐待による被害体験は，他者の感情を読み取る能力を直

接的に低下させているわけではなく，まず知的機能に影響を与えて IQを低下させ，次に

その結果として，他者の感情識別が不得手になってしまうという可能性が示されたので

ある。したがって，攻撃性という情緒や性格と関連する特性を理解する際にも，その背

景に知的機能の影響を想定しておくことの重要性が示されたものと考えられる。 

身体的虐待の知的機能への影響 虐待被害が児童の IQを低下させるという知見のう

ち，身体的虐待の被害児に特化したものを，ここで改めて引用しておくことは，研究①

の意義を理解する上で有効である。 

身体的虐待が被害児の知的機能に与える影響については，いくつかの報告があるのだ

が，虐待を受けていない対照群との間で IQに有意差があり，身体的虐待の被害体験が児

童のIQを低下させると結論された知見が多い 47,94,107)。ただし，「身体的虐待の被害程度

が重ければ重いほど，IQ低下も著しいのではないか」という虐待の程度と知能の低下と

の関連に関する研究の開始当初に想定されていた仮説は否定されている 94,107)。 

以上，臨床像の観察から先行する研究知見までをみてきたが，身体的虐待の被害によ

る児童への影響としては，攻撃性の学習という問題が指摘でき，間接的な知見ではある

ものの，攻撃的な行動傾向の背景に知的機能が影響している可能性を想定できる。研究

①の目的は，身体的虐待の被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響を調べることである。

特にIQ低下については確立された知見であるため，ここでは WISC-III下位検査プロフ

ィールを目的変数として取り上げる。 

 

（2）方法 

調査手続 児童相談所のケース記録から，対象児童のデータを抽出した。IQが異なる

2 群を比較した場合，下位検査プロフィールに有意差が得られても，それを群の違いと

いう要因に帰属できなくなってしまうため，IQ は統制されていなければならない。IQ

を統制する方法には，標本抽出段階でのマッチングと共分散分析を用いた方法の2種類

がある。前者はデータの取得に際して，IQが同程度のデータを相互に組にして抽出して

いく方法であり，後者はデータの取得後に，IQを共変量とした統計解析により，事後的

に群間の IQを同水準に揃える方法である。どちらの方法が優れているということはない

が，下位検査プロフィールを比較分析するためには，いずれかの方法を用いる必要があ

り，研究①では，マッチング手続きを行った。 
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研究①では，身体的虐待の被害のみを受けていた群（身体的虐待群）54名，いずれの

虐待種別による被害も体験していない対照群 54名の合計 108名のデータが収集された。

データの記述統計値を表 3-1-1に記す。 

 

表3-1-1 データの記述統計 

 身体的虐待群（N = 54） 対照群（N = 54） 

性別   

女児 17 17 

男児 41 41 

年齢   

平均 12 12 

標準偏差 2 2 

FIQ   

平均 86 86 

標準偏差 13 12 

 

研究①のマッチング手続きは，具体的には以下のようであった。1 つ目に，性差によ

る要因を統制し，群間で性別比は全く同じにした。2つ目に，年齢による影響を統制し，

どの対象児の組み合わせにおいても，1歳以上の差が生じないようにした。3つ目に，測

定誤差の全年齢平均が 3.44であるため 135)，身体的虐待群の FIQ±6の範囲でマッチング

を行い，FIQを統制した。。 

対象児童 身体的虐待群については，①児童相談所の相談受付種別が養護（虐待）で

あり，②身体的虐待を主訴としており，③他の虐待種別がケース記録上に確認されてお

らず，④WISC-IIIが実施されているという基準に合致するものを抽出した。対照群に関

しては，同児童相談所のケース記録において，①いずれの虐待種別も確認されておらず，

②WISC-IIIが実施されているデータから，先に述べた3つの要因をマッチングさせて構

成した。 

 

（3）結果と考察 

図3-1-1に下位検査プロフィールを示す。  
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図3-1-1 身体的虐待被害児の下位検査プロフィール：誤差範囲は95％信頼区間を示してい

る。信頼区間とは，標本抽出を無限回繰り返した場合，理論的に95％は真値（平均値なら平均の真値，

分散なら分散の真値）が含まれる範囲のことであり，95％であれば標準誤差の1.96倍を観測値の上下

に設定する。「**」は1％水準での有意差があることを示しており，「d」は効果量である。 

 

図3-1-1の誤差範囲は 95％信頼区間であるため，この範囲が評価点 10に達していな

いということは，5％水準で規準値10よりも有意に低いことを意味しており，研究①の

データに関しては，すべての下位検査が規準値より有意に低かった。これは身体的虐待

群のFIQが低かったこと（M = 86）に起因する結果であり，先行研究で明らかにされて

きた身体的虐待被害児の IQは低いという知見と合致していた。下位検査の評価点は全般

的に低いことがわかったところで，個々の下位検査結果に対して，身体的虐待の被害が

どのような影響を与えているのかを調べた。 

身体的虐待群と対照群の下位検査プロフィールに関する全体的な群間差の有無を調べ

るため，多変量分散分析を実行した。多変量分散分析は，目的変数が複数個ある時に，

それらを同時に分析して，群間におけるパターンの違いを検出する解析法である。多変

量分散分析の結果，両群における群間差は統計的に有意であった（Wilks λ = 0.74，F [10，

105] = 3.79，p < 0.001）。マッチングを行った上での群間比較であるため，多変量分散

分析の結果は，下位検査プロフィールにおける得手不得手に対して，身体的虐待群の特

徴が表れていることの証左といえる。群間の全体的な差異が確認できたため，続けて個々

の下位検査における群間差の検証を行った。マッチングによって対照群が構成されてい

るため，対応のあるt検定を繰り返した。検定を繰り返したことにより，有意水準が膨

張しないように Bonferroniの不等式を用いて調整を行った。Bonferroniの不等式は，
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複数回の統計検定を繰り返すことにより，「有意差がある」という判断をした場合に，そ

の判断が間違っている確率が 5％以上になってしまうのを調整する方法であり，有意水

準（通常は 5％）を検定回数で除算した値を計算する。統計的に有意であったのは，【絵

画完成】（paired t [57] = 3.4，p = 0.001）と【絵画配列】（paried t [57] = 3.1，p = 

0.003）の2つだけであり，どちらの効果量も概ね中程度であった（図3-1-1）。【絵画完

成】においては，身体的虐待群の評価点が対照群よりも高く，【絵画配列】においては，

身体的虐待群の評価点が対照群よりも低かった。 

ここで有意差のみられた 2つの下位検査を少し詳しく記述する。【絵画完成】は，日常

的に見慣れた対象物の絵のなかに，本来なければならないのに欠けている箇所を素早く

見抜き指摘する課題である。本質部分と非本質部分を視覚的探索によって見分ける能力

を測定しており，個体が周囲を警戒して見回すヴィジランス行動（vigilance）と関連し

ている。【絵画配列】は，1つの物語が描かれた一連の場面が間違った順序で呈示された

複数枚の絵を，物語の順序通りに並べ直す課題である。時間的順序の理解，因果関係の

推測，社会的・対人的な状況判断などと関連している。こうした課題の特性に鑑みると，

臨床的には 2つの可能性が考察できる。 

1つ目は，【絵画配列】を解く上で必要な能力の低さゆえに，虐待の被害を回避できな

くなるという可能性である。家庭内で虐待が発生するきっかけを即座に知覚し，それを

回避するための対処ができれば，身体的虐待を受ける頻度を減らすことができるかもし

れない。加害者自身と加害者の周囲で起きている出来事に関する瞬時の状況判断力が必

要であり，【絵画配列】に関連する能力の低さは，この状況判断が鈍いことを示唆してい

る。虐待のきっかけを咄嗟に把握することができず，虐待が生じる因果関係の推測も苦

手であれば，被害を事前に回避することは難しい。身体的虐待を受けた被害児のこうし

た特徴が，【絵画配列】の低さに反映されていた可能性が考えられる。 

もう 1つの可能性として，これとは逆の関連性も考えられる。日常的に繰り返される

虐待行為のために，【絵画配列】に関連する能力が発達していかなかった可能性である。

虐待という現象は，そもそも理不尽に生じる可能性が高く，被害児にしてみれば物事が

順序通りに進まないことこそが，普段の日常生活である。児童は養育者との相互作用を

通して，「こうすればこうなる」という予期，予想を形成する。それと同時に，そうした

秩序が一貫して保持されていることに安心し，その秩序が乱されると混乱し，抑うつ的

な反応を示す。自分の動きに合わせる他者，他者の動きに反応する自分という相互の交

代性という関係の秩序，およびあるべきところにある対象が，児童の予期や予測の有効

性を保証し，それゆえに児童は自らの知的活動を頼りにして，その筋道を考える力を定

着させるのである。規則や理由の示されない不意の対象の変貌，わけのわからぬ迫害的

な体験は，単に著しい悲嘆と混乱をもたらすだけでなく，児童がする自らの知的活動を

全くあてにならぬものへとしてしまうところに不意の度を越した身体的攻撃の衝撃があ
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る。そうした環境下で成長すると，対人状況を因果律で捉えて理解するという学習その

ものが成り立たないのかもしれない。学習が進まないため，瞬時に状況を判断する法則

を身につけられず，【絵画配列】で試されるような能力の発達が阻害されていくという可

能性が考えられる。こうした日常的秩序体験の成立しにくい被害体験によって，自分で

自身の周囲の現象を支配できるという自律性が奪われ，無力感を募らせていく可能性が

ある。身体的虐待の被害児は，抑うつ的で自尊心が低くなり，将来に対する希望も薄く

なるという知見 3,67,121)は，秩序だった，時系列に沿った思考活動の発達を阻害する，知

的活動への損傷を伴って生じる情緒的側面に焦点を当てたものと整理することも可能で

ある。  
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2節：性的虐待被害児の下位検査プロフィール（研究②） 

 

研究②では，説明変数として性的虐待の被害を取り上げ，目的変数として WISC-III

下位検査プロフィールを設定した。 

 

（1）緒言 

性的虐待の臨床像 性的虐待には，加害者からの性的接触，性行為あるいは性的刺激

への曝露なども含まれる。性器を触られる，性器を触らせられる，性交渉を持たされる

などの直接的な虐待行為に加えて，夫婦間の性行為を見せられる，性的映像を見せられ

るといった間接的な被害も含まれる。性的虐待の被害は，ほとんどの場合に女児である

ものの，男児が被害児となることもある。性的虐待の被害は，第三者が発見しやすい部

位に傷跡を残すようなことが少ないため，自らが何らかの形で誰かに告白しなければ多

くの場合に発覚されない。性的虐待は，次第に深刻化していく虐待であり，被害児も少

しずつ性的接触に馴らされていくため，さらに発見が遅れる場合もある。被害を受けた

児童本人が，その行為を被害とは受け止めていないケースが少なくないのである。たと

えば，性的知識のない幼児期から性器への接触が少しずつ日常的に繰り返されていれば，

その行為が性的加害行為だと気付くまでには，被害児の成長に係るかなりの時間を要す

る。こうした性的虐待による被害は甚大であり，当該児童に深刻な影響を刻み付けてい

る。 

性的虐待の情緒への影響 性的虐待の被害は，まず何より児童の情緒に著しい影響を

与え，様々な精神症状が惹き起されることが知られている。多くの研究報告によると，

性的虐待の被害が惹き起す短期的な精神症状は，基本的に一般的な臨床患者のものと相

違しておらず，精神症状自体は，一般的な精神疾患のある患者と大きく異なるものでは

なかった 7,8)。精神症状は，性的虐待の被害者に特異的なわけではなかったものの，児童

期に受けた性的虐待の被害が重症であった場合，成人後の精神病理が重くなるという関

連性が Mullen, Martin, Anderson, Romans, and Herbison84)（1993）の研究で示されて

いる。この研究では，精神疾患だけでなく，薬物乱用や自殺行為においても性的虐待被

害の重症度が関連しており，性的虐待の被害が重ければ，薬物乱用や自殺行為が増える

という関係が見出された。追跡調査を17年間にわたり実施した Brown, Cohen, Johnson, 

and Smailes17)（1999）の研究報告では，776名の児童が成人した後に分析され，性的虐

待の被害体験を持つ者は，被害体験のない者に比べて，8 倍以上も自殺未遂を繰り返し

ていた。このように性的虐待の被害というものは，当該児童の情緒に深刻な影響を与え，

特に思春期以降の精神症状を惹き起す大きな危険因子となることが明らかとされている。 

性的虐待の行動への影響 情緒的な影響により，各種の症状が惹き起されるだけでな

く，性的虐待の被害体験は，それらの複雑な影響と関連しながら，当該被害者の行動上
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にも様々な問題を生じさせることが知られている。たとえば Widom and Ames140)（1994）

は，様々な虐待被害者 908名と虐待被害体験のない対照群 667名に実施された大規模調

査の結果を再分析し，性的虐待の被害者が特に少年非行や犯罪歴を多く有してはいなか

ったものの，少年期に家出をしている確率は明らかに高かったと報告している。性的虐

待の被害を避けようと，当該の虐待家庭から逃亡しているのであって，この反応自体は

自己防衛のためであり，逸脱行為とは考えにくい。ところがこの分析結果によると，性

的虐待の被害を体験し続けると，成人後に性犯罪で逮捕される確率が高くなり，売春で

捕まりやすくなっていた。逃避のための家出と異なり，後の性犯罪歴が高まるという知

見は，性的虐待による被害が何らかの形で影響したものと考えるのが妥当である。 

犯罪行為に及んでしまうだけでなく，性的虐待の被害者は犯罪被害に遭う可能性も高

くなるという調査結果が報告されており 141)，この調査において性的虐待の被害を受けた

者は，後にさらなる性被害を体験する確率が高まっていた。司法的には，性犯罪に及ぶ

行為は「加害」とされ，性被害を再体験することは「被害」と受け取られるため，全く

正反対の事象のようにみえるが，臨床的には，表裏一体の現象と捉える方が妥当と思わ

れる。売春などの犯罪行為も性被害に遭いやすい傾向も，自分自身を大切に思えないこ

とに起因している可能性がある。性的虐待の被害体験により自尊心が低められた結果76)，

自分を大切にできず，危険な状況に身を置いてしまうのかもしれない。このような性的

虐待を体験した被害者の行動は，第三者からはまるで自分自身を傷つける行為のように

も捉えられる。自傷行為とも思われる危険な行動が，性的虐待の被害体験により，特に

性的逸脱行為として結実している可能性が強く推察される。たとえば Wilson and 

Widom142,143)（2008；2011）の調査では，HIV（Human Immunodeficiency Virus）感染の危

険を伴う性行為に及んでしまう確率は，2.84倍も性的虐待の被害者で高くなり，実際の

HIVに感染してしまう確率も，虐待体験のない者に比べて 2.35倍も高くなっていた。こ

の調査では，売春に関与する確率も2.47倍，性体験を早期に経験する確率も 1.73倍に

高まると報告されており，性的虐待の被害体験により，性的な危険性の高い行為へと被

害者を向かわせる影響が強く示唆される。 

以上みてきたように，臨床像の観察と先行研究が示している知見から，性的虐待によ

る被害は，児童の情緒に著しい影響を刻み込み，長い時間を経て成人後に様々な精神症

状および問題行動へと結実していくことが明らかにされている。本論文では，情緒への

影響ではなく，知的機能に及ぼす影響を調べることが目的であるため，性的虐待と児童

の知的機能に関する先行知見を次に紹介していくことにする。 

性的虐待の知的機能への影響 性的虐待の被害児は，臨床的に病態水準が重症化しが

ちであり，一般的な福祉機関よりも専門的な医療機関で取り扱われることが多くなる。

たとえば，児童精神科に入院していた性的虐待の被害児を調べた Sadeh et al.104)（1994）

の報告では，性的虐待の被害を受けたことのない対照群と比べると，PIQ の低さが顕著
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であった。成人後に精神科で治療を受けている患者のなかで，過去に性的虐待の被害を

受けた者では，WMS を用いた記憶検査の結果，言語性の記憶に困難を抱えていることが

明らかにされている 11)。医療機関からの研究報告は，専門の精神科だけにとどまらず，

一般の小児科に紹介されてきた性的虐待の被害児を調べた Jones, Trudinger, and 

Crawford52)（2004）の研究において，知能検査と学力検査の結果は概ね平均の範囲内に

入っていたものの，14％が知的障害水準（IQ≦70）であり，同じく 14％がアンダーアチ

ーバーの状態にあったと報告されている。 

このように性的虐待の被害体験も，児童の知的機能に何らかの影響を及ぼしているこ

とは明らかである。研究②では，より詳細に WISC-III下位検査プロフィールに表れる影

響を調べた。 

 

（2）方法 

調査手続 児童相談所に受付されていた児童のデータを以下の基準に従って抽出し

た。①性的虐待を受けた事実があり，②WISC-III知能検査を受検しているケースをまず

は抽出した。12名の性的虐待による被害を受けた女児のデータが得られた（性的虐待群）。

次に，①身体的虐待を受けた児童のデータから，②WISC-IIIを受検しており，③児童記

録上に他の虐待を受けたという記載がない児童を性別，月齢をマッチングさせて 12名分

抽出した（身体的虐待群）。さらに，身体的虐待群と同じ基準でネグレクトのみの被害体

験がある児童を12名抽出した（ネグレクト群）。最後に，①いかなる虐待も受けておら

ず，②WISC-IIIを受検していた児童の記録から，身体的虐待群と同様のマッチング基準

に見合った児童 12名分のデータを抽出した（対照群）。4つの群間で，性別と月齢に関

しては統制できたが，FIQ をマッチングできるデータはなく，有意な群間差が検出され

（F [3,44] = 4.35，p = 0.009），3つの虐待群に比べて，対照群の FIQが高かった。デ

ータの記述統計値を表 3-2-1に記す。  
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表3-2-1 データの記述統計 

 
性的虐待群 

（N = 12） 

身体的虐待群 

（N = 12） 

ネグレクト群 

（N = 12） 

対照群 

（N = 12） 

性別     

女児 12 12 12 12 

男児 0 0 0 0 

年齢     

平均 12 11 12 12 

標準偏差 3 3 2 3 

FIQ     

平均 76 79 76 93 

標準偏差 17 14 13 8 

 

研究②では，マッチング手続きにより，群間でFIQを統制できなかったため，事後的に

共分散分析を用いて FIQを統制する方法で分析した。 

 

（3）結果と考察 

FIQに群間差があったため，下位検査プロフィールの分析においては，FIQを共変量に

設定した共分散分析を実施した。共分散分析を実行するためには，統計的に 3つの前提

が満たされる必要がある。①回帰係数の等質性を検証し，FIQ と各下位検査評価点の関

連性が同じとみなせることを確認した。②FIQ から各下位検査評価点への回帰係数が有

意であることを確認した。③等分散性を Levene検定で検証し，群間で分散が異ならない

ことを確認した。共分散分析の結果，【絵画完成】（F [3，43] = 5.2，p = 0.004）と【単

語】（F [3，43] = 5.8，p = 0.002）の 2つで有意差が検出された。4つの群を比較して

いるため，どの群とどの群の間に差異があるのかを調べる必要があるのだが，1つ 1つ

の群間で検定を繰り返すと，誤って差があると判定してしまう検定の多重性という問題

がある。検定の多重性問題を回避するために，多重比較という解析法を用いて分析した。

【絵画完成】と【単語】に関して，多重比較を行ったところ，【単語】では性的虐待群の

特徴は検出されず，【絵画完成】でのみ性的虐待群と対照群との間に有意差が確認できた

（p = 0.003）。性的虐待群と対照群にのみ有意差が得られたため，共分散分析の結果か

ら推定された両群の下位検査プロフィールを図3-2-2に示す。  
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図3-2-1 性的虐待被害児の下位検査プロフィール：誤差範囲は95％信頼区間を示している。

「**」は1％水準で有意差があることを示しており，「d」は効果量である。 

 

共分散分析では，共変量である FIQを統制した後の推定値が比較される。共分散分析

により FIQを統制すると，性的虐待群と対照群の【絵画完成】における評価点推定値に

は大きな差異があった。性的虐待の被害体験によって，【絵画完成】に係る能力が相対的

に高められるのかもしれないが，FIQを統制する前の観測値は規準値である 10を超えて

いないことに留意しておく必要がある。すなわち，性的虐待の被害が児童の【絵画完成】

課題の成績を「向上」させているわけではなく，性的虐待の被害体験が全般的な知能水

準を低下させてしまうなか，【絵画完成】に係る知能特性だけは低下幅が小さいのである。

課題の特性を記述するならば，【絵画完成】は日常的に見慣れた物の絵のなかに本来なけ

ればならないにもかかわらず，欠けている箇所を素早く見抜き指摘する作業を要求して

いる。この課題を解く上では，視覚的な注意をまず刺激図版全体に万遍なく配分し（視

覚的探索），その後で，違和感を覚えた箇所に視覚的な注意を集中させて吟味する必要が

ある。そして記憶のなかの対象物と眼前の刺激図版とを比較対照させ，欠損部分を確定

していくという心的作業が求められる。性的虐待による被害体験が，この心的作業に係

るどの部分に影響を及ぼしているのか，研究②の結果だけでは特定することができない

ものの，視覚的な情報を処理していく知的機能に影響していることは間違いないといえ

る。  
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3節：心理的虐待被害児の下位検査プロフィール（研究③） 

 

研究③では，説明変数として心理的虐待の被害を取り上げ，目的変数として WISC-III

下位検査プロフィールを設定した。 

 

（1）緒言 

心理的虐待の臨床像 心理的虐待は定義が非常に難しい虐待である40,95)。本邦では，

児童虐待防止法の改正により，DV（Domestic Violence）を目撃することが定義に含まれ

たため，心理的虐待の内容が少し明確化された経緯がある。それでも心理的虐待は「行

為」なのか「被害」なのかという問題さえ解決していないのが現状である。加害者が「お

まえなんか生まれてこなければよかった」と言えば，心理的虐待に該当するわけだが，

同じ台詞を言われた児童でも，全く気にしていなかったり，普段の保護者の口癖に辟易

していたり，あまりの衝撃にリストカットしたりしてしまう場合もある。「行為」をもっ

て心理的虐待を認定することは難しく，児童が受けた「被害」が重篤であったと十分推

量できる場合に，心理的虐待であるとみる考え方がある。 

このように心理的虐待は，その中身が判然としない部分があり，定義すら難しいもの

の，一方で，心理的虐待はすべての虐待の根本であるという見方がある。本来的には愛

してくれるはずの保護者から，虐待されるという状況は，程度の差はあれ例外なく被害

児の心に何らかの外傷を与えると考えられ，心理的虐待こそが，最も根本的で基本的な

虐待であると捉えられるのである。またこの観点に立つならば，身体的虐待，性的虐待，

ネグレクトといったあらゆる虐待種別に，必ず付随しているのが心理的虐待であるとい

える。たとえ暴力による被害がなくとも，暴言を繰り返し受け続けることは，虐待被害

児に様々な影響を及ぼすことが明らかである。 

心理的虐待の情緒・行動への影響 このことは最新の知見でも証明されている134)。こ

の調査では，976家族が追跡調査されており，たとえ身体的な暴力がなくとも児童を怒鳴

りつける心理的虐待を繰り返すことにより，身体的虐待が惹き起すのと同じ問題が児童

に生じるという結果を招くことが明らかとなった。研究の対象となった児童で，心理的

虐待の被害を受けていた者は，身体的虐待の被害児と同様に行動障害と抑うつ症状を呈

していた。心理的虐待の被害が，児童に与える影響を見過ごすことはできないものの，

定義が難しいという問題もあり，心理的虐待だけを取り上げて，その影響を調べた研究

はあまり報告されていない。 

心理的虐待の知的機能への影響 ここで本論文のテーマである知的機能と心理的虐

待の関連を調べた先行研究を1つ取り上げて紹介しておく。Delaney-Black, Covington, 

Ondersma, Nordstrom-Klee, Templin, Ager, Janisse, and Sokol31)（2002）は，児童期

における暴力への曝露体験が低学力と関連しているのかを調査している。この研究では，



- 50 - 

 

暴力場面への曝露体験が変数として扱われており，暴力による実際の被害体験は除外さ

れている点に独自性がある。虐待種別に即していえば，身体的虐待のない心理的虐待の

影響を検出しようとする試みである。児童299名のIQと読字能力が目的変数として測定さ

れ，性別，保護者のIQ，家庭環境，SES，胎児期の物質乱用への曝露体験といった交絡要

因が共変量として統制された。これらの要因を統制しても，暴力への曝露という単一の

被害要因は，児童のIQと読字能力に対して有意な関連を示し，暴力への曝露が深刻な児

童では，IQと読字能力における成績低下が惹き起されると結論されている。すなわち，

心理的虐待は，物理的な暴力を伴わない場合であっても，児童の知的機能に影響を与え

ているのである。ただしこの知見は多くの研究同様，全体的な知能水準であるIQ低下を

明らかにしているのみであり，心理的虐待の被害が児童の知的機能に与える影響につい

ては，ほとんど明らかになっていない。 

研究③では，この点に鑑みて，心理的虐待の影響を抽出して，WISC-III下位検査プロ

フィールに表れる特徴を調べた。 

 

（2）方法 

調査手続 児童相談所のケースから，①心理的虐待による相談が受付されており，②

WISC-IIIが実施されており，③他の虐待を受けておらず，心理的虐待による被害体験だ

けがあるデータを23名分収集した（心理的虐待群）。収集された記録を確認すると，心理

的虐待の内容としては，大半がDVの目撃被害であったが，「産まなければよかった」など

の否定的言動を継続的に受けていたり，明白なきょうだい間差別を受けていたりする児

童もいた。研究③では，心理的虐待による影響を抽出するため，他の虐待が重複されて

いないことを確認した。続いて，①いかなる児童虐待も確認されておらず，②WISC-III

が実施されているデータのなかから，③性別，年齢，FIQの3つの要因をマッチングさせ

て対照群の23名を抽出した。データの記述統計値を表3-3-1に記す。  
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表3-3-1 データの記述統計 

 心理的虐待群（N = 23） 対照群（N = 23） 

性別   

女児 14 14 

男児 9 9 

年齢   

平均 10 10 

標準偏差 3 3 

FIQ   

平均 86 86 

標準偏差 12 11 

 

（3）結果と考察 

心理的虐待の被害が児童のWISC-III下位検査プロフィールに及ぼす影響を調べるため，

まずは両群の下位検査評価点における全体的な群間差を調べた。多変量分散分析の結果，

両群の下位検査評価点に全体的な差異が検出され（Wilks λ= 0.47，F [10，35] = 3.90，

p = 0.001），心理的虐待群と対照群では，下位検査評価点の高低に係るパターンに有意

な違いが認められた。 

多変量分散分析により，下位検査プロフィールにおける全体的な群間差を確認したの

で，続いて10の基本検査を個別に比較した。対応のあるt検定を繰り返したため，有意水

準はBonferroniの不等式で調整した。有意差が確認されたのは，【絵画完成】（piared t 

[22] = 5.0，p < 0.001）および【知識】（paired t [22] = 3.9，p = 0.001）の2つのみ

であり，どちらの課題においても心理的虐待群の評価点が低かった。この結果を図3-3-1

に示す。  



- 52 - 

 

 

図3-3-1 心理的虐待被害児の下位検査プロフィール：誤差範囲は95％信頼区間を示してい

る。「***」は0.1％水準，「**」は1％水準での有意差を表しており，「d」は効果量である。 

 

どちらの課題においても，効果量は中～大と決して小さい値ではなく，心理的虐待の

被害体験は児童のWISC-III下位検査プロフィールにおいて，【絵画完成】と【知識】の2

課題に強く影響を与えていた。しかも図3-3-1が示しているのは，対照群に比べて心理的

虐待群では，この両下位検査の評価点が低くなるという結果であった。【絵画完成】は，

動作性課題であり，【知識】は言語性課題である。【絵画完成】は，呈示された刺激図版

を視覚的に探査して欠損箇所を指摘する課題であり，【知識】は，口頭で呈示される日常

的な事柄に関する質問に対して口頭で回答する課題である。課題の特性として，少々無

理に共通点を探すとすれば，【絵画完成】の刺激図版のなかに，言語的推理を要する問題

が少し含まれていることがあげられる。その場合，言語能力が関与しているといえなく

もないため，【知識】が測定する言語能力との共通点を認めることもできる。しかし【絵

画完成】の刺激図版の多くは，このような言語的推理を必要としない単純な視覚的課題

から構成されており，この解釈には無理がある。課題の特性ではなく，次に考察する下

位検査の実施順序，つまり下位検査系列との関連から結果を読み解く方が妥当と考える。 

WISC-IIIにおける下位検査の実施順序は，1番目に【絵画完成】であり，2番目が【知

識】である。この両課題は10個の基本検査のなかで，最初に実施される2つなのであり，

このことが心理的虐待による被害児童の特徴を解釈する上で，重要な鍵となっている可

能性が考えられる。最も端的に読み取れば，心理的虐待の被害児には，新規場面への慣

れにくさという特性があると推察できる。その特性が反映された結果，検査場面あるい

は検査者への慣れが相対的に少ない検査系列の最初の方で，本来の知的能力が発揮され

なかった可能性が考えられる。もしかすると心理的虐待の影響により，初対面の大人へ
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の対人緊張が高い，あるいは知的課題に取り組まなければならない知能検査事態に対し

て過剰に緊張してしまうのかもしれない。このことを直接示す知見ではないものの，こ

こで心理的虐待と自尊心の関連を調べた研究を1つ紹介する。 

女子大学生 277名に過去の記憶を思い出してもらい，虐待種別を同定した Briere and 

Runtz15)（1990）の研究では，自尊心，攻撃性，社会適応度を測定する尺度に評定が行わ

れた。心理的虐待の被害だけを思い出した群では，最も低い自尊心が見出され，身体的

虐待と心理的虐待が重複していた場合に，最も社会適応が悪化していた。つまり，心理

的虐待の被害体験は，児童の自尊心を低める方向に強く影響していることがわかったの

である。低められた自尊心のために，知的課題に対して自己効力感を持つことができず，

「うまくできる」という自信がないため，初めての検査場面で過剰に緊張してしまう可

能性を考えることができる。したがって，下位検査系列のなかで最初に実施される 2つ

の課題に対して，心理的虐待の影響により知的機能が十分発揮できない可能性があるこ

とを，研究③は見出したものと考えられる。  
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4節：ネグレクト被害児の下位検査プロフィール（研究④） 

 

研究④では，説明変数としてネグレクトの被害を取り上げ，目的変数として WISC-III

下位検査プロフィールを設定した。 

 

（1）緒言 

ネグレクトの臨床像 ネグレクトとは，何らかの不適切な行為が「有る」というより

は，適切な行為が「無い」ことが問題となる虐待種別である。本邦においては，虐待種

別の1つと捉えられているが，欧米の定義では，「abuse」は「commit」だが，「neglect」

は「omit」であるがゆえに異なるものと捉えられており，「Child abuse & neglect」と

いう表現が用いられることが多い。ただし abuseと neglectを統合する概念として，不

適切養育と訳されることの多い「maltreatment」という単語も用いられている。実際の

態様として，たとえば食事が与えられなかったり，不衛生な状態が改善されなかったり

（掃除・洗濯をしないなど），義務教育などの必要な教育を受けさせてもらえなかったり，

必要があるのに医療機関を受診させてもらえなかったりする。当該児童にとって，必要

なケアが提供されない状態がネグレクトなのである。 

ネグレクトの行動への影響 ネグレクトは，児童の行動に様々な影響を与える。放っ

ておかれることで，栄養不足や低身長・低体重がみられる場合もある。万引きを繰り返

す非行児が，実は家庭内でネグレクト状態にあり，毎日の食事を自分で万引きしながら

賄っていることも稀ではない。Rivera and Widom101)（1990）の研究において，ネグレク

トの被害を受けた少年では，非行の初発年齢が早かったと報告されている。McCord72)

（1983）による縦断的研究では，1939～1945年の調査に参加した男児 232名をネグレク

ト群，身体的虐待群，心理的虐待群，対照群（この論文では愛された群と表記されてい

る）の 4つに分け，1975～1979に追跡調査が行われている。対照群に比べて，他の 3群

では少年非行に陥ってしまう確率が高く，身体的虐待群とネグレクト群の約半数は，重

罪で逮捕されたり，アルコール依存になったり，精神疾患を患ったり，若いうちに死亡

したりしていた。こうした知見の数々が，ネグレクト被害が児童の行動に様々な悪影響

を及ぼしていることを明らかにしている。 

ネグレクトの愛着への影響 ネグレクトの被害が児童に与える影響のなかで，問題行

動の発生に最も関連しているものに愛着関係の形成不全があげられる。たとえば，幼児

の行動観察を行った Hoffman-Plotkin and Twentyman47)（1984）の調査において，ネグ

レクトの被害児は，他者との接触回数が有意に低かった。担任教師による行動評定を行

ったManly et al.68)（2001）の研究では，就学前のネグレクト被害は，内向化の問題行

動である自傷行為や社会的ひきこもり状態の危険因子であることがわかった。より直接

的に愛着関係を調べた研究も報告されており，Finzi et al.37)（2001）は，6～12 歳の
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身体的虐待の被害児 41名，ネグレクトの被害児38名，虐待被害のない対照児35名の愛

着スタイルを測定し，ネグレクトの被害児では，両価型の愛着スタイルが有意に多かっ

たと報告している。両価型とは，愛着対象に対して接近したい気持ちと同時に回避した

い気持ちが示されるスタイルであり，第三者からは，愛着形成に混乱が生じていると評

価される。ネグレクトの加害者は，常に児童を放っておくわけではなく，自分の気が向

いた時にだけ保護者として気まぐれな愛情を注ぐのが一般的であるため，ネグレクトの

被害児は，いつ愛着対象に甘えていいのかわからず，受動的になりがちである。加えて，

自ら進んで接触を求めても，保護者の側で気が向かなければ無視されることがしばしば

あるため，両価型の混乱した愛着スタイルを示すようになるものと考えられる。 

愛されずに放りっぱなしで，きちんと育てられた経験がない児童は，大人との間に安

定した関係を築くことが難しく，愛着関係に障害が生じやすくなり，大人との関係だけ

でなく児童間での良好な関係も保てずに，集団場面で不適応が起きやすくなる。特に他

者との間に関係がうまく取れない児童では，大人を苛立たせる発言を繰り返すことで他

者に怒りを買ってしまい，「やりにくい子ども」という評価をもたらしがちである。 

ネグレクトの知的機能への影響 研究④では，ネグレクトによる被害体験が児童の知

的機能に与える影響を，WISC-III下位検査プロフィールに表れた結果から見出すことが

目的となる。そこでネグレクトと知的機能の関係を調べた先行研究を，ここに取り上げ

ておく。Sandgrund et al.107)（1974）の研究では，年齢，性別，SES をマッチングさせ

てネグレクト被害の影響が調べられ，虐待を受けたことのない対照群に比べて，ネグレ

クト群の IQは低かった。小学校，中学校，高校の学力問題を調査した Kendall-Tackett 

and Eckenrode59)（1996）の研究では，ネグレクト被害の影響が巧みな方法論で分析され

ている。この研究では，ネグレクトの単独被害群と身体的虐待や性的虐待との重複被害

群が，虐待被害のない対照群と比較され，性別と SESを統制した後でさえ，対照群に比

ると，ネグレクト被害児では，低い成績，停学，退学処分，留年が有意に多かった。ネ

グレクトの単独被害と身体的および性的虐待の重複被害はいずれも，低い成績と停学処

分に強く関連していたが，退学処分と留年に最も強い影響力を持っていたのはネグレク

トとこれらの虐待の重複被害であった。こうした知見は，ネグレクトの被害が IQだけに

とどまらず，学力にも影響していることを明らかにしている。しかもこれらの影響が長

期に及ぶことが Perez and Widom96)（1994）の研究により示された。年齢，性別，民族，

SESを統制して，被害体験のない対照群と比較したところ，児童期のネグレクト被害は，

28歳時点での低い IQと読字能力に関連していたのである。 

以上のように，ネグレクトの被害が児童の知的機能に与える影響については，いくつ

かの知見が見出されている。研究④では，WISC-III下位検査プロフィールにおいて，ど

のような知能特性が表現されるのかを明らかにすべく調査した。 
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（2）方法 

調査手続 児童相談所に，①養護（虐待）相談の受付がなされているケースのなかで，

②ネグレクトを主訴としており，③WISC-IIIが実施されているデータを収集した（ネグ

レクト群）。次に同児童相談所の記録から，①いずれの児童虐待も受けておらず，②

WISC-IIIが実施されているデータを抽出した（対照群）。データの抽出に際しては，ネグ

レクト群との間で3つの要因をマッチングさせたところ，全体で98名分となった。データ

の記述統計値を表3-4-1に記す。 

 

表3-4-1 データの記述統計 

 ネグレクト群（N = 49） 対照群（N = 49） 

性別   

女児 24 24 

男児 25 25 

年齢   

平均 11 11 

標準偏差 2 3 

FIQ   

平均 82 84 

標準偏差 15 14 

 

マッチングを行った要因は以下の3つである。①性差の要因を統制するため，性別比は

群間で完全に一致させた。②月齢を統制するため，1歳以上の差が生じないように対照群

を選択した。③FIQを統制するため，ネグレクト群のFIQ±6の範囲でマッチングした。 

 

（3）結果と考察 

図3-4-1に下位検査プロフィールを示す。  
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図3-4-1 ネグレクト被害児の下位検査プロフィール：誤差範囲は95％信頼区間を示してい

る。「***」は0.1％水準での有意差を表しており，「d」は効果量である。 

 

ネグレクト群と対照群の間に，下位検査プロフィールの全体的な相違があるのかを多

変量分散分析で調べたところ，下位検査評価点のパターンにおける群間差は有意傾向で

あった（Wilks λ = 0.83，F [10，87] = 1.80，p = 0.07）。そこで10の下位検査ごとに，

Bonferroniの不等式により有意水準を調整したt検定を繰り返した。【算数】（paired t 

[48] = 3.98，p < 0.001）と【知識】（paired t [48] = 3.81，p < 0.001）にのみ有意

差が検出され，どちらもネグレクト群の評価点が低く，効果量は中程度であった。ネグ

レクトの被害が児童のWISC-III下位検査プロフィールに及ぼす影響として，【算数】と【知

識】を低下させる効果は小さなものではなかった。 

【算数】と【知識】の両課題に低下を認めたネグレクト被害の効果については，学力

との関係で考察すると解釈しやすい46)。【算数】と【知識】はどちらも言語性の下位検査

であり，特に学業達成度との関連が強い課題である。【算数】は，口頭で呈示される文章

題の計算を時間内に解いて答えるという課題であり，【知識】は，口頭で質問される日常

的な事柄に対する正答を口頭で答えることを要求する課題である。たとえば

Kendall-Tackett and Eckenrode59)（1996）は，算数と英語の成績を指標にした調査を行

い，ネグレクトを受けていない対照群に比べて，ネグレクトの被害児では学業成績が低

かったと報告している。この知見は研究④の分析結果とほぼ合致する。【算数】と【知識】

の下位検査評価点が，ネグレクト被害児で低くなる要因には次の3つが考えられる。 

1つには，ネグレクト被害児の家庭要因が影響していることが考えられる。たとえば

Mayer, Lavergne, Tourigny, and Wright70)（2007）の調査によると，すべての虐待種別

のなかで，ネグレクト被害児に顕著にみられる特徴として，保護者の経済的な貧困とパ
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ーソナリティの問題が見出されている。家庭の経済的水準は，その家庭で育つ児童のIQ

や学力と高い相関を示すことが知られており18)，ネグレクト家庭の経済的貧困が影響し

て学力との関連が強い【算数】と【知識】の両課題における低い評価点が得られた可能

性がある。 

もう1つには，刺激希求性の低さが影響している可能性が考えられる。ネグレクト被

害児は，保護者からの適切な関わりが絶対的に乏しいため，幼少の頃より刺激希求性を

低めた状態で成長するものと考えられる。たとえばCarrey et al.19)（1995）の研究では，

様々な刺激への生理的反応を虐待されたことのない対照群と比較している。第1実験で研

究参加者は，人間の血液のような情動反応を呼び起こす刺激図と数字が記載されただけ

の認知的な内容の刺激図を見せられ，刺激に注視している間の心拍数，血圧の高さ，皮

膚電気活動，筋電図が測定された。実験の結果，対照群に比べるとネグレクトの被害児

では，刺激図が呈示された時に血圧の変動が小さく，皮膚電気活動は全刺激条件を通し

て低かった。すなわち，ネグレクトの被害体験が児童の刺激反応性を低下させているこ

とが明らかとなったのである。刺激に対する反応が乏しいということと，刺激をそもそ

も求めないということは必ずしも同義ではないものの，ネグレクトの被害児が積極的に

刺激を求めたり，刺激に反応したりしない傾向を読み取ることができる。学齢児になっ

ても，自ら進んで何かを学習しようという知的好奇心が芽生えず，教室内での教科学習

に動機づけが高まらず，学習が進まないことが予測される。その結果が学力の停滞であ

り，【算数】と【知識】課題の評価点が低かった研究④の知見と関連している可能性は高

い。 

さらには，情緒的な要因が関連している可能性が考えられる。Sullivan, Bennett, 

Carpenter, & Lewis122)（2008）は，ネグレクト被害児といずれの虐待も受けていない対

照児を比較した縦断的調査の結果から，ネグレクト被害児は発達的にみて情緒的な知識

の獲得に遅れがちであると指摘している。ただし既に述べたことであるが Frodi and 

Smetana39)（1984）の知見が示したように，他者の感情を識別する能力に関して，ネグレ

クト群と対照群の間にみられた差異は，IQを共変量にした共分散分析を実行すると有意

でなくなった。他者の感情認識という対人認知の能力が低いという事実は，ネグレクト

被害による直接の影響というよりも，ネグレクト被害が IQ低下を惹き起したゆえの二次

的な結果と考えられる。この研究知見を考慮すると，情緒的な知識の獲得が遅れること

に関しても，ネグレクト被害の直接的な結果ではなく，ネグレクトによる知的機能への

影響が媒介要因として働いている可能性は無視できない。 

ここで取り上げた，①家庭環境の要因，②刺激希求性の要因，③情緒的な要因は，つ

まり親子の関係性に関連する要因である。虐待的な親子関係のあり方が，ネグレクト被

害児の【知識】と【算数】課題を解く上で必要な知的機能に総合的な影響をもたらし，

評価点を低下させたものと考えられる。  
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5節：Ⅲ章の総合的考察 

 

身体的虐待（研究①），性的虐待（研究②），心理的虐待（研究③），ネグレクト（研究

④）といった 4つの虐待種別が，WISC-III下位検査プロフィールに及ぼす影響を調べて

きた。虐待種別が異なれば，その結果がもたらす知的機能への影響にも，当然違いが生

じてくると多くの研究知見が指摘している 2,35,128,144)。この節では，研究①～④で得られ

た知見に基づき，総合的な考察を進めていく。まずは，4 つの研究から導き出した知見

を表3-5-1に整理した。 

 

表3-5-1 Ⅲ章の知見の整理 

 
説明変数 有意差のあった下位検査 差の方向 分析手法 

研究① 身体的虐待 【絵画完成】 高 マッチング 

 
身体的虐待 【絵画配列】 低 マッチング 

研究② 性的虐待 【絵画完成】 高 共分散分析 

研究③ 心理的虐待 【絵画完成】 低 マッチング 

 
心理的虐待 【知識】 低 マッチング 

研究④ ネグレクト 【知識】 低 マッチング 

 
ネグレクト 【算数】 低 マッチング 

 

研究①～④では，WISC-III下位検査のうち補助検査である【数唱】と【記号探し】は分

析されておらず，基本検査である 10個の下位検査だけが分析された。4つの虐待群と虐

待による被害体験のない対照群との間で，有意差がみられた下位検査は，①【知識】，②

【算数】，③【絵画配列】，④【絵画完成】の 4課題であった。逆にいうと，【符号】，【類

似】，【積木模様】，【単語】，【組合せ】，【理解】という6つの下位検査に関しては，マッ

チングや共分散分析によって FIQを統制しても，群間差は得られなかった。すなわち，

これら 6つの課題を解く際に用いられる知的機能に関しては，虐待被害による影響がみ

られなかったといえる。Ⅲ章で用いた方法論では，下位検査プロフィールを厳密に比較

するために FIQを統制しており，比較される下位検査の評価点平均は，虐待群と対照群

で同水準に揃えられている。虐待の被害は，種別を問わず児童の知的機能のうち，知能

水準を低下させることが明らかにされており，その意味では，先に述べた 6つの下位検

査においても，単に成績を低下させる方向での影響は認められ，研究①～④では，いず

れの虐待種別においても，評価点の平均は規準値 10より低かった。すなわち，虐待の種

別を問わず，その被害体験が児童の IQを低下させるという知見は，本論文においても再

現されたといえる。次に，群間で有意差のあった下位検査について考察する。 
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【知識】 最初に言語性課題である【知識】を取り上げる。繰り返しになるが，【知

識】は，口頭で日常的な事柄についての質問を受け，それに口頭で答えるという作業を

要する課題である。受検している児童の既有知識が規準となる同年齢集団のなかで，ど

の程度豊富に蓄えられているのかを測定しようとしている。この課題に正答するために

は，過去に学習した知識が記憶されていることに加えて，質問された段階で記憶を検索

し，正しい知識を取り出さなければならず，それを口頭で簡潔に答えることも必要であ

る。 

この【知識】に対して，研究③と研究④からは，心理的虐待とネグレクトの 2つの群

において，反対の結果が得られており，その要因分析を異にするべきだと筆者は考えた。

心理的虐待では，知識不足という観点ではなく，下位検査系列の最初の方に配置された

課題であるために，検査状況への緊張が評価点の低下を招いたのではないかと考えた。

一方のネグレクトでは，単純に知識不足としてこの結果を捉えた。このように解釈した

根拠は，先行研究で示された知見が，心理的虐待とネグレクトでは異なるからである。

簡潔に述べるなら，ネグレクトでは，低学力や学習困難を示す多くの知見が報告されて

いるが 59,96)，他方，心理的虐待に関して，そうした知見は確立されていない。 

ネグレクトの家庭では，被害児に対して保護者からの働きかけも少なく，様々な知識

獲得に向けた家庭学習の機会が豊富にあるとは考えにくい。日常的な事柄を経験するだ

けでは，その体験を知識として記憶にとどめることは難しい。たとえば，買い物に連れ

て行かれた幼児は，店先で様々な商品を目にするが，その時に「これはバナナっていう

のよ」，「これはリンゴだよ」と名前を教えてもらう経験が乏しいと，対象物と名前に対

する連合学習が進みにくくなる。加えて，「バナナとリンゴはどっちも果物っていうのよ」

と教えられなければ，上位概念の分類枠を作ることも難しくなる。こうした幼少期から

の働きかけが，知識獲得に対する好奇心を育てて，小学校に進学してからの学習態度や

意欲に影響することは想像に難くない。なお，心理的虐待の被害児で【知識】に落ち込

みがみられたことに対する考察は，後に【絵画完成】での知見を整理するなかで，併せ

て記述する。 

【算数】 言語性課題である【算数】は，口頭で呈示された文章題の計算問題を制限

時間以内に，やはり文字を介さずに暗算によって回答する作業を要する。紙や鉛筆を使

うことは許されないが，問題文を再度訊き直すことは許されているものの，最初の口頭

呈示が終了した時点から時間が測定され，その制限時間の総量は変わらない。この課題

を解く上では，まず検査者の出す問題に注意を向けて聞き取ることが必要であり，聞き

取った文章題から，計算に必要な要素と必要のない要素を区別できなければならない。

つまり，問題への聴覚的集中，数値情報に注目しながら，どのような演算を用いるべき

かを判断して，正確に暗算することが求められている。 

【算数】に対しては，虐待種別のなかでも，ネグレクトの被害児でのみ特徴が認めら
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れ，研究④では，ネグレクト被害が児童のWISC-III下位検査プロフィールにおいて，【算

数】を解く上で必要な知的機能を低下させていた。 

学齢期の児童を調べた Eckenrode et al.35)（1993）の研究では，420 名の虐待被害児

と同じ地域から抽出された 420名の虐待被害体験のない児童とが比較され，虐待を受け

た被害児のなかでも，ネグレクトの被害児で最も学力が低かったと報告されている。同

様に学力を調べたRowe and Eckenrode102)（1999）の調査では，5～18歳の虐待被害児 314

名と虐待による被害体験のない対照群330名が比較され，読字能力と計算能力に関して，

虐待被害により成績が低下することがわかっている。こうした知見では，特にネグレク

ト被害が他の虐待種別と重複した場合に，学力の低下が著しいことを明らかにしており，

その意味では，ネグレクトによる被害の影響が，児童のWISC-IIIプロフィールとしては

【算数】課題の低さという形で表れるといえる。 

以上を総合すると，従来確認されてきた学力低下をもたらすというネグレクト被害の

影響が，WISC-III下位検査プロフィールにおいては【知識】および【算数】に表れたも

のと考えられる。この観点から，ネグレクトによる被害が児童の知的機能に及ぼす影響

の1つが明らかとなったものと結論できる。 

【絵画配列】 続いて動作性課題である【絵画配列】を取り上げる。【絵画配列】の

課題では，正しく並べれば有意味な継時的エピソードとなる数枚の絵カードが，被検児

の前にあえて間違った順序で呈示され，それらを正しく並べ替えることが求められる。

制限時間内に，この作業を行うことが必要な課題である。したがって，課題通過のため

には，各カードの意味とそれらを時系列において，全体が 1つの筋書きを持つように各

カードの位置づけを念頭に置きながら，素早く並べ替えるという行動が必要である。 

【絵画配列】の課題に正答できない要因は，多岐にわたるものと考えられるが，まず

絵カード全体を概観した時に，何がテーマとされているのかに気付かなければ，一対比

較の作業がすべて試行錯誤になってしまい，制限時間内に問題を解くことがかなり難し

くなる。さらにテーマがわかったとしても，物語の自然な順序性に対する知識がなけれ

ば，1つ 1つの絵カードの前後関係を判断できない。 

たとえば，4 枚の絵カードによる「母親と娘が買い物に出かける」という物語があっ

たとする。先に正答を記述すると，①母親と娘がバス停で待っている絵カード，②母親

と娘がおもちゃ売り場にいる場面が描かれた絵カード，③食料品売り場にいる母子の姿

が描かれた絵カード，④バス停にいる母親と娘が描かれた絵カードである。まずこの 4

枚を概観した時に，「バス」，「成人女性」，「女児」，「おもちゃ売り場」，「食料品売り場」

といった要素から，「買い物」というテーマに気付く必要があり，各要素が何であるかを

知っているだけでなく，各要素間の繋がりをみて「買い物スクリプト」を記憶から呼び

起こさなければならない。 

スクリプトとは，テーマに対する一連の事象とその順序性に関する典型的な概念のよ
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うなものであり，「買い物」に関して最も簡単なスクリプトを並べると，①お店に行き，

②品物を選び，③お金を払い，④お店を出るといった典型的な物語に関する概念である。

「バス」，「おもちゃ売り場」などが，買い物テーマの要素だと判断するために買い物ス

クリプトを保有していることが，この問題を解く前提となっている。買い物スクリプト

に鑑みて，一対比較を行っていくと，たとえば，1枚目と 4枚目の絵カードの順序性を

判断するには，母親が購入した商品を抱えているか否かという点に気付かなければなら

ない。買い物スクリプトがあれば，商品を購入する前には商品を持っておらず，購入後

に袋に入れられた商品を抱えているということがわかるため，1枚目の絵カードが先で 4

枚目の絵カードが後だと識別できる。2枚目のおもちゃ売り場と 3枚目の食料品売り場

の順序性を見極めるためには，娘が手に持っている「くまのぬいぐるみ」に気付かなけ

ればならない。おもちゃ売り場の商品棚に置いてあった「くまのぬいぐるみ」を，食料

品売り場にいる娘は手に持っており，2枚目が先で 3枚目が後だと識別できる。そして

「バス」という移動手段は，買い物の行きと帰りに利用するものであるから，買い物中

の場面である 2枚目と 3枚目は，1枚目と 4枚目の中間に配置されることになる。こう

して4枚すべての順序を確定できるのであるが，この心的過程は，あくまでも視覚的に

処理されたものに対して，言語的な説明を加えたものであり，実際は呈示された絵カー

ドをみながら，逐一心のなかで言語的に推論しながら絵カードを並び直しているわけで

はない。 

研究①によると，身体的虐待の被害児で【絵画配列】の評価点が低かった。身体的虐

待による被害は，端的にいえば直接の物理的な暴力である。順序性を予測できないよう

な加害者の気分次第で虐待行為が発生していることに鑑みると，身体的虐待による被害

は児童に強い恐怖を与えるだけでなく，因果関係を推測できないために大きな不安を植

え付けることにも繋がっていると考えられる。したがって，【絵画配列】が測定しようと

する因果関係を推測する能力や，物事の順序性ということに対する関心が，身体的虐待

の被害により阻害されている可能性を指摘できる。 

【絵画完成】 動作性課題に属する【絵画完成】では，ある場面や何らかの対象物が

描かれた 1枚の刺激図版が呈示される。場面にも対象物にも必ず何かが足りない構成と

なっており，児童は刺激図版をみて制限時間内に。その足りない箇所を指摘することが

要求されている。この課題を解くには，まず刺激図版を全体的に眺めて何らかの「おか

しさ」，つまり不自然さに気付く必要がある。そしておかしいと感じた箇所を詳細に注視

して，何がおかしいか，何が不足しているのか，制限時間内に足りない箇所を指さすか，

あるいは口頭で何が足りないかを答えられれば正答となる。 

【絵画完成】は，カードに描かれた対象に関する知識と，その正確な記憶像が必要な

ことは言うまでもないが，記憶のなかにある場面や対象物の表象と，眼前にある刺激図

版を見比べて何が足りないかを同定できなければ正答できず，刺激図版の細部に対する
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視覚的注意が必要である。全体だけでなく，細かい部分をよくみて微妙なおかしさ，表

象された記憶のなかの対象物と，眼前の刺激図版では何が違うのかを比較判断すること

が要求されており，短い制限時間内にこれを円滑に行うためには，何よりも「変だ」と

思う感覚と，その感覚を生じさせている視覚対象のなかにある奇異さを指摘する潜在的

説明力が必要である。 

研究①～③において，身体的虐待，性的虐待，心理的虐待の被害児でこの【絵画完成】

における有意差が得られた。ただし，身体的虐待と性的虐待は【絵画完成】の評価点が

高く，心理的虐待では低かった。そのため，まずは心理的虐待による被害の影響につい

て考察する。 

研究③において，心理的虐待が【絵画完成】の低下に影響した心理的機序は検査系列

の順番と関係していると考えられた。WISC-III下位検査において，2番目に実施される

課題である【知識】でも，心理的虐待の被害児は相対的に低い評価点を示していたから

である。もちろん，心理的虐待の被害により，日常的な知識の獲得が実際に難しかった

り，【絵画完成】で測定されるような視知覚の機能が，うまく働かなかったりする可能性

を完全に否定できるわけではないものの，両課題が測定しようとする知的機能という側

面ではなく，知的機能の発揮そのものという観点から，この結果を分析する方が筆者に

は妥当と思われる。すなわち，心理的虐待による被害は児童の知的機能の発揮，特に新

規場面に対する過緊張のため，前半あるいは冒頭の課題への影響がみられると考えるの

である。 

最も単純化して被害の様相を述べるならば，心理的虐待は自己存在の全否定および一

部のないし全部の「拒否」がテーマとなっているように思われる。「おまえなんか産まな

ければよかった」との暴言を，保護者から告げられる状況を考えてみると，そこには明

確に拒否感がある。ネグレクトは「無関心」がテーマであり，「拒否」されるほどにも関

心がもたれていない場合がある。もちろん，こうした概念化は極めて単純化したもので

あり，すべての虐待被害に当てはまるわけではない上に，「拒否」も「無関心」もあるネ

グレクトが存在するなど，より輻輳しているのが実態である。それでも単純化して述べ

るなら，身体的虐待は「拒否」というよりは「怒り」のテーマに駆動されており，最も

複雑な性的虐待のテーマを，あえて1つだけに絞れば，攻撃者の「欲望」といえるかも

しれない。身体的虐待も性的虐待も，物理的で直接的な攻撃であり，前者は身体暴力，

後者は性的暴力である。たとえば，「怒り」に任せた身体暴力を「しつけ」と言い張るこ

とは可能かもしれないが，「しつけ」は性的暴行の理由にならない。 

こうした観点に立つと，怒りや欲望の対象となるよりも，拒否の対象となる場合に，

知的機能の発揮が影響されるのかもしれない。日常生活において，最も近しい保護者か

ら拒否され続けた児童が，初対面の大人である検査者に相対した時に，何を思うかを想

像してみると，拒否への不安が容易に思いつく。拒否への不安は，検査場面に対する過
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緊張として表れ，検査者とのやりとりにより少しずつ緩和していくものの，検査系列の

最初の方では，知的機能の発揮が抑制されるものと考えられる。ここまで考察してきた

心理的虐待の被害が，児童の知的機能に及ぼす影響に関しては，ネグレクトの被害児で

学力低下に係る影響が認められたのとは異なり，推測による部分が多い。先行研究が少

ないことから，心理的虐待の影響については，まだよくわかっていないためであり，本

論文の研究③で見出された知見は，その意味で新規なものといえる。 

次に身体的虐待による被害の影響について論じていくことにする。研究①では，【絵画

配列】の低さと【絵画完成】の高さが見出された。いずれも動作性課題であり，視覚情

報の処理に係る知的機能を測定しようとしている。【絵画完成】は，機能および意味知識

が関与する認知過程であり，【絵画配列】は，場面の意味把握を伴う認知および，それら

を統覚する意味構成の作業が関与している。 

【絵画完成】では，相対的に高い評価点を示したことから，視知覚の機能は相対的に

優れていることが読み取れ，他方，【絵画配列】の評価点は低かったため，視覚認知の機

能は制限されていることがわかる。この両者を同時に解釈すると，次のような知的機能

の特徴が記述できる。身体的虐待の被害児は，みたものを細部に至るまで精確に捉える

ことは得意であり，視野に入る事物をよく観察しているため，周囲の状況や外界の変化

に対して敏感ではあるのだが，観察された事象から意味を読み解くことが苦手である。

すなわち，周囲の状況や外界の変化に敏感であり，「いつもと何かが違う」といったこと

に対しての気付きはあるが，順序性や因果関係の推測が成立しにくいため，何が違って

おり，これから何が起きるのか，あるいは何が起きたからこの違いが生じたのかといっ

た意味づけに失敗してしまう。臨床的には，状況を読み違えることで対人関係に困難を

抱えてしまうなど，身体的虐待の被害児によく観察される現象を，研究①の知見から説

明することができるかもしれない。 

こうした観点でみれば，視覚情報の処理能力に対して，身体的虐待による被害が影響

していると考えられ，研究①の結果から，身体的虐待の被害体験が児童の知的機能に及

ぼす影響の 1つを明らかにできたものと結論できる。 

最後に性的虐待の被害児に関して考察していく。研究②が示したのは，身体的虐待の

被害児と同様に【絵画完成】の評価点が相対的に高いという結果であったが，【絵画配列】

に関して有意差は得られなかったため，性的虐待の被害児では【絵画完成】の高さのみ

が下位検査プロフィールに表れた特徴といえる。先の議論に即していえば，性的虐待の

被害児でも視知覚能力が高まっていると考えることができる。身体的虐待であれば，い

つ暴力を振るわれるともわからない状況で生活しているため，常に周囲を警戒しており，

その結果，視覚的注意が全般的に高まった状態となり，WISC-III下位検査プロフィール

においては，【絵画完成】の高さとして被害の影響が表れたとしても了解しやすい。性的

虐待も部分的には同じ解釈が成り立つと考えられる。性的虐待の加害者も自らの気分次
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第で性的暴力を加えることがあり，その意味では身体的虐待と同様，性的虐待の被害児

においても周囲への警戒心を高めておかざるを得ない。ただし性的虐待と身体的虐待で

は様々な要素が異なっている。 

身体暴力のような瞬間的で破壊力の大きな攻撃とは違い，性的暴力は一定の時間，継

続的に侵襲される被害体験であるため，その最中に意識が機能して，自らの被害を認識

しながらさらに被害を受け続けるという複雑な過程を経る。何十発も殴られるという身

体暴力であれば，被害の最中に意識が働くこともあるだろうが，多くの場合，一発の攻

撃は瞬間的であるため，被害を受けたことは被害直後に認識することになる。当然，情

動反応は，直接の被害を受ける直前から生じており，「殴られる」と感じた瞬間に自律神

経が逃走／闘争反応を誘発しているはずであるが，意識的に思考を開始するのは多くの

場合，殴られた後である。この点が性的虐待との相違であり，性的虐待の被害児で解離

症状が多くみられるのは 16,106)，被害の最中に意識を遮断してしまう必要に迫られるから

である。 

このように考えると，性的虐待の被害が児童のWISC-III下位検査プロフィールにおけ

る【絵画完成】に影響を及ぼしたことの説明において，被害体験から知的機能への直接

の影響というよりは，第三変数を媒介して間接的に影響していると考えた方が妥当かも

しれない。トラウマ症状の 1つとして分類されることの多い，解離症状については次章

で詳しく説明するが，Brodsky et al.16)（1995）や Sanders and Giolas106)（1991）が示

した知見から，性的虐待の被害体験による影響は児童の情緒に影響を与え，特にトラウ

マ症状を顕在化させる可能性が考えられる。たとえば，虐待の被害がトラウマ症状，特

に PTSD（Posttraumatic Stress Disorder）を惹き起すことはよく知られており，1967

～1971 年にかけて，虐待とネグレクトを公的に認定された被害者を追跡した調査が

Widom139)（1999）によって報告されている。PTSD の発症を評価するために，1,196 名に

各 2々時間の診察を行ったところ，性的虐待の被害者で37.5％，身体的虐待の被害者で

32.7％，ネグレクトの被害者で30.6％もの調査対象者において，PTSDの診断基準が満た

されていた。Ackerman, Newton, McPherson, Jones, and Dykman1)（1998）の研究では，

7～13歳の性的虐待の被害児 127名，身体的虐待の被害児 43名，両方の虐待による重複

被害児 34名のPTSD罹患率についての診断面接を用いた調査が行われ，重複被害を受け

た児童で最も多くのPTSD診断が下されており，性的虐待の被害児も身体的虐待の被害児

もともに診断基準に高い確率で合致していることがわかった。こうした調査に鑑みると，

虐待被害の影響のうち，PTSDを含めたトラウマ症状を見過ごすことはできない。そこで

次章では，虐待被害とトラウマ症状，そこに知的機能を加えた関連性を調べる研究を実

施した。 

本節の最後に，ここまでの考察を整理して示す。①ネグレクトによる被害体験は児童

のWISC-III下位検査プロフィールにおいて，【知識】と【算数】の両課題の成績を低下
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させるという影響があることがわかった。この結果は，ネグレクト被害が児童の学力を

低下させるという先行知見の表れであると考えられた。②心理的虐待による被害体験は

児童の WISC-III下位検査プロフィールにおいて，【絵画完成】と【知識】の両課題の成

績を低下させるという影響があることがわかった。この結果から，心理的虐待の被害は

知的機能の発揮を部分的に抑制する影響があるものと考えられた。③身体的虐待による

被害体験は児童のWISC-III下位検査プロフィールにおいて，【絵画完成】の成績を相対

的に高め，【絵画配列】の成績を低める影響が明らかにされた。この結果から，身体的虐

待の被害は視知覚と視覚認知に係る知的機能に影響を及ぼしているものと考えられた。

④性的虐待による被害体験は児童の WISC-III下位検査プロフィールにおいて，【絵画完

成】の成績を相対的に高める影響があることがわかった。ただしこの結果を解釈する上

では，トラウマ症状が媒介する影響を調べる必要が浮かび上がった。  
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Ⅳ章：トラウマ症状とその知的機能への影響 

 

1節：虐待被害児の下位検査プロフィール（研究⑤） 

 

（1）緒言 

研究①～④の知見から，虐待被害によるトラウマ症状が，当該児童の知的機能に影響

している可能性が示唆された。具体的には，性的虐待の被害児において，WISC-III下位

検査プロフィール上に【絵画完成】の相対的な高さが認められたことである。身体的虐

待の被害児においても同様に，【絵画完成】の相対的な高さは検出されており，性的暴力

や身体暴力の被害が，児童に恐怖心を植え付けている可能性は高いものと考えられる。

Ⅳ章では，虐待被害によるトラウマ症状が，児童の知的機能に及ぼす影響を調べること

を目的に 3つの研究を行った。 

虐待種別による影響の違いが，どのようにWISC-III下位検査プロフィールに表れるの

かを探索的に調べたⅢ章の研究①～④とは異なり，Ⅳ章の研究⑤～⑦はトラウマ症状に

よる知的機能への影響を検証的に調べることが目的である。この目的の達成に係る具体

的な作業仮説を導き出す上で極めて重要な研究が 1つある。Ⅳ章の調査はすべてこの先

行研究に端を発しており，この論文で提出された仮説を確認していく作業と捉えること

もできるため，ここで詳細に引用しておくことにする。 

Ⅳ章全体における先行論文 この研究論文は，Frankel, Boetsch, and Harmon38)（2000）

という 3人の研究者によって実施された予備的な調査の報告である。国際児童虐待防止

学会（International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect）の学術誌

『Child Abuse & Neglect』に2000年に掲載されている。この学術誌は，過去5年間で

のImpact Factorが2.9と高く，児童虐待に係る専門家の間では必読の雑誌である。 

研究はアメリカにある Kempe Children’s Centerで行われた 38)。この施設では 1974年

から，身体的虐待とネグレクトの被害児に治療を行うことを目的とした 1～5歳用の幼稚

園が開設されている。1985 年に，KEEPSAFE（Kempe Early Education Project Serving 

Abused Families）プログラムが開始され，①幼稚園の教室を使用した治療プログラム，

②被害児を対象とした集団心理療法，③加害者を対象とした家庭訪問プログラムが実施

されている。Frankel et al.38)（2000）の研究は，3～6歳の身体的虐待，性的虐待，DV

目撃，ネグレクトの被害児のために，当時この施設で行われていた日中の治療プログラ

ムに参加した幼児 14名を対象にしている。この 14名の虐待被害児は，幼稚園に通う期

間中，1日4時間の治療教育的活動に参加し，1週間に2度の個人心理療法，1ヶ月に 2

度の家族療法を受けていた。平均的には，9～12ヶ月間こうした治療を受け続けていた。

そのなかで Wechsler式知能検査の幼児用改訂版 WPPSI-Rが実施されていた。受検の時期

について，9名は治療開始後 3ヶ月以内，1名は治療開始前，3名は治療開始 1年後であ
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った。幼児 14 名のうち，4 名は治療開始 1 年後に再検査を受けていた。したがって，

WPPSI-Rの検査結果としては合計18データが分析対象となっている。1回の受検で検査

を完遂できたのは 12データであり，2回の検査実施が必要だったのは 5データ，残りの

2データでは 3回以上の受検が必要であった。なお検査を完遂させるために，お菓子を

ご褒美にした動機づけが行われていた。 

対象となった 14名の幼児における性別の内訳は，女児 5名と男児9名であり，民族的

には，8名がヒスパニック系，3名がアフリカ系，2名がコーカサス系，残り 1名がアメ

リカ先住民の児童であった。6名が親戚か里親の家に暮らしており，7名が血縁のある両

親とともに暮らし，1名は養子縁組した保護者宅で暮らしていた。WPPSI-Rを受検した時

の平均年齢は4.9歳であり，年齢範囲は 4.2～5.7歳であった。心理学者と精神科医によ

る DSM-IV（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）の評価では，

いくつかの診断に合致する児童も多く，8人はPTSD，10人は反応性愛着障害，4人は反

抗挑戦性障害，2人は注意欠陥多動性障害，3人が情緒障害の診断基準を満たしていた。

被害を受けた虐待種別は複数にわたっており，6人は身体的虐待，5人は性的虐待，9人

が深刻な DV目撃，3人が極度のネグレクトを体験していた。 

検査結果の詳細を表 4-1-1に引用する。 

 

表4-1-1 Frankel et al.38)（2000）の WPPSI-R検査結果（N = 18） 

 
M SD 最小値／最大値 規準値とのt検定結果 

FIQ 95.2  13.3  70/113 
 

VIQ 96.6  11.0  74/112 
 

PIQ 94.0  15.4  63/122 
 

組合せ 8.5  2.8  3/14 * 

幾何図形 8.3  2.9  4/13 * 

積木模様 9.1  2.8  4/14 n.s. 

迷路 7.5  2.5  1/12 * 

絵画完成 11.8  3.1  5/16 * 

「*」はp < 0.05で有意，「n.s.」はp > 0.05で非有意を表す 

 

分析では，表4-1-1のデータから，動作性下位検査の評価点平均とすべての下位検査

の評価点平均を計算し，【絵画完成】の評価点からその平均値を減算した値を算出してい

る。この平均値から乖離した【絵画完成】の差分値に対して統計的検定を行い，【絵画完

成】の評価点が平均値よりも有意に高いことを示している。さらに 18 のデータ中，14

データで【絵画完成】の評価点が，動作性課題のなかで最も高く，対象となった幼児に
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関しては，【絵画完成】の評価点が相対的に高かったことが確認されている。 

こうした分析結果から Frankel et al.38)（2000）は，虐待被害により幼児にトラウマ

症状が表れており，WPPSI-R下位検査プロフィール上には，PTSDの診断基準の 1つであ

る過覚醒症状が反映されていると結論している。これは以下のような説明である。PTSD

の診断基準には，①再体験症状，②回避行動症状，③過覚醒症状の 3つが含まれる。①

再体験とは，トラウマの引き金となった記憶が自らの意識に関係なく思い出されてしま

う症状である。この記憶の再体験はフラッシュバックと呼ばれており，単にその状況や

場面を思い出しているだけでなく，あたかも今まさにその状況下にいるかのように感じ

られることが特徴である。換言すると，記憶の再生というだけにとどまらず，きっかけ

となった状況と同じ恐怖や不安が惹き起されるという意味でまさに「再体験」なのであ

る。②回避行動とは，トラウマの引き金となった場面あるいは関連する状況や事物を意

識的か無自覚的かにかかわらず，避けて生活してしまう症状である。たとえば白い服を

着ていた時に性的被害に遭った女性が，被害体験以後，白い服を着なくなったり，白い

物を持たなくなったりすることがある。本人は特に意識していないことも多く，指摘さ

れたとしても，単純に色の好みが変わったとしか思えない場合もある。自らが「回避」

していることに気付きにくいのが通常である。③過覚醒とは，トラウマ体験以後，自律

神経系が交感神経優勢となり，「眠れない」，「異常にびっくりする」，「妙に元気で活発に

なる」などの症状をきたしている状態である。疲労しているのに休めないなど，副交感

神経がうまく機能せず，まさに「過剰に覚醒」した状態となる。 

PTSDにおける過覚醒症状は，被害児を神経過敏にしてしまうため，常に周囲の状況に

注意を配り，外界のわずかな変化にも気付きやすい知覚の体制を形作る。身の回りの状

況に対して，極めて高い警戒心を抱き。何か危険が起きないかと常に怯えているような

心理状態である。この知覚体制は【絵画完成】が要求する視知覚の課題を解く上で効果

的に作用する。【絵画完成】の課題に正答するためには，呈示された刺激図版に描かれた

絵のなかにある不自然さやおかしさに素早く気付く必要があるからである。視覚的注意

力を全般的に高めている状態は，外界に向けて注意を円滑に配分することが可能となり，

結果的に【絵画完成】が要求する課題を解くのに寄与しているとも考えられる。Frankel 

et al.38)（2000）は，【絵画完成】にのみ相対的に高い評価点がみられるということから，

この差分値が過覚醒症状を呈していることの指標となると考えたわけである。 

Ⅳ章の研究⑤～⑦は，この調査で示された虐待被害，【絵画完成】，トラウマ症状の関

連を検証するために実施した。研究⑤の目的は，虐待被害が児童の WISC-III下位検査プ

ロフィールにおいて，【絵画完成】の相対的な高まりを示すかどうかを検証することであ

る。Frankel et al.38)（2000）の研究との相違点は，対象となる児童の年齢範囲が異な

り，そのため用いた知能検査が WPPSI-Rから WISC-IIIに変更されていることである。さ

らに，虐待の被害を受けた幼児14名分の18データを分析していた予備的な調査と違い，
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研究⑤では数百名の対象児童，しかも虐待を受けていない対照群のデータも含めて分析

した点で方法論が精緻化されている。研究⑥では，虐待の被害体験がトラウマ症状の発

現に影響を及ぼしているのかを検証した。トラウマ症状を測定する尺度を用いて，虐待

被害児と虐待被害の体験はない対照群の児童が比較された。研究⑦では，研究⑤で示し

た【絵画完成】の相対的な高まりと，研究⑥で示したトラウマ症状が相関することを検

証した。 

まずは，研究⑤の調査について記述する。 

 

（2）方法 

調査手続 児童相談所のケース記録から，以下の条件に合致するデータを抽出した。

①WISC-IIIを受検していること，②ケース記録上に発達障害に係る医師の診断を受けて

いないこと，③知的障害の基準（IQ≦70）にないこと，以上 3点を基準にしてデータを

抽出したところ，合計490名分のデータが収集された。 

対象児童 虐待被害児は児童相談所のケース記録に基づき特定した。抽出された 490

名分のデータは，虐待群 170名と対照群 320名に分類された。虐待群は，児童虐待通告

に基づき，児童相談所が虐待として受付しているケースであり，対照群は，児童相談所

の受付において，虐待と認定されていないケースであった。データの記述統計値を表

4-1-2に記す。 

 

表4-1-2 データの記述統計 

 虐待群（N = 170） 対照群（N = 320） 

虐待種別   

身体的 76  

性的 15  

心理的 26  

ネグレクト 53  

性別   

女児 86 121 

男児 84 199 

年齢   

平均 11 12 

標準偏差 3 3 

 

Kotch, Lewis, Hussey, English, Thompson, Litrownik, Runyan, Bangdiwala, Margolis, 
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and Dubowitz62)（2008）に従って，ネグレクトには，食事を与えないといった提供失敗

型と児童の安全を守らないといった監護不足型を含めた。表 4-1-2では，児童相談所の

受付分類に基づく虐待種別を一応計数しているものの，研究①～④で扱ったように純粋

に1つだけの虐待被害を受けた被害児が収集されているわけではなく，対象となった虐

待群ではいくつかの虐待種別が重複していた 15,36,60,63,112)。 

 

（3）結果と考察 

表4-1-3に検査結果を示す。 

 

表4-1-3 観測された下位検査プロフィールの群間比較 

 
虐待群（170名） 対照群（320名） 検定 

M SD M SD t値 p値 

【絵画完成】 8 2 7 2 1.91  .057 

【知識】 7 3 8 3 1.77  .077 

【符号】 8 3 8 3 0.89  .374 

【類似】 7 3 8 3 1.42  .155 

【絵画配列】 7 3 8 3 1.85a .066 

【算数】 7 3 8 3 1.87  .062 

【積木模様】 8 3 8 3 1.23  .218 

【単語】 7 3 7 3 0.09  .924 

【組合せ】 7 3 8 3 1.82a .070 

【理解】 8 3 8 3 0.11  .916 

a...Welch t検定 

 

研究⑤の虐待被害児も，先行研究で示されているのと同様に，知能水準の低い虐待群で

あることを確認するため，下位検査評価点を規準値である 10と比較した。すべての下位

検査評価点は，規準値よりも有意に低く，研究⑤の対象児童は，虐待群も対照群も平均

的な知能水準より低い群で構成されていた。FIQの測定値は，虐待群でM = 82.3（SD = 

14.3），対照群で M = 83.5（SD = 13.8）であり，規準集団の平均範囲を少し下回る境界

知能水準（71≦IQ≦84）であった。虐待群に限ってみると，先行研究で繰り返し確認さ

れてきた虐待被害児の IQは低いという知見と合致しており，研究⑤における虐待群の構

成は妥当であると考えられる。 

続いて測定された下位検査プロフィールにおいて，虐待群と対照群の間に差異がある

のかを調べるため群間比較を行った（表 4-1-3）。測定値に基づくと，いずれの下位検査
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においても，両群間における 5％水準での有意差はなく，検査結果だけをみると，Frankel. 

et al.38)（2000）の研究で見出されたような【絵画完成】における相対的な評価点の高

さは検出されなかったことになる。 

下位検査プロフィールを厳密に比較する際には FIQの統制が必要であるため，研究⑤

では共分散分析を用いて群間の全体的な差を調べた。目的変数が 10個の下位検査すべて

であったため，多変量共分散分析を実行したところ，虐待群と対照群の間には下位検査

評価点のパターンに有意差があった（Wilks λ = 0.92，F [10，478] = 3.9，p < 0.001)。

そこでどの下位検査に群間差があるのかを，共分散分析を用いて個別に検証した。図

4-1-1に共変量を統制した後の推定値を示す。 

 

 

図4-1-1 FIQ統制後の推定値における下位検査プロフィールの群間比較：誤差範囲は95％

信頼区間を示している。「***」は0.1％水準で有意差があることを示しており，「d」は効果量である。 

 

Bonferroniの不等式を用いて有意水準を調整すると（0.005 = 0.05 / 10），共分散分析

で有意な群間差が検出されたのは【絵画完成】のみであった（F [1，487] = 12.6，p < 0.001）。

FIQを統制した推定平均値は，虐待群で M = 7.9であり，対照群の M = 7.4より有意に

高かったものの，効果量の値はd = 0.34であり，群間の差自体は大きくなかった。他の

下位検査における有意差はなかった。この結果は Frankel et al.38)（2000）の知見を再

現したものであり，効果量こそ小さかったが，統計的に有意な群間差は【絵画完成】に

おいてのみ検出され，虐待による被害体験が児童の【絵画完成】課題を解く上で発揮さ

れる知的機能に何らかの影響を及ぼしていることが明らかとなった。 

ただし 14名から得られた 18データを分析した Frankel et al.38)（2000）の調査では，

【絵画完成】の平均評価点は規準値である 10を上回っていたが，170名の虐待群を 320
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名の対照群と比較分析した研究⑤の測定値は 10を下回っており，分析結果は少々異なっ

ていた。虐待による被害体験は児童の知的機能，特に WISC-III下位検査のなかでも【絵

画完成】に影響を与えているが，虐待被害はまず何より当該児童の知能水準全体を低下

させる影響を持っており，【絵画完成】においても例外はなく評価点が下がる。しかし虐

待の被害体験は【絵画完成】の成績を高める方向での影響も同時に与えるため，10個の

下位検査は基本的に低下していくが，【絵画完成】だけは成績を高める方向の影響も働き，

結果として低下幅が小さくなる。すなわち，全体的な IQ低下と【絵画完成】に係る知的

機能の相対的な増加という 2つの影響が同時に表れた結果，虐待被害の影響を受けてい

ない対照群と比べた時には，【絵画完成】の評価点推定値が「相対的に」高くなったと考

えられるのである。 

以上の考察に基づくと，研究⑤は先行する Frankel et al.38)（2000）の知見を再現し

た上で精緻化し，虐待による被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響の1つを明らかに

したものと結論できる。  
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2節：虐待被害児のトラウマ症状（研究⑥） 

 

（1）緒言 

研究⑤では，虐待の被害体験が WISC-III下位検査プロフィールにおいて，【絵画完成】

を相対的に高める方向で影響していることが検証されたが，まだ明らかにされていない

仮説がある。【絵画完成】の相対的な高さが，トラウマ症状の 1つである過覚醒状態を反

映した指標ではないかという点である。つまり，【絵画完成】の成績が相対的に高まるこ

とを説明する理論的な検証はまだ行われていないため，研究⑥ではまず虐待被害がトラ

ウマ症状を誘発するという部分を検証した。具体的な作業仮説としては，虐待の被害を

受けていない対照群との間で，トラウマ症状を測定する尺度上に差異が検出されるのか

を調べた。 

虐待による被害体験とトラウマ症状の関連については先行研究も多く，概ねそこに関

連性があることは認められている。 

虐待被害のトラウマ症状への影響 トラウマ症状には様々なものがあり，最も有名な

PTSDだけがトラウマによる精神症状ではない。虐待被害が PTSDを発症する確率を高め

るのは確かであるが 139)，虐待被害の影響は，トラウマによる他の精神症状も惹き起しや

すくする。さらに，トラウマ関連症状と呼ばれたり，トラウマ反応と名付けられたりす

るものを含めると，精神医学的な意味で明確に精神症状とされるものだけでなく，心理

学的には情動反応や感情状態とみなせるものまでが「トラウマ」の名のもとに語られる

ことがある。生理学的な観点から，トラウマと不安について行われたHeim and Nemeroff44)

（2001）の研究では，幼少期の過剰なストレスが中枢神経系に作用してストレス耐性を

低下させた結果，不安障害と呼ばれる精神症状を発現しやすくなるというモデルが示さ

れている。このモデルと関連した研究として Mancini et al.67)（1995）では，精神科の

外来患者で不安障害が診断されている 205名に対して，いくつかの心理尺度を用いた調

査が行われた。虐待の被害体験を聴取したところ，不安障害の患者では，44.9％が身体

的虐待，23.4％が性的虐待の被害を受けていた。虐待被害と心理尺度の分析から，抑う

つ感および特性不安と状態不安の得点が，虐待体験のある患者で有意に高いことが明ら

かにされた。特性不安と状態不安とは STAI（State-Trait Anxiety Inventory）という

不安尺度に採用されている概念であり，前者は長期にわたる一定期間に感じられる不安

感，後者は測定時点からみて過去の短期間で感じられた不安感と定義されている。こう

した研究では，虐待体験により被害者の不安症状が誘発されるような影響が示されてい

る。 

虐待被害を受けた児童が抑うつ感を高めていることは，臨床的にしばしば観察されて

おり，何となく元気がなくなったり，ふさぎ込む姿がよくみられたり，極端な場合には

自殺企図が表明されたりする。先に紹介した Heim and Nemeroff44)（2001）の知見同様，
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生理学的な分析が行われた Bradley, Binder, Epstein, Tang, Nair, Liu, Gillespie, 

Berg, Evces, Newport, Stowe, Heim, Nemeroff, Schwartz, Cubells, and Ressler9)（2008）

の研究では，成人期の抑うつ症状に影響を与える遺伝的要因と過去の発達過程における

環境ストレスが調べられ，遺伝と環境は抑うつ症状に対して交互作用を持つことが示さ

れた。環境ストレスの変数として，虐待被害の影響が取り上げられ，遺伝的な要因を無

視するならば，虐待被害は平均的に抑うつ症状を惹き起こすのだが，副腎皮質刺激ホル

モン放出ホルモンのなかにある特定の一塩基多型を持った被害者では，虐待体験が抑う

つ症状を惹き起こすのを防止する効果が見出された。この遺伝子の働きを模した作用を

持つ薬を発明できれば，虐待による被害者に対して抑うつ感を緩和させる効果が期待で

きる。裏を返せば，そうした耐性となる要因がなければ，虐待による被害は児童を抑う

つ的にする影響を持つことが生理学的に明らかにされたわけである。 

不安感や抑うつ感は，先にも述べた通り心理学的構成概念であり，急性の情動反応や

慢性の感情状態に伴う感情体験の内容および派生する行動傾向にも注目しているものの，

主観的な感情状態である。他方，不安症状や抑うつ症状は，これらと連続的な概念では

あるものの，何らかの適応不全を惹き起しており，精神症状と捉えるのが妥当なもので

ある。不安や抑うつといった心理状態は，何もトラウマに限定されたものではなく，他

の要因によっても生じるし，臨床においては比較的よく観察されるものである。ところ

がPTSDと同様，トラウマに特異的と考えられている症状もある。解離症状である。 

この解離症状と虐待被害の関連を調べた研究を，ここで取り上げておくことにする。

Brodsky et al.16)（1995）は，精神科の入院患者に質問紙を用いた調査を行い，境界性

パーソナリティ障害の診断を受けた患者 60名中，半数の患者において，病理水準の解離

症状を認めている。さらに半数以上の患者で自傷行為があり，60％以上に虐待体験が認

められた。入院患者に質問紙で調査を行った Sanders and Giolas106)（1991）の研究では，

13～17 歳の思春期にある 47 名の回答を分析した結果，解離症状は自己報告によるすべ

ての虐待体験と相関していた。こうした研究から，虐待による体験が被害者の解離症状

を誘発する影響を持つことは明らかといえる。 

トラウマ症状尺度 過去の研究では，様々な尺度によってトラウマ症状が測定されて

きた。研究⑥では，トラウマ症状を測定するのに TSCC-A（Trauma Symptom Checklist for 

Children Alternative version）を用いた。TSCC-Aは西澤・山本 90)（2009）が，原版の

翻訳後に 8～16 歳の児童を対象に本邦で標準化した質問紙尺度である。日本版 TSCC-A

は 1,698 名の小中学生のデータを基に標準化が行われ，2つの妥当性尺度（UND，HYP）

と5つの症状尺度（不安：ANX，抑うつ：DEP，怒り：ANG，外傷後ストレス：PTS，解離：

DIS）および解離に関して，さらに2つの下位尺度（明確な解離：DIS-O，空想：DIS-F）

が設けられている。合計 44項目による構成であり，「全くない（0点）」，「たまに（1点）」，

「ときどき（2点）」，「いつもそうである（3点）」の4件法で回答させ，得られた素点を
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性別と年齢段階ごとの T得点に換算して評価する。T得点は平均 50，標準偏差 10に標準

得点化されており，臨床域（何らかの専門的な臨床的支援の必要性を示唆する）は 65≦

T，準臨床域（何らかの困難性を抱えている可能性がある）は 60≦T≦64，正常域は T≦

59とされている 90)。信頼性に関して 5つの症状尺度ごとにみると，ANX（α = 0.81），

DEP（α = 0.78），ANG（α = 0.86），PTS（α = 0.84），DIS（α = 0.78），解離の2下

位尺度では，DIS-O（α = 0.72），DIS-F（α = 0.52）と概ね許容される範囲の信頼性係

数が確認されている。妥当性に関して，たとえば児童福祉施設に入所している 110名の

児童と，一般家庭1,719人から階層別に無作為抽出された 110名の対照群を比較した研

究があり 90)，児童福祉施設群では，ANX，DEP，ANG が対照群よりも高かった。児童福祉

施設に入所中の 179名を対象にした報告では，虐待体験のない入所児と比較して，身体

的虐待と性的虐待の被害児において，DEP 尺度が高く，心理的虐待の被害児では，ANX，

DEP，ANG，PTS の各尺度得点が高かった 90)。さらに，787 名の施設入所児を対象に妥当

性を検証したところ，保護者の行動評定である CBCLにおいて，トラウマ関連行動33項

目とTSCC-Aには，ANXで r = 0.14，DEPで r = 0.20，ANGでr = 0.25，PTSで r = 0.15，

DISでr = 0.15の相関があった 90)。児童用のトラウマ症状を測定する尺度で，本邦にお

いて標準化されているものは他になく，虐待被害児のトラウマ症状を測定する上では，

主観的な自己評定ではあるものの臨床上の有用性は高い考えられる。なお，TSCC-Aの質

問項目は本論文の補遺に示した。 

研究⑥では，虐待による被害が児童の情緒に影響し，トラウマ症状を惹き起すのかを

調べることが目的であったため，虐待被害を説明変数，TSCC-Aを目的変数とする調査を

行った。 

 

（2）方法 

調査手続 児童相談所に受付されていたケースを抽出した。データの抽出における除

外基準は以下の 2つである。①自記式の質問紙尺度を目的変数としており，質問項目の

正しい理解ができず，回答が歪曲する可能性を避けるために，測定された知能検査の結

果において知的障害（IQ≦70）が疑われたケースは除外した。②質問紙自体は実施可能

であっても，TSCC-Aの妥当性尺度において，妥当性が保証されない範囲の検査結果（UND

≧70，あるいは HYP≧90）となっていたデータは除外したところ，合計99名のデータが

収集された。表4-2-1にデータの記述統計値を示す。  
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表4-2-1 データの記述統計 

 虐待群（N = 62） 対照群（N = 37） 

虐待種別   

身体的 35  

性的 3  

心理的 15  

ネグレクト 9  

性別   

女児 34 12 

男児 28 25 

年齢   

平均 12 12 

標準偏差 2 2 

IQ   

平均 89 92 

標準偏差 11 13 

 

対象児童 児童相談所の受付分類に従って，虐待群 62 名と対照群 37 名に分類した。

対照群は，養護相談や性格行動相談から構成されているが，少なくともケース記録上に

虐待被害を受けたという記載がないことを確認した。研究⑤同様に虐待群は，様々な虐

待種別が重複して被害体験となっている児童が多かったため 15,36,60,63,112)，表 4-2-1 の主

たる虐待種別は，児童相談所が虐待通告に基づき認定した一応の分類である。 

先述した通り，TSCC-Aは自記式の質問紙であるため，質問項目の理解が難しければ妥

当性が危うくなる。知的障害が疑われたケースは，この理由により，データの抽出過程

で除外したが，最終的に構成された両群間で知能水準に顕著な差があれば，トラウマ症

状の群間差を虐待の被害による影響と断定できなくなる。そこで同時に測定された IQ

に統計的な有意差はないことをt検定で確認した（t [97] = 0.92，p = 0.36）。 

 

（3）結果と考察 

TSCC-Aの検査結果に基づいて，臨床域，準臨床域，正常域に児童を分類した。図 4-2-1

では，群間におけるこれらの比率を示した。  
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図4-2-1 TSCC-Aの各尺度における臨床／境界／正常域の群間比率：ただし65≦Tは臨床

域，60≦T≦64は境界域，T≦59は正常域である。 

 

いずれの尺度においても，臨床域と準臨床域を合わせた比率は，虐待群の方が対照群

より多く，不安，抑うつ，怒り，外傷後ストレス，解離の症状尺度による分類では，対

照群に比べて虐待群の方にトラウマ症状の重い児童が多いといえる。ただし 5つの下位

尺度では，最も多いANX，DEP，PTSでさえ，虐待群の臨床域は 29％程度であり，研究⑥

の虐待被害児においては，臨床的な介入を要する程度に症状を呈している者は3割弱し

かいなかった。逆に正常域に分類された虐待群は，最も少ない ANXで47％，最も多い ANG

で71％であり，およそ半数以上の虐待被害児で顕著な精神症状はないと自己評価されて

いた。西澤・山本 90)（2009）が標準化を行った際のデータでも，欧米圏に比べて本邦の

児童は過小評価傾向の強いことが示唆されている。自覚された症状を小さく見積もるの

か，あるいは症状を自覚しにくいのか，もしくは症状を素直に評定することを回避して

いるのかもしれない。標準化の際に分析された児童は，虐待の被害児ではないが，虐待

被害児においても同様の過小評価傾向があるならば，研究⑥の結果において臨床域に入

る児童が少なかったことは，実際にトラウマ症状を抱えている児童が少なかったわけで

はなく，それを質問紙といった形式に表現する，あるいは訴えることが困難な傾向が反

映されただけとも考えられる。そうであれば，質問紙の結果だけを評価するのではなく，

構造化面接など，別種の方法により虐待被害児のトラウマ症状を過小評価することなく，

的確に把握していく必要が導かれる。 

次に，群間で尺度の症状得点を比較した。図 4-2-2左側に 5つの下位尺度における T
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得点の群間比較を示す。 

 

 

図4-2-2 TSCC-Aの尺度得点における群間差：誤差範囲は95％信頼区間を示している。「**」

は1％水準での有意差を表しており，「d」は効果量である。 

 

すべての下位尺度に関して，虐待群および対照群ともに 95％信頼区間を考慮しても，平

均値は臨床域（65≦T）に達しなかった。研究⑥の調査対象となった児童に関して，虐待

による被害を受けた児童も被害を受けていない児童も同様に，平均的には重いトラウマ

症状を抱えていなかったといえる。しかし対照群ではいずれの下位尺度も準臨床域にさ

え達しなかったが，虐待群では，ANX，DEP，PTS尺度に関して 95％信頼区間が準臨床域

に達した。虐待の被害体験がある児童では，不安，抑うつ，外傷後ストレスといった症

状に関して，何らかの問題性を抱えていると考えられる。 

続いて各尺度得点に関して，虐待群と対照群の間で差異があるのかを検証した。群間

での比較を行う上で，5つの下位尺度を同時に検定したため，有意水準を Bonferroniの

不等式で調整したところ（0.01 = 0.05 / 5），PTS（t [97] = 2.69，p = 0.008，d = 0.55）

および DIS尺度（t [97] = 2.68，p = 0.009，d = 0.57）で有意差があり，かつその差

には中程度の効果量があった。ANX，DEP，ANG の下位尺度における群間差は，統計的に

有意ではなかった。DIS 尺度に有意差がみられたため，さらに解離の下位尺度における

群間差を調べた（図4-2-2右側）。Bonferroniの不等式（0.25 = 0.05 / 2）を適用した

ところ，DIS-Oでは有意差があり，かつその差には中程度の効果量が検出されたが（t [97] 
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= 2.70，p = 0.008，d = 0.57），DIS-Fにおける群間差は有意に達しなかった。 

この比較分析の結果から，対照群と比べた場合，外傷後ストレスと解離の 2症状に関

して，虐待群の症状得点は高く，かつ臨床域と準臨床域に分類される比率も高かったこ

とを考慮すると，以下の考察が可能である。不安や抑うつといった症状に比べて，外傷

後ストレスと解離はトラウマに特異的な症状と考えられる。研究⑥では，対照群も児童

相談所に受付されたケースであり，虐待こそ受けてはいないものの，生育歴上に様々な

困難を抱える児童から構成されている。外傷後ストレスや解離症状に比べると，不安や

抑うつの症状は何らかのストレスによって一般的に生じやすいため，不安と抑うつに関

しては，虐待群と対照群の間で有意差が得られなかったものと考えられる。逆説的にい

えば，少なくとも外傷後ストレス症状や解離症状といったトラウマ特異的と思われる精

神症状に関しては，虐待による被害が原因で発症する可能性が高いと考えられる。たと

えば，学齢期の性的虐待による被害児とマッチングさせた虐待被害のない対照児を比較

したCollin-Vézina and Hébert26)（2005）の研究では，ロジスティック回帰分析の結果

から，虐待による被害を受けていない場合に比べて，性的虐待による被害を受けた場合，

解離症状で 8倍，PTSDで 4倍も発症する確率が高まっていた。この知見は明らかに研究

⑥の結果と合致している。 

以上の議論に基づいて，研究⑥の知見を整理し直すと次のようにいえる。測定された

症状尺度の平均値自体を考慮すると，すべての虐待被害児において顕著なトラウマ症状

が認められるわけではなかった。虐待の被害体験は TSCC-Aが測定する尺度のなかでは，

不安，抑うつ，怒りといった虐待臨床以外でも比較的みられやすい症状に対しては，強

く影響していない。ところが外傷後ストレスや解離症状といったトラウマ被害に特異的

と思われる症状に対しては，虐待による被害体験が少なからず影響している。このこと

は，対照群との比較分析が有意であり，かつ中程度の効果量であったことからも支持さ

れ，被害のない場合に比べれば，虐待被害によるトラウマ症状への影響を確かに認める

ことができる。  
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3節：下位検査プロフィールとトラウマ症状の関連性（研究⑦） 

 

（1）緒言 

前節の研究⑥では，虐待による被害体験が児童の情緒に影響を及ぼし，外傷後ストレ

スや解離といったトラウマ症状を呈しやすくすることが示された。研究⑤で確かめられ

たWISC-III下位検査プロフィールにおいて，【絵画完成】の評価点が相対的に高められ

るとの知見を併せて考えると，Ⅳ章の研究結果は Frankel et al.38)（2000）の仮説を支

持し始めているように思える。この仮説で示された心理学的機序を再度詳細に記述する

と，「虐待による被害が児童のトラウマ症状に影響し，その結果 PTSD診断基準の 1つで

ある過覚醒症状が昂進し，この症状のために外界の変化に対して過敏になり，警戒心も

強まることで視覚的な注意力が全般的に増加し，最終的に【絵画完成】課題の成績が相

対的に高くなる」ということであった。この理論的説明のうち，最後の部分である【絵

画完成】の相対的な高さは研究⑤によって検証され，研究⑥によって，最初の部分であ

る虐待の被害がトラウマ症状を呈しやすくすることも検証された。残された研究課題は

この2つの知見を結ぶ関連性に係る部分である。研究⑤と研究⑥の分析結果だけでは，

①トラウマ症状があること，②【絵画完成】が相対的に高いことという無関係で独立し

た知見が 2つ得られただけであり，トラウマ症状が高まることで【絵画完成】の相対的

な成績も高まるという関連性を検証する課題が残されていた。したがって，「トラウマ症

状が高ければ【絵画完成】の相対的な成績も高い」という相関関係を検証することが，

研究⑦の目的であった。 

 

（2）方法 

調査手続 児童相談所のケース記録からデータを抽出した。①TSCC-Aを受検している

こと，②同時にWISC-IIIを受検していること，③児童相談所において虐待の被害児と認

定されていること，以上 3つの条件を基にケースを抽出したところ，40名分のデータが

収集された。研究⑦は，相関分析を目的としており，群間差を検出することが目的では

ないため，研究①～⑥までとは異なり対照群は設定しなかった。 

対象児童 WISC-III は 5～16 歳までを検査実施可能年齢としているが，TSCC-A は 8

～16歳までであるため，研究⑦の対象児童も8～16歳までの年齢範囲となった（M = 11.9，

SD = 2.5）。虐待被害児 40名の性別比は，女児 14名と男児 26名であった。研究⑤～⑥

同様，研究⑦の対象児童も複数の虐待種別による重複被害を受けていたが 15,36,60,63,112)，

児童相談所の分類に基づく主な虐待種別は，身体的虐待 16名，性的虐待 2名，心理的虐

待6名，ネグレクト 16名であった。WISC-IIIの前後でTSCC-Aへの自己記入が行われて

いた。 
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（3）結果と考察 

WISC-IIIとTSCC-Aの検査結果を表 4-3-1に示した。 

 

表4-3-1 研究⑦における WISC-IIIと TSCC-Aの検査結果 

 M SD 

WISC-III   

【絵画完成】 8 2 

【知識】 8 2 

【符号】 9 3 

【類似】 8 3 

【絵画配列】 9 3 

【算数】 9 3 

【積木模様】 9 3 

【単語】 9 2 

【組合せ】 8 3 

【理解】 9 3 

TSCC-A   

不安 57 9 

抑うつ 55 11 

怒り 52 9 

外傷後ストレス 57 9 

解離 54 10 

 

WISC-IIIの結果は，【符号】を除いたすべての下位検査において，平均値が規準値 10

よりも有意に低かった。TSCC-A の結果では，平均値はすべて正常範囲（50≦T≦59）に

収まっていた。研究⑦では，測定値自体の議論ではなく【絵画完成】の相対的な高さを

指標として導出しなければならなかったため，Frankel et al.38)（2000）の方法に従っ

て，動作性検査の平均値 8.6（SD = 1.8）と全下位検査の平均値8.6（SD = 1.7）からの

【絵画完成】における乖離度をそれぞれ計算した。研究⑦で検証しようとしている作業

仮説は，この乖離度とTSCC-AのPTS尺度における相関係数が有意な正の値を示すかどう

かであった。しかも先行研究から導き出した心理学的機序を考慮すると，仮説検証のた

めには弁別的証拠が必要であり，TSCC-Aが測定するトラウマ症状すべてで相関がみられ

れば，PTSDの過覚醒症状が視覚的な注意力を高めるという仮説を検証したことにはなら

ない。それゆえ 5つのトラウマ症状尺度のうち，ANX，DEP，ANG，DIS尺度との間には有
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意な相関がなく，かつPTS尺度とのみ有意な相関が認められなければならなかった。 

そこで，動作性ならびに全下位検査平均からの【絵画完成】の乖離度と TSCC-Aの各下

位尺度間の相関係数を計算した。図 4-3-1に分析結果を示した。 

 

 

図4-3-1 【絵画完成】の乖離度とTSCC-Aの各下位尺度間の相関：点線は5％水準で有意

となる相関係数の値を示している。 

 

相関係数を算出した結果，TSCC-Aが測定する 5つの下位尺度のうち，外傷後ストレス

の測定値との間にのみ有意な正の相関が検出された。全下位検査からの乖離度，動作性

検査からの乖離度のいずれにおいても，相関係数は有意であり効果量は中程度（0.3 < r 

< 0.5）であった。すなわち，虐待被害児の WISC-III 下位検査プロフィールにおいて，

【絵画完成】の成績が相対的に高ければ，TSCC-Aの外傷後ストレス尺度の症状得点も高

くなるという相関関係が確認されたことになる。効果量を加味すると，その関連の程度

は小さくなかった。したがって，知能検査における視知覚課題を解く上で必要となる視

覚的な注意力が高い場合には，虐待の被害体験によって惹き起されるトラウマ症状，特

にPTSD関連の精神症状を抱えている可能性が高いという関係性を，強く疑う証拠が得ら

れたものと考えられる。 

ただし TSCC-Aの外傷後ストレス尺度には，過覚醒以外の再体験や回避行動といった他
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のPTSD症状も含まれているため，研究⑦の知見には仮説検証に際しての限界が内包され

ている。過覚醒症状はPTSD診断基準の1つではあるが，Frankel et al.38)（2000）の仮

説は，PTSD症状のなかでも過覚醒との関連しか示しておらず，研究⑦の分析結果である

【絵画完成】の乖離度との相関関係が，他の PTSD症状との関連を反映したものである可

能性は否定できない。この点に関しては，PTSDの3つの下位症状を別々に測定できる尺

度を用いた研究により，過覚醒症状だけが【絵画完成】と関連することを検証し，トラ

ウマ症状と知的機能に関する知見を精緻化していくことは今後の課題となる。  
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4節：Ⅳ章の総合的考察 

 

Ⅳ章では，研究⑤～⑦の調査を通して，虐待による被害が児童のトラウマ症状発現に

影響を及ぼし，結果的に知的機能，特に WISC-III下位検査の【絵画完成】に相対的な評

価点の高さとなって結実するという仮説を検証してきた。研究⑤では，虐待種別の重複

を除外せずに，複数あるいは単独の虐待被害を受けている虐待群の WISC-III下位検査プ

ロフィールにおいて，【絵画完成】の相対的な成績の高さが確認されるのかを検証した。

FIQ を統計的に統制することで，虐待の被害体験のない対照群との間に有意差が確認さ

れ，虐待被害児の【絵画完成】が相対的に高いという仮説は支持された。 

研究⑥では，TSCC-Aというトラウマ症状の測定尺度を用いて，虐待群と対照群が比較

された。虐待被害児で平均的にトラウマ症状を多く呈しているとはいえなかったが，虐

待を受けていない対照児と比べた場合，PTSDの尺度である外傷後ストレスと解離症状の

2つにおいては有意に得点が高かった。研究⑥で調査した児童は，99名でありデータ数

は十分とはいえず，データ数が少ないために TSCC-Aの他の 3つの尺度では有意差が得ら

れなかった可能性もある。先行する研究報告によると，不安，抑うつ，怒りといった情

動反応や感情状態においても，虐待被害による影響が強くみられているからである。た

とえば，性的虐待の被害児 83名に質問紙を用いて自覚された症状を測定した Mennen and 

Meadow76)（1994）の研究では，不安と抑うつという 2 つの症状得点において，性的虐待

の被害を受けた児童は，規準集団の得点より有意に高く，重い症状が訴えられていた。

抑うつ症状や攻撃性を測定した Toth, Manly, and Cicchetti126)（1992）の研究では，7

～12 歳の児童が調べられ，身体的虐待の被害を受けた群 46名，ネグレクトの被害を受

けた群 35名，虐待被害を受けていない対照群 72名が比較分析された。身体的虐待を受

けた群は，対照群やネグレクト群に比べて，抑うつ症状が高く，3 つの群間で攻撃性に

有意差はなかったものの，身体的虐待とネグレクトの被害を受けた群では，攻撃性の得

点が規準値に比べてはるかに高かった。同様に Shields and Cicchetti109)（1998）によ

り調べられた虐待の被害児 141名と虐待被害のない児童 87名に対する分析結果からは，

虐待の被害を受けた児童の攻撃性は高く，特に身体的虐待の被害を受けている場合，反

応性の攻撃行動が最も多く観察されている。つまり，身体的虐待の被害児では，他者か

らの何らかの働きかけに対して，攻撃的に反応する傾向が強かったといえる。これらの

先行研究では，不安，抑うつ，怒り（攻撃性）に関する症状に関しても，虐待の被害が

影響を持つことが認められているのだが，研究⑥では，こうした 3つの症状に関する先

行知見は再現されず，トラウマに特異的と思われる外傷後ストレスと解離症状に係る差

異だけが検出されている。したがって，研究⑥の知見だけに即していうと，虐待被害の

体験がない児童に比べれば，虐待の被害体験があることにより，当該児童はトラウマに

特異的と考えられる症状を多く呈するようになると結論できる。 
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研究⑦でも TSCC-Aを用いてトラウマ症状を測定し，PTSD を反映する外傷後ストレス

尺度のみが，WISC-IIIの【絵画完成】における平均からの乖離度と相関することを確認

した。こうした知見を総合すると，以下の心理学的機序に関する仮説が支持されたと結

論できる。 

虐待による被害を受けることで，当該の児童は強い恐怖感を覚える。この恐怖感は被

害が反復されるうちに，固定化と他の症状への転移を起こす。虐待が反復されるなかで，

様々な反応や症状が出現するが，一般的には知的活動に集中することが難しくなり，知

的機能の発揮が抑制される。さらに，恐怖感が固定され，不安感も高まるなかで，虐待

の被害体験はトラウマ症状，特に PTSDを発現させていく。PTSDに係る 3つの主症状の

うち，過覚醒状態が昂進すると常に神経過敏で知覚の閾値が低い心理状態となる。知覚

の閾値が低いことは，些細な刺激にも反応しやすい傾向を高める。そして常に外界の変

化に対して気を配った状態が慢性化してくる。この時，WISC-IIIを受検すると，視覚情

報への高い注意力，特に視知覚の鋭敏さを要する【絵画完成】課題では高い成績が取れ

るようになる。ただし知的機能は虐待被害により抑制されているため，全体的な知能水

準を反映する IQは低くなる。その結果，WISC-III下位検査プロフィールにおいて，【絵

画完成】の成績が「相対的に」高くなる。もちろん，ここで述べた心理学的機序の各要

素がすべて検証されたわけではないが，先行研究が示し続けた知見を研究⑤～⑦の知見

と併せて総合すると，概ね上記のような心理学的機序が生じていると考えることができ

る。 

ところで，虐待による被害体験が児童の知的機能を低下させるだけでなく，部分的に

ではあれ増加させる働きをしているという考え方は，一見しただけでは了解しにくい。

筆者のような臨床に携わる者においても同様であり，虐待という「被害」が対象児童に

否定的な影響を与えるということなら了解もできるが，結果的にということであれ，肯

定的な影響を及ぼしたと考えることには抵抗を感じる。もちろん「肯定的」という言葉

は，臨床的な価値観に沿ったものではなく，ここでは単に測定された数値が低下するの

ではなく「増加」するというだけの意味である。しかし虐待の被害が成績増加に寄与し

たという知見の報告は Frankel et al.38)（2000）に限らない。神経心理学の観点から 6

～12歳の虐待被害児を調べた Nolin and Ethier93)（2007）では，身体的虐待を伴うネグ

レクト被害を受けた重複群 56名，身体的虐待は伴わずにネグレクトだけの被害を受けた

単独群 28名，この2群との間で，年齢，性別，SESをマッチングさせた虐待被害を受け

ていない対照群 53名が比較分析された。重複群の被害児では，対照群に比べて聴覚的な

注意力，視覚運動の協応動作を円滑に行う能力，問題を解決する能力，抽象概念を操作

する能力，物事を計画する能力に関連する神経心理学的検査の得点が有意に低かった。

ネグレクト単独群の被害児でも，対照群に比べて，聴覚的な注意力，視覚運動の協応動

作を円滑に行う能力に関しては有意に低い得点であった。ここまでであれば，単独被害
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よりも重複被害の方が知的機能に大きな影響を及ぼした結果であり，ネグレクト被害だ

けであっても，虐待被害のない児童よりは知的機能が低かったという従来通りの知見で

ある。しかしながらこの研究では，予測に反した意外な結果が得られている。それは重

複群と対照群の児童よりも，ネグレクト被害だけを受けた単独群の児童において，問題

を解決する能力，抽象概念を操作する能力，物事を計画する能力の課題に対して優れて

いたことである。ネグレクトの被害が持つ作用について，まだわかっていないことは多

く，なぜこのような知的機能の相対的な増加が検出されたのか，この知見だけで結論を

導くことはできないが，Nolin and Ethier93)の報告は，ある観点からみると，虐待によ

る被害が児童の知的機能に「促進的」な影響を及ぼすこともありうることを示しており，

その意味ではⅣ章の知見と部分的に合致しているといえる。 

Ⅳ章の研究は，Ⅲ章で探索的に実施された研究①～④の調査のうち，研究①と研究②

において，身体的虐待と性的虐待の被害児では，なぜ【絵画完成】の課題にだけ相対的

な成績の高さが検出されたのかを明らかにするために実施された。この結果を説明する

ための心理学的機序の着想は，ほとんどの部分を Frankel et al.38)（2000）に負ってい

るが，その論文ではわずかな数のデータしか分析されておらず，何らかの確証的な知見

は見出されていなかった。しかし，虐待被害児において【絵画完成】の評価点が高いと

いう結果が，PTSDの過覚醒症状を反映した指標となりうるという仮説を提出したことに

極めて大きな意義があったと筆者は考えており，研究⑤～⑦の調査はまさに Frankel et 

al.38)が提案した仮説を検証していく過程であった。 

以上の考察を総合すると，本論文におけるⅣ章の研究では，①虐待による被害体験が

児童のトラウマ症状を惹き起していること，②PTSDの過覚醒症状と視覚的な注意力が関

連していること，③これらの関連が当該児童の【絵画完成】に影響を及ぼしている可能

性が示唆されたものと結論できる。  
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Ⅴ章：知的機能に係る被害回復の可能性 

 

1節：虐待被害児における知能と学力の乖離（研究⑧） 

 

（1）緒言 

Ⅴ章では，児童の知的機能に及ぼされた虐待被害の影響を回復させることができるの

か，この可能性について，3 つの調査研究を実施した。研究の目的は，被害回復の可能

性を示唆する知見の提供であり，実際に被害回復ができることを証明するところまでは

目指さないものの，経験的なデータに基づいて，被害を回復させうる可能性を理論的に

実証していった。 

虐待被害の学力への影響 学齢期の児童 104 名を対象とした Vondra, Barnett, and 

Cicchetti133)（1989）の研究では，当該児童が学校生活に適応できているのかを担任教

師が評定した。虐待を受けていない対照児に比べると，虐待被害児は学習に対する動機

づけが低く，特別支援教育が必要な者も多く，学力の基礎となる学習意欲そのものが，

虐待被害により低下している可能性が示唆された。同様の結果が Toth and Cicchetti125)

（1996）により，実施された調査でも確認され，虐待の被害を受けた児童 29名と虐待の

被害体験がない対照児32名が比較分析された結果，担任教師の評価によると，虐待被害

児は良い成績を取ろうとする意欲に乏しかったと報告されている。学校での低学力を示

唆する学習態度や学習意欲に関する評価は，学校の担任教師によるものだけでなく，虐

待の被害を受けた児童本人においても，同様に低いことが Barnett, Vondra, and Shonk5)

（1996）の調査で明らかとなった。学齢期にある 6～11歳の虐待被害を受けた児童と，

虐待による被害体験のない対照児を比較分析したところ，低学年時には，自らの学校で

の優秀さを過大評価しているのだが，年齢が上がるにつれて，過小評価に変わっていく

という変化が観察された。こうした発達に伴う変遷は，虐待被害がない対照児ではみら

れておらず，虐待による被害体験が学校での学習に係る態度や意欲を低下させ，年々そ

れを自覚するために，自信を喪失していく虐待被害児の臨床像が理解できる。学習態度

や学習意欲は，学力を獲得していく上での基盤となる心理的な準備性である。そうした

準備性が虐待被害により損なわれることで，学力自体も低下していくことが十分に考え

られる。 

英語と数学を学力指標として調査を行った Rowe and Eckenrode102)（1999）では，5～

18歳の児童が多数調べられ，虐待被害を受けた児童 314名と虐待被害のない対照児330

名が比較分析された結果，いずれの教科でも虐待被害児の成績はかなり劣っていた。1

年間隔を空けて，継時的に追跡を行った Kinard61)（1999）の調査報告も類似の結果を示

しており，9歳時点で虐待による被害児 165名と虐待被害がない対照児 169名が調査さ

れた。その時点での学力検査の結果，虐待被害児の学力は対照児と比べて有意に低かっ
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たのだが，その 1年後に再度学力検査を実施すると，1年前の学力成績を統制したにも

かかわらず，やはり虐待被害児の学力は対照児よりも低かった。この研究は，前年に受

けた学力検査の成績が統制されているため，続く 1年間で虐待被害児の学力が「低下」

したという因果関係を強く支持する知見である。つまり，虐待による被害体験は，児童

の学力を低下させる影響があるのである。特にネグレクトによる被害の影響が甚大であ

り，単独では学力低下に繋がらない性的虐待でさえ，ネグレクトとの重複被害になると，

ネグレクト単独の被害児と同程度に学力低下が起きることがわかっている 35,102)。ネグレ

クトによる被害は，児童を放置することで，保護者が学習に対して適切な援助を行わな

いこと，あるいは児童の学力に関心を示さないことが影響している可能性が考えられる。

たとえば，学習教材を買い与えなかったり，家庭のなかに児童の学習机がなかったり，

授業参観や学校での個人懇談にも参加しなかったりする。そうした環境下で育つことに

より，学習や学力といったものに価値観を見出せなくなってくることも考えられる。一

方，逆に過干渉であったり，勉強を強いたりすることも，虐待家庭ではしばしば起こり

うる 35,127)。いずれにせよ，これまでの研究報告によると，虐待被害が児童の学力に及ぼ

す影響，特に学力を低下させるという悪影響はかなり確立されている。本論文において

も，ネグレクト被害が児童の WISC-III下位検査プロフィールに及ぼす影響を調べた研究

④では，【知識】と【算数】という最も学力と関連する下位検査に成績低下が認められ，

学力低下をきたす影響が確認された。 

以上の知見に鑑みて研究⑧では，虐待被害児の知的機能に関する被害回復の 1つとし

て，学力回復の可能性を追究した。学力を回復させることができれば，虐待被害児の学

校での適応が改善される。 

児童に対して知能検査を実施する状況は，児童相談所の臨床では日常的なものである。

学齢期にある児童が，保護者によって児童相談所に連れて来られ，知能検査を受ける状

況では，保護者の側に児童の知的機能を調べてほしいという要望のある場合が多く，「勉

強ができない」ことの原因を探ってほしいという要望も少なくない。知的機能，特に知

能水準が低ければ，学力水準が低くても問題ではない。低い IQから予測される学力は低

くて当然だからである。臨床的に大きな問題となるのは，IQが低くないのに学力は低い

という場合であり，この状態をアンダーアチーバーと呼ぶ。この場合，考えられる原因

を分類すると大きくは 2 つに分かれる。1つは，児童に学習障害が認められる場合であ

る。学習障害では，読む，書く，話す，聞く，計算する，推論するといった能力に関し

て，特異的な困難を示すものの，IQは低くなく，知的障害は否定される。現時点の定義

では，何らかの中枢神経系の障害が原因であると考えられている。もう1つは，環境に

何らかの学習阻害要因が認められる場合である。IQ自体は低くないにもかかわらず，環

境要因によって学力が身についていかないことがある。後者に対して臨床的な支援を考

えるなら，学習を阻害している要因を探し出し，その要因を改善するか，あるいは除去
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する方向の働きかけを行うことになる。虐待環境を除去した場合に学力回復が期待され

るのは，アンダーアチーバーの状態にある児童だけであり，被害児の学力水準が知能水

準と同程度である場合，環境要因に働きかけても劇的な回復が見込めるとは考えにくい。

なぜなら，IQと学力は極めて高い相関を示すからである。 

知能と学力の相関 20 世紀初頭，Binet, A.が最初の知能検査を作成した段階から，

学力の予測は第一目的とされており，歴史的に知能検査の変遷はあるものの，その目的

として学力の予測は常に念頭に置かれていた。たとえば McGrew and Knopik75)（1993）

が指摘しているように，測定された知能と学力の相関は年齢が上がるにつれて強くなる

のだが，これは年齢が上がるにつれて，知能検査と学力検査が測定する内容が似てくる

からである。検査内容の類似性だけでなく，測定された知能と学力の関係性は双方向的

でもあることが Ceci and Williams23)（1997）によって指摘されており，知能が高けれ

ば，学校での勉強が楽しくて学力が上がり，学習した知識が身に付くことで，知能検査

の結果も上昇すると説明されている。検査内容の類似性だけでは説明がつかない部分に

対して，この論文では理論的な説明が行われたわけであるが，測定された知能と学力に

関する調査結果によって，この説明は経験的にも支持された 22)。学校に通い続けた期間

が長ければ長いほど，児童が退学した場合に比べて，IQが高いことが確認されたのであ

る。知能に係る研究論文を網羅的に整理した Neisser et al.87)（1996）の報告において

も，IQと最終学歴には高い相関があり，IQの高い児童は生涯を通して教育を受ける期間

が長くなることがわかっている。このように IQと学力の関連性は，極めて高いといえる

119)。 

以上，少々詳しくみてきたが，知能は学力と強く関連している。それでも，アンダー

アチーバーという問題が生じることから明らかなように，知能と学力は類似しているが

異なる概念である。臨床的な観点から考えても，知能と学力は別の概念と捉えるべきも

のであり，そうしないと学習障害の問題もアンダーアチーバーの問題も理解できなくな

る。ところで知能と学力を別々に測定することが可能な知能検査は限られている。本邦

において，この目的のために利用可能な知能検査は K-ABC のみである。K-ABCの詳細は

既に2章で記してある。虐待による被害体験が児童の知能と学力に，どのような影響を

与えるのか，研究⑧では K-ABCを用いて分析した。 

 

（2）方法 

児童相談所に受付された児童のデータが抽出された。虐待群として，相談種別が養護

（虐待）で受付され，K-ABCが実施されていた40名のデータが収集され，対照群として，

養護（虐待）以外で受付され，K-ABCが実施されていた40名のデータがさらに収集された。

データの記述統計値を表5-1-1に記す。  
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表5-1-1 データの記述統計 

 

虐待群（N = 40） 対照群（N = 40） 

虐待種別 

  身体的 18 

 性的 4 

 心理的 6 

 ネグレクト 12 

 性別 

  女児 26 12 

男児 14 28 

年齢 

  平均 9 9 

標準偏差 2 3 

 

虐待群と対照群の合計80名のデータを確定した後，すべてのケースに対して西澤89)

（2004）が作成したAEI-R（Abuse Experience Inventory Revised）を用いて，虐待によ

る被害体験の定量的な評定を行った。探索的に分析を行った研究①～④と，そこから派

生した研究⑤～⑦では，虐待群と対照群の同定に際して児童相談所の認定，あるいはそ

の基となったケース記録の記載だけを根拠に分類した。しかし被害回復の可能性を示唆

する知見を提供するという目的の研究⑧～⑩においては，虐待による被害体験を定量的

に把握しておくことで，さらに知見を深めることができると考えられる。回復すべき虐

待による被害が，どの程度のものなのかを定量的に評価できれば，研究結果を解釈しや

すくなるからである。したがって，Ⅴ章の研究⑧～⑩ではAEI-Rを評定した。 

AEI-R 虐待体験の重症度を定量的に把握するための尺度である。日本全国の児童福

祉施設から 591名，ならびに一般家庭から 1,845名の計 2,436名の大規模データを基に

標準化が行われた 89)。得られたデータに対する項目分析と因子分析の結果，5 因子解が

採用され，身体的虐待で 6項目，性的虐待で 8項目，心理的虐待で 5項目，ネグレクト

で 10項目，DV目撃で 6項目の 5因子 35項目の尺度構成とされた。信頼性の検討には，

クロンバックのα係数が計算され，AEI-R全体では 0.94，各因子においても 0.61～0.95

の内的一貫性が確認されている 89)。標準化の際に実施された妥当性に関する調査結果に

よると，児童福祉施設で虐待の被害体験があったことを認知されている児童，児童福祉

施設で虐待の被害体験が認知されていない児童，虐待を受けていない一般家庭の対照児

童の 3 群において，有意な群間差が検出されており，AEI-R全体では，児童福祉施設の

虐待群，児童福祉施設の非虐待群，一般家庭の対照群の順に得点が高かった 89)。AEI-R
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は十分な計量心理学的特性を備えた尺度といえる。 

ただし AEI-Rは，児童相談所の職員や児童福祉施設の職員など，児童のケース情報を

よく知っている専門家が評定を行うことになっており，自己評定尺度ではないため，客

観的情報が得られている範囲での評定に限定される。虐待被害児が実際には体験してい

るものの，第三者の誰にも知られていない虐待事実があった場合，その虐待体験は見過

ごされ，評定されないことになる。こうした評定に係る方法論的な課題が残されてはい

るものの，現時点で本邦において標準化されている虐待体験の評価尺度は他になく，研

究⑧～⑩においては AEI-Rを採用した。なお，AEI-Rの全評定項目は補遺に示した。 

 

（3）結果と考察 

虐待による被害体験の量 定量的な虐待の被害体験に，虐待群と対照群の間で相違が

あるのかを調べた。AEI-Rには5つの尺度が含まれているため，多変量分散分析を用いて

AEI-Rの得点全体に群間差があるのかを検証したところ，統計的な有意差が検出された

（Wilks λ = 0.57，F [5，74] = 11.4，p < 0.001）。虐待群と対照群に関する虐待体験

を比較しており，AEI-Rに総合的な群間差があったことは当然であるのだが，虐待種別に

よっては，明確な群間差がない場合も考えられるため，引き続き虐待種別を個別に比較

した。結果を図5-1-1に示した。 

 

 

図5-1-1 虐待体験の群間差：誤差範囲は95％信頼区間を示している。「***」は0.1％水準，「**」

は1％水準で有意差があることを示しており，「d」は効果量である。 
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個別に群間比較を行ったところ，心理的虐待（t [78] = 0.43，p = 0.67）とDV目撃

（Welch t [72.8] = 1.0，p = 0.32）を除く，身体的虐待（Welch t [54.9] = 5.7，p < 

0.001，d = 1.28），性的虐待（Welch t [70.0] = 4.44，p < 0.001，d = 0.98），ネグレ

クト（Welch t [63.3] = 3.3，p < 0.01，d = 0.73）の3つの虐待種別で有意差がみられ，

効果量はいずれも大きかった。心理的虐待を除く虐待種別に関して，研究⑧の虐待群で

は対照群よりも多く虐待被害を体験していたといえる。児童相談所に受付された時点で

分類される虐待種別は，虐待通告に基づき決定されおり，重複した虐待事実があっても

通常は主な虐待種別のみを用いて定性的に分類される。しかし臨床実態としての児童虐

待は，重複していることの方が自然であり15,36,60,63,112)，二分法的な分類は実態を正しく反

映しない。さらに同じ身体的虐待に分類された虐待被害児であっても，それぞれの児童

ごとに体験した虐待被害は異なり，必ずしも等質ではない。たとえば，顔面を平手で殴

打されても，大腿骨を骨折させられても，背中に大火傷の痕跡が発見されても，定性的

な分類によれば，身体的虐待という区分でしかない。研究⑧～⑩では，同じ身体的虐待

であっても，AEI-Rを用いることで，尺度上の得点に差異を見出すことが可能である。研

究⑧では，多変量分散分析と個別のt検定が明らかにしたように，児童相談所によって定

性的に分類された虐待群と対照群であっても，虐待体験には明白な差があり，虐待群は

対照群に比べて，虐待による被害体験を多く受けていることがわかった。このことは，

対照群に比べた場合，回復すべき虐待被害の量が，虐待群で明らかに多いことを意味し

ている。 

知能と学力の乖離 K-ABCが測定する，継次処理，同時処理，認知処理過程，習得度，

非言語性という5つの総合尺度に関して，虐待群と対照群の間に全体的な差異があるのか

を多変量分散分析で検定した。群間の全体的な差異には有意傾向がみられたため（Wilks 

λ = 0.86，F [5,72] = 2.3，p = 0.054），総合尺度ごとの群間差を個別にｔ検定で確認

した。結果は図5-1-2に示した。  



- 94 - 

 

 

図5-1-2 K-ABC総合尺度における群間差と群内差：誤差範囲は95％信頼区間を示している。

「***」は0.1％水準，「*」は5％水準での有意差を表しており，「d」は効果量である。 

 

図5-1-2をみると，両群の総合尺度における平均値は，すべて100に届いておらず，虐

待群の習得度尺度のみが境界知能水準であり，群間比較によると，習得度にのみ両群間

で有意差がみられ，その効果量は中程度であった（t [78] = 2.4，p = 0.02，d = 0.54）。

つまり，虐待の被害体験が少ない対照児に比べると，虐待の被害を多く体験していた児

童では，学力を反映する習得度の成績が低いということがわかった。この結果は，多く

の先行研究によって支持されてきた虐待被害児の学力が低いという知見と合致しており，

研究⑧の虐待群でもそれが確認されたわけであるが，本研究の目的は，知能水準と学力

水準を比較することにあったので，虐待群において，認知処理過程と習得度の間に差が

あるかどうかが注目される。 

虐待群の認知処理過程と習得度に有意差が得られるのか，対応のあるt検定で比較し

た結果（図5-1-2），虐待群において習得度は認知処理過程よりも有意に低く，その差の

効果量は大きかった（t [39] = 5.7，p < 0.001，d = 0.91）。他方，対照群においては

認知処理過程と習得度の間に有意差がなかった（t [39] = 1.1，p = 0.29）。K-ABCにお

いて，知能水準を反映する認知処理過程と学力水準を反映する習得度の間に虐待群での

み差があったことから，虐待被害児はアンダーアチーバーの状態にあるという作業仮説

が支持された。 

測定された「学力」を生来的な能力が多く反映される「知能」と，後天的な環境要因
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の影響が多く反映される「学習」の相互作用によって規定される指標と考えれば，虐待

被害児においては，学習経験を含めた環境要因に何らかの問題があると論理的に帰結で

きる。環境要因には様々なものが考えられるのだが，虐待が生じるような家庭では，児

童の学習を促進するよりも阻害する機能が強く働いている可能性が高い。 

たとえば，児童の学力に対する虐待加害者の期待が過剰に高かったり，あるいは低か

ったりすること，勉学に集中できないような家族構成員間の重苦しい雰囲気などもある。

暴力を受け続けた児童が様々な精神症状を示すことで 25)，学校での学習に集中できなく

なってしまうことも十分考えられる。いずれにせよ，研究⑧で得られたのは，虐待によ

る被害が児童の知的機能に影響を及ぼし，被害児をアンダーアチーバーの状態にしてし

まうという知見である。アンダーアチーバーの状態にあるということは，現時点で獲得

されている低学力が，低知能によって惹き起された改善困難なものではなく，何らかの

環境調整により学習阻害要因を除去することができれば，少なくとも当該児童の知能水

準にまでは向上させることが理論上期待できる。したがって，アンダーアチーバーの状

態が実証されたことから，被害回復の可能性を示唆する知見が提供できたと結論できる。  
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2節：2種類の知能検査による潜在能力の推定（研究⑨） 

 

（1）緒言 

研究⑧では，虐待被害が児童の「学力低下」に及ぼす影響を回復させる可能性が示唆

された。間接的な論理ではあったが，虐待被害児がアンダーアチーバーの状態にあるこ

とを実証することによって，低学力が低知能に起因するものではなく，改善する可能性

があると考えられた。この学力低下の問題は，先行研究および本論文の研究④によって

示された，ネグレクト被害が児童の学力を低下させるという知見が嚆矢となっており，

その回復可能性を探った研究であった。先行研究において，学力低下よりもさらに確立

されている「IQ低下」の知見に関しても，学力と同じく，虐待被害から回復させる可能

性はあるのだろうか。 

どうすれば IQを回復させる可能性を示すことができるか，筆者は研究③の知見により，

その鍵概念が導き出されたものと考えた。研究③では，WISC-III下位検査系列において，

最初の 2つの課題に対して相対的に低い評価点が得られたことから，心理的虐待の被害

体験が児童の知的機能の「発揮を部分的に抑制」している可能性が示唆された。IQは測

定された知能であり，知的能力の全容を表したものではないため，1 回の知能検査状況

においては，何らかの影響により発揮されなかった知的能力が潜在しているはずである。

どうにかしてそれを推定することができれば，IQに対する被害回復の可能性を示すこと

になる。発揮されなかった知的能力をここでは潜在能力と呼ぶことにするが，この潜在

能力が「ある」ことを証明できれば，研究⑨の目的は達成される。 

潜在能力を推定するために，研究⑨では，2種類の知能検査を実施し，その乖離度を測

定した。2種類の知能検査とは，研究①～⑦で用いてきたWISC-IIIと研究⑧で用いたK-ABC

である。この2つの知能検査が備えている検査特性の違いが，児童の潜在能力を推定する

上で極めて有効だからである。 

WISC-IIIとK-ABCの検査特性 Wechsler135)は知能を特殊な能力ではなく，「総合的かつ

全体的な能力」と定義している。他方，K-ABCでは知能に関して「問題を解決し情報を処

理する個人の認知処理様式」と定義されている54)。K-ABCにおいては，問題解決と事実に

対する知識が明確に区別されており，前者だけが知的能力を反映し，後者は既得知識を

反映するものとみなされている。知能理論の用語で表現するならば，問題解決を反映す

る認知処理過程と既得知識を反映する習得度という尺度は，各々流動性知能と結晶性知

能48）に対応するといえる。多少循環論のようではあるがあえて述べると，流動性知能は

新たな問題に出会った時に試行錯誤しながらそれを解決する能力であり，結晶性知能は

これまでに蓄えてきた知識を用いて問題を解決していく能力である。心理学が実証して

きた知能理論においては，流動性知能が加齢に伴い急激に下降するのに対して，結晶性

知能は平均寿命間近までほとんど低下しないことが明らかにされており，両者を区別し
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て捉えることの妥当性が示されている。 

WISC-IIIとK-ABCには，知能の定義以外にも様々な相違がある。WISC-IIIと異なりK-ABC

では，社会的・文化的環境の影響を最小限に抑える工夫がなされている。たとえば，

WISC-IIIでは検査問題の表現や問題の提示方法の変更は，検査結果の妥当性を低下させ

るとして禁止されている135)。厳密に標準化された教示に頼るWISC-IIIと異なり，K-ABC

では受検している児童が課題の本質を理解できずに不正解となることを避けるため，テ

ィーチングアイテムが設けられている。ティーチングアイテムにおいては，受検してい

る児童が問題に失敗した場合，検査者は正答を教えるだけでなく，言葉や他の方法で課

題の本質を伝えることが許されている54）。他方，WISC-IIIでは同じ教示の繰り返しがた

だ一度だけ許されているが，その間にも制限時間は過ぎていく。要するに，問題文が了

解できないことをどう捉えるかの違いであり，WISC-IIIは知能の低さの表れと考えてお

り，K-ABCでは知能自体の低さの表れというよりも，社会的・文化的な影響かもしれない

と考えている。それゆえ，K-ABCにおいては，問われている事柄自体は理解できた上で，

問題を解決できるか否かが評価されるのである。 

WISC-IIIに比べると，K-ABCの検査道具は色彩豊かであり，児童が飽きないような工夫

を凝らして作成されたゲーム感覚で取り組めるものが多く，受検する児童の動機づけが

低下することを少しでも予防している。加えて，言語反応による回答を極力減らしてお

り，内気なせいで言葉による回答がしにくく，非言語的な反応をしがちな児童であって

も，そのことで課題に不正解となることを避けようと工夫されている。こうした配慮も，

先に述べたのと同じく，適切に言語反応できることを知能の表れと捉えるか否かの違い

であり，K-ABCでは言語反応にこだわらず，回答を評価することが可能である。このよう

に検査特性には大きく異同がみられる2つの知能検査であるが，全く異なる構成概念を測

定しているわけではない。むしろ同じ「知能検査」に分類されていることからも予測さ

れることであるが，この2つの知能検査結果は高く相関することが確かめられている。日

本版のWISC-IIIとK-ABCの間にはr = 0.66という高い相関係数が報告されており135)，海

外においてRust and Yates103)（1997）が調査した際の相関係数（r = 0.68）ともほぼ一

致している。 

検査結果としての相関は高いが，ここまで述べたようなWISC-IIIとK-ABCの検査特性上

の相違点は，端的に言って，知能検査状況をどのように考えるかという違いである。

WISC-IIIは，就職試験や学力試験のような社会的評価を受ける1回だけの状況で，どの程

度の能力発揮ができるかという事態に近い。与えられる枠組みは絶対であり，問題文が

わからないからといって，丁寧に教えてくれる検査者はいないため，定められた通りの

教示で理解できなければ不正解と判定される。WISC-IIIの検査内容には，これまでの学

習経験に影響される知識的な課題が多く含まれており，環境が劣悪な児童は直接的に成

績低下に繋がる可能性もあるが，何らかの補正は一切なされない。他方，K-ABCはどちら
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かというと，受検している児童の能力を最大限に引き出す仕掛けが工夫されており，動

機づけが少しでも高まった状態に導こうとする。問題文が理解できていない児童には，

救いの手が差し伸べられ，少なくとも「何が求められているのか」については理解でき

るまであらゆる説明が繰り返される。K-ABCは，過去経験の影響を可能な限り除外する問

題で構成されており，認知処理過程尺度においては，言語による正確な応答が得られな

い場合であっても，答えがわかっていると十分推量されるならば正解とすることもでき

る。K-ABCによる知能測定では，劣悪な環境下で育った児童にも大きな不利はないものと

されており，それゆえ，虐待被害がなければ発揮できたはずの知的能力に近い水準を測

定可能と期待できる。 

研究⑨では，WISC-IIIとK-ABCの検査結果における乖離度を測定することにより，虐待

被害児の潜在能力を推定することが可能であると考えられた。さらに既述したような検

査特性の違いから，劣悪な環境下で育った虐待被害児においては，WISC-IIIよりもK-ABC

での検査結果が高くなるという仮説が導かれた。ここで児童相談所の臨床実務に鑑みる

と，初回の知能検査でWISC-IIIを実施し，必要に応じて，2回目の知能検査でK-ABCを実

施するのが一般的であり，逆の順番は考えにくい。そうなると，虐待による被害を受け

ていない児童においても，2回目の検査状況への慣れから練習効果が生じることで，K-ABC

の検査結果はWISC-IIIよりも高くなると考えられる。これらを念頭においた上で，次の2

つの作業仮説を導出した。 

 

① 虐待による被害体験の有無にかかわらず，初回のWISC-IIIよりも2回目のK-ABCにお

いて検査結果は上昇する 

② 虐待による被害体験のない対照児に比べて，虐待被害児では2回目のK-ABCにおける

検査結果の上昇度が大きい 

 

この2つの作業仮説が支持されれば，虐待被害を受けた児童においては，知的機能の発

揮が抑制されており，本来的に有している潜在能力は，顕現している知能水準よりも高

いということになる。したがって，潜在能力を引き出すことによる回復可能性があると

考えられるである。 

 

（2）方法 

児童相談所のケース記録からデータを抽出した。研究⑨では，検証すべき明確な仮説

があったため，検定力分析という手法を用いて必要なデータ数を決定した。検定力分析

では，①本当は差がないのに「差がある」と間違って判断する確率（有意水準），②本当

は差があるのに「差がない」と間違って判断する確率の補集合（検定力），③予測される

効果量の3つをあらかじめ設定することで，研究に必要なデータ数を計算することができ
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る。研究⑨では，作業仮説である虐待の有無と2回の知能検査における交互作用に焦点化

して予測される効果量の推定を行った。再検査信頼性に関して，WISC-IIIのFIQはr = 0.93

であり135)，K-ABCの認知処理過程はr = 0.88である54)。WISC-IIIのFIQとK-ABCの認知処理

過程の相関係数は，希薄化の修正公式116)を適用するとr = 0.73（= 0.66 / (0.93 X 0.88)1/2）

であった。2つの尺度間で相関係数を計算する場合，各々の尺度に測定誤差が含まれてい

るため，実際よりも低い相関係数が算出されてしまう。この誤差により低められた元来

の相関係数を推定するために，希薄化の修正公式を利用した。 

被験者間要因である相談種別（虐待群，対照群）と被験者内要因である知能検査種別

（WISC-III，K-ABC）に関して，被験者内要因の相関係数をr = 0.73とし，予測される効

果量を小（f = 0.10）24)，有意水準をα = 0.05，検定力を1-β = 0.80とした場合，必

要なデータ数は108であった。検定力分析に基づき，合計108名を目安にデータを収集し，

最終的には110名分のデータを抽出した。データの抽出条件は以下の2つであった。1つ目

は，WISC-IIIとK-ABCの両方を同時期に受検していることであり，2つ目は，知的障害（IQ

≦70）が認められないことであった。初回のWISC-IIIから2回目のK-ABCにかけての受検

間隔は1～22日であり，検査素点の換算基準月齢が，WISC-IIIとK-ABCで異なるケースは

なかった。データの記述統計値を表5-2-1に記す。 

 

表5-2-1 データの記述統計 

 虐待群（N = 59） 対照群（N = 51） 

虐待種別   

身体的 28  

性的 4  

心理的 9  

ネグレクト 18  

性別   

女児 33 15 

男児 26 36 

年齢   

平均 9 9 

標準偏差 2 3 

 

収集された110名分のデータは，児童相談所の分類に基づき，養護（虐待）として受付

されていた虐待群59名と養護（虐待）以外の相談で受付されていた対照群51名に分けら

れた。最終データが確定した後で，研究⑧と同様に児童のケース記録から虐待被害に関
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連する情報を拾い出し，AEI-R89)の項目を評定した。 

 

（3）結果と考察 

図5-2-1にWISC-IIIのFIQとK-ABCの認知処理過程に関する検査結果を示す。 

 

 

図5-2-1 2つの知能検査の結果：誤差範囲は95％信頼区間を示している。 

 

WISC-IIIとK-ABCにおける検査結果に関して，虐待群と対照群で有意差はなく，WISC-III

が測定するFIQにおいても（t [108] = 1.4，p = 0.16），K-ABCが測定する認知処理過程

においても（t [108] = 0.3，p = 0.78），両群の知能水準に統計的な差はなかった。換

言すれば，研究⑨のデータに関する限り，虐待群と対照群の知能水準は同程度であった。

知能水準に差がないことを確認したので，引き続き虐待体験の量を比較分析した。図

5-2-2にAEI-Rの結果を示す。  
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図5-2-2 AEI-Rの検査結果：誤差範囲は95％信頼区間を示している。「***」は0.1％水準，「**」

は1％水準での有意差を表しており，「d」は効果量である。 

 

AEI-Rの評定値から相談記録による群構成の信頼性を確認するため，多変量分散分析に

よる検定を行った。すべての虐待を総合した結果から，虐待群は対照群より有意に虐待

被害を体験していた（Wilks λ = 0.26，F [5，104] = 27.9，p < 0.001）。虐待種別ご

とにみても，身体的虐待（Welch t [101.6] = 4.5，p < 0.001，d = 0.84），性的虐待（t 

[108] = 2.6，p = 0.009，d = 0.50），心理的虐待（t [108] = 3.7，p < 0.001，d = 0.72），

ネグレクト（Welch t [89.8] = 9.3，p < 0.001，d = 1.71），DV目撃（Welch t [106.6] 

= 4.3，p < 0.001，d = 0.81）に中程度から大きな効果量が認められた。すなわちここ

までの分析から，研究⑨の虐待群と対照群に関しては，知能水準に差がなく，虐待によ

る被害の体験量には大きな違いがあるということがわかった。以上の前提条件を踏まえ，

次に研究仮説を検証した。 

2回目のK-ABCにおける認知処理過程と初回のWISC-IIIにおけるFIQの乖離度を潜在能

力推定の手掛かりと操作的に定義し，仮説を検証した。具体的には，初回のWISC-IIIか

ら2回目のK-ABCにかけて検査結果が変化するのか，変化するならば，虐待体験の有無に

よって変化量に違いはあるのか，被験者間1要因（虐待の有無）と被験者内1要因（2種類

の知能検査）の二元配置分散分析で検証した。結果を図5-2-3に示す。  
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図5-2-3 潜在能力に関する分散分析による交互作用効果：「d」は効果量である。 

 

分散分析の結果，被験者間要因の主効果は有意でなく（F [1，108] = 0.4，p = 0.53），

被験者内要因の主効果は有意であり（F [1，108] = 40.9，p < 0.001），交互作用も有意

であった（F [1，108] = 7.2，p = 0.008）。二元配置以上の多要因による分散分析では，

交互作用が有意であった場合，主効果自体を論じることには意味がなくなり，単純主効

果の検定という下位検定が必要となる。 

図5-2-3に対しても，単純主効果の検定を行うと，虐待群における検査結果の上昇度（F 

[1，108] = 41.3，p < 0.001）と対照群における検査結果の上昇度が有意であった（F [1，

108] = 6.9，p = 0.010）。交互作用に関する効果量に関しても，平均値の差異を反映さ

せたd系の推定値が推奨されており83)，2回目から初回の検査結果を減算した値に対する

平均値差からCohen24)（1988）のdを計算したところ，効果量は中程度であった（d = 0.52）。

つまり，虐待群における2回目のK-ABCの上昇度と対照群の上昇度との間には，決して小

さくない差があり，虐待群での上昇が著しいことを示していたのである。 

研究⑨は，条件統制が可能な実験研究ではなく，臨床研究であるため順序効果を統制

できておらず，110名の児童は全員WISC-IIIを初回に受検してから，2回目にK-ABCを受検

していた。実験研究ではないため，カウンターバランスという手法を用いて順序効果を

相殺できておらず，2回目のK-ABCにおいて検査結果が上昇した要因のなかから，似たよ

うな知能検査を反復受検したことで単なる練習効果が生じていた可能性を否定できない。

練習効果がなければ，図5-2-3に示された結果は研究仮説をより明瞭に支持していると解
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釈できるが，もし練習効果があった場合は，その効果の程度を推量して被験者間要因で

ある虐待被害の影響と分離しなければならない。 

WISC-IIIとK-ABCの下位検査のなかで，唯一同じ課題である【数唱】を用いることで練

習効果の有無を検証した。同じ課題でなければ比較が不可能であることに加えて，【数唱】

という課題の持つ特性が，練習効果を調べるのに最適であったからである。【数唱】は，

たとえば「1，9，6，4，3，8」などと検査者が口頭で呈示し，その順番を精確に覚えて，

口頭で同じ数列を復唱することが求められる課題である。この課題は教示が難しくない

ため，初めて受検する場合に比べて，2度目であれば何が求められているのかを即座に思

い出せる。それゆえ，練習効果があるとすれば，【数唱】においても図5-2-3と同じよう

な成績の傾向が示されるはずである。分析結果を図5-2-4に示す。 

 

 

図5-2-4 【数唱】における練習効果の検証 

 

図5-2-3と同様の二元配置分散分析の結果，被験者間要因の主効果（F [1，106] = 0.01，

p = 0.91），被験者内要因の主効果（F [1，106] = 0.13，p = 0.72），交互作用のいずれ

も有意ではなく（F [1，106] = 0.59，p = 0.44），研究⑨の結果に関して，練習効果が

あったとはいえなかった。したがって，WISC-IIIからK-ABCにかけての検査結果の上昇に

は，単なる練習効果を超えた成分が含まれており，その成分の出現に対して，虐待被害

の有無が強く影響していると考えられる。 

ここで仮説検証の枠組みから，研究⑨の結果を整理しておくことにする。結論から述
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べると，研究⑨における仮説①と②は両方とも分析結果によって支持された。仮説①は，

初回でのWISC-IIIに比べて，2回目のK-ABCで検査結果が上昇するというものであり，分

散分析による被験者内要因の主効果が有意であったことがこれを支持した。標準化研究

の調査では，WISC-IIIの再検査信頼性を測定するため，児童84名に対して2週間～6ヶ月

間隔（M = 76.2日）で2回の検査を実施し，FIQで8.3ポイントの上昇がみられている135)。

WISC-IIIを2度実施すると，FIQは練習効果により上昇するといえる。K-ABCを2回実施し

た検査結果においては，年齢を平均すると，認知処理過程で4.8ポイントの上昇がみられ

ている54)。K-ABCにおいても，短期間に2度実施すれば，練習効果により結果は上昇する

といえる。検査種別を変更しているため，これらの結果と直接的な比較はできないもの

の，研究⑨で対象となった児童全体では6.2ポイントの上昇がみられた。この結果を練習

効果と捉えるのか否かについて，【数唱】を用いた推定を行ったのであり，分散分析の結

果から，明らかな練習効果は検出されなかった。標準化の調査結果によると，WISC-III

の【数唱】を2度受検することで，平均的には0.7ポイントの評価点上昇があり135)，同様

にK-ABCの【数唱】では，0.5ポイントの評価点上昇がみられている54)。研究⑨での【数

唱】の変化は，虐待群で-0.1，対照群で0.3ポイントであり，いずれも測定誤差の範囲で

あった。したがって，WISC-IIIのFIQからK-ABCの認知処理過程への変化量を単なる練習

効果の影響だけと捉えることは間違っており，他の要因による効果を想定する方が妥当

である。 

さらに，WISC-IIIとK-ABCにおける課題の困難度も，この考えを支持している。規準集

団におけるWISC-IIIとK-ABCの比較によると，児童28名に実施された検査結果から，

WISC-IIIのFIQはM = 103.4（SD = 15.2）であるのに対して，K-ABCの認知処理過程はM = 

102.9（SD = 12.7）であった135)。測定誤差の範囲ではあるものの，規準集団における検

査結果はわずかにWISC-IIIの方が高く，標準化に用いられた児童のデータに関しては，

少なくともK-ABCに比べてWISC-IIIの方が困難であったとはいえない。実施順序の影響を

統制するためのカウンターバランスが行われたのか否かの記載がなく，断定はできない

ものの，臨床群ではない一般児童においてはWISC-IIIとK-ABCの両方を受検する場合，検

査結果に明らかな差異は生じないといえる。逆に，K-ABCが潜在知能を引き出しうるのは，

何らかの困難を抱えた臨床群だけであるとも考えられる。 

重度の言語障害を持つ児童40名にWISC-IIIとK-ABCを実施したPhelps, Leguori, 

Nisewaner, and Parker97)（1993）の研究では，K-ABCの検査結果の方が有意に高かった

と報告されている。経済的に貧困なアフリカ系アメリカ人35名にWISC-IIIとK-ABCの短縮

版を実施したGrados and Russo-Garcia43)（1999）の研究においても同様に，K-ABCの検

査結果はWISC-IIIよりも高かった。こうした知見が得られたのは，そもそもK-ABCが作成

された理念に理由があり，英語圏ではない児童や障害を持つ児童において，検査構造上

の不利益を除外しようとする意図があったためと考えられる54)。K-ABCの作成意図を考慮
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すると，研究⑨で用いたデータが虐待群も対照群も臨床群であったため，WISC-IIIより

K-ABCで検査結果が上昇するという結果が得られた可能性が高い。 

続いて，仮説②が支持された結果を考察する。仮説①で支持された結果は，臨床群に

おいてWISC-IIIからK-ABCへの検査結果の上昇を示していた。仮説②に対しては，虐待に

よる被害を受けた児童においては，虐待被害がない場合に比べて上昇幅の大きいことが

検証された。分散分析の交互作用が有意であり，効果量も中程度であったことから，

WISC-IIIとK-ABCの検査構造上の違いや，検査者あるいは検査場面への慣れなど，様々な

要因により，虐待被害児の潜在能力がかなり引き出されていたと解釈できる。 

ここまで様々な考察を重ねてきたが，最後に研究⑨の知見を整理して述べておく。虐

待による被害体験が知的機能の発揮を抑制しているという研究③で得られた知見を前提

として，研究⑨では被害回復の可能性を検討してきた。知的機能の発揮が抑制されてい

るのであれば，抑制される前の知能水準は抑制された後よりも高いはずである。何らか

の工夫を凝らして，抑制される前の相対的に高い潜在能力を推定できれば，虐待の被害

体験により，低下しているようにみえる知能水準を回復しうる可能性を示せる。このこ

とを検証するために 2 種類の知能検査を用い，抑制後の時点で発揮可能な知的機能を

WISC-III，抑制前に本来発揮できるはずだった知的機能を K-ABCによって測定すること

で分析した。先行する WISC-IIIより，虐待による被害体験のある児童では K-ABCの方が

高かったことから，虐待被害児の潜在能力は顕在している知能水準よりも高いことが明

らかとなった。相対的に高い潜在能力が秘められていることを実証したことにより，虐

待体験が抑制している知的機能を，回復させうる可能性を示唆する知見が提供できたも

のと結論する。  
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3節：施設入所による知的機能回復への効果（研究⑩） 

 

（1）緒言 

研究⑧と研究⑨によって，少なくとも知的機能に限っては虐待被害を回復させうる可

能性が示唆された。研究⑩では，児童福祉施設への入所効果を扱い，虐待環境から分離

されることで児童の知的機能，特に抑制された知能水準がどのように変化するのかを調

べた。 

施設入所の知的機能への影響 虐待環境からの分離効果を調べたいくつかの先行研

究のうち，虐待研究の初期に実施された一連の調査結果が Johns Hopkins大学の研究者

によって報告されている 79,80,81,82)。この調査では，虐待が行われていた家庭から分離され

た50名の虐待被害児を，最長で 17年間にわたり追跡している。調査結果のなかでは，

身長と体重の劇的な伸びといった成長発達における被害回復に加えて，IQの変化も調べ

られており，以下で紹介していくことにする。 

虐待被害児のIQと家庭で過ごした時間には有意な相関があり，虐待環境下で暮らした

時間が長ければ長いほど，当該児童の IQは低かった。児童を虐待環境から分離保護する

前後で IQを比較したところ，分離後に IQ上昇が確認された。どのような要因が，この

IQ上昇に影響しているのかを明らかにするため，いくつかの説明変数と IQとの関連性

が重回帰分析によって調べられた。その結果，虐待被害児を保護していた期間，言い換

えると，虐待環境から分離後の時間の長さこそが，IQ上昇と最も関連していた。重回帰

分析は，他の要因を統制した上で，ある説明変数がどの程度目的変数の違いに影響を及

ぼしているかを調べる統計手法であるため，虐待の重症度や被害児の年齢など，他の要

因がすべて同じであれば，単純に虐待家庭から分離している期間が長ければ長いほど，

当該児童におけるIQの回復幅も大きいことが明らかとなったのである。分離期間の長さ

の次に，被害回復の決定因として大きな影響力を持つのは，保護した時点での児童の年

齢やその時点で測定された知能水準であった。 

分離された時点での知能水準が，虐待による抑制効果を受けた結果，非常に低くなっ

ていれば，逆に回復しうる幅も大きいと考えられる。しかし，虐待被害による IQ低下が

小さければ，回復可能な幅も小さくなってしまう。そのため，虐待環境から分離された

時点での IQが，その後の IQ上昇に影響するのは当然である。年齢要因も同じであり，

虐待家庭から分離保護された時点での年齢が幼ければ，その後の期間によって回復可能

な幅は大きくなる。逆に，虐待環境から救い出した時点で，すでに成人前であったなら

ば，その後の変化幅はどうしても小さくなってしまう。そのため，虐待環境から分離し

た時点での年齢が，その後の IQ変化に影響することも当然の結果である。 

このように，当然想定される分離保護した時点での知能水準や年齢よりも，保護期間

が最大の影響力を持っていたことは，虐待環境がそれだけ強く知的機能を抑制している
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ことの証拠である。一連の調査において，虐待被害を体験した児童の IQは，家庭で暮ら

していた時点で測定すると M = 66（範囲36～101）であったが，虐待家庭から分離保護

した後に再度測定すると M = 90（範囲48～133）と回復していた。回復幅が最大の児童

では，3～13歳までの 10年間に IQ = 36 ⇒ 120へ上昇したと報告されている。こうし

た調査結果に鑑みながら Money80)（1982）は，早期介入により虐待のない環境へ移行さ

せれば知的機能の回復は可能であるものの，なかなか介入できずに分離保護が遅れた場

合，虐待被害児の知能低下が恒久化してしまう危険性があると警告している。 

筆者自身の先行調査（緒方康介，『応用心理学研究』第33巻，2008年） 次に筆者自

身が行った先行知見を1つ紹介する。従来から，児童福祉施設への入所が児童の発達にど

のような影響を及ぼすのかということは研究者たちの関心であった27,108,124)。多くの先行

研究では，戦争や事故により両親を失うといった事情で，施設入所を余儀なくされた児

童が，家庭養育でなら与えられるはずの十分な愛情をもらえず，限られた資源と人員の

なかで，社会的に育てられているという視点で研究が実施されてきた。こうした観点か

らの研究では，施設入所の効果に対しては否定的な側面が強調されており，知的機能を

調べた研究も同様である。たとえばvan IJzendoorn, Luijk, and Juffer50)（2008）は，

それまでに報告された施設入所の効果に関する論文をメタ分析によって整理し，驚くべ

きことに，里親を含めた家庭養育を受けた児童に比べて，施設に入所していた児童のIQ

は，平均すると20ポイントも低いことを明らかにした。このように施設入所が知的機能

に与える影響といえば，否定的なものばかりが報告されてきたが，虐待被害児に限って

は，必ずしも当てはまらないことを先に引用した知見は示した。このことを確認すべく，

筆者も児童相談所が施設に入所させた児童の知能検査データを収集して分析した。 

集められたデータは全部で224名分あった。細かくなるが，表5-3-1にこの研究で収集

されたデータの記述統計値を示した。表5-3-1に記された「1」や「2」は，1回目の測定

時点と2回目の測定時点を表している。  
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表5-3-1 データの記述統計 

 虐待群（N = 73） 対照群（N = 151） 

施設入所   

 有 34 114 

 無 39 37 

虐待種別   

身体的 24  

性的 10  

心理的 11  

ネグレクト 28  

性別   

女児 33 76 

男児 40 75 

年齢1   

平均 7 6 

標準偏差 3 4 

年齢2   

平均 10 11 

標準偏差 4 4 

測定間隔（日）   

平均 1,158 1,560 

標準偏差 726 1,118 

 

この研究では，計量心理学的知能を測定する検査は3種類あり，①新版K式発達検査2001，

②田中ビネー知能検査，③WISC-III知能検査が用いられた。 

施設入所が児童の知的機能の変化に及ぼす影響に関して，虐待を受けているかいない

かという観点から分析するため，施設入所の有無と虐待被害の有無ならびに性別の違い

による三元配置分散分析が実行された。この研究の結果を図 5-3-1に示す。  
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図5-3-1 児童福祉施設入所が知的機能回復に及ぼす効果：「**」は1％水準，「*」は5％水

準で有意差があることを示しており，「d」は効果量である。 

 

分散分析の結果，二次の交互作用は有意でなかったが（F [1，216] = 0.3，p = 0.60），

施設入所の有無と虐待被害の有無における一次の交互作用は有意であった（F [1，216] = 

4.7，p < 0.05）。施設入所の有無と性別（F [1，216] = 1.0，p = 0.32），虐待被害の有

無と性別（F [1，216] = 1.4，p = 0.23）における一次の交互作用はいずれも有意でな

かった。すなわち，この研究では施設入所の有無と虐待被害の有無による交互作用だけ

が有意であり，単純主効果の検定から，虐待群においては施設入所の有無で知能水準の

変化量に有意差があり（F [1，216] = 6.9，p < 0.01），施設に入所していない場合より

も施設に入所している場合，知能水準が低下する程度が小さかった。言い換えると，虐

待被害児を施設に入所させた場合，知能低下を抑制する効果が認められたことになる。

施設に入所しない場合，両群間で知能水準の変化量に有意差が検出された（F [1，216] = 

6.7，p < 0.05）。虐待家庭で児童を生活させておくことにより，虐待被害のない家庭で

暮らす場合に比べて知能水準の低下が著しかった。これらの結果から，①虐待による被

害が児童の測定された知能を低下させること，②虐待環境から分離保護することにより，

被害児では測定された知能の低下を抑制できること，以上 2点が明らかにされた。さら

に，この研究を細かく分析するなかでは，ネグレクトの被害児においては，知能低下を

抑制するだけでなく，知能水準を上昇させることも可能であった。 

ここまでの先行研究をみてくるなかで，施設入所の効果，逆に言うと，虐待環境から

被害児を分離することの効果が，少しずつ明らかとなってきた。その効果とは，知能水

準の向上であり，IQ の回復である。研究⑩では，単に IQ の回復というだけでなく，ど
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ういった知的機能が回復するのかを明らかにするため，WISC-IIIを用いて虐待された被

害児における施設入所の効果を検証した。 

 

（2）方法 

児童相談所のケース記録のなかから，WISC-IIIを複数回受検している児童のデータを

収集した。収集したケース記録から，性別，年齢，検査結果，施設入所歴を抽出した。

研究⑩でも，目的変数に知能検査の結果を用いるため，知的障害相談で受付されていた

ケースは除外した。データが抽出された後で，虐待体験に関して AEI-Rを用いて定量的

な評定を行った。なお，WISC-IIIが3回以上実施されていたデータに対しては，初回と

2回目の検査結果だけを用いた。最終的に抽出条件を満たした 75名のデータが収集され

た。児童相談所での相談受付に基づき，養護（虐待）相談の虐待群 24名と虐待ではない

養護（その他）相談および性格行動相談から構成される対照群 51名に分類した。データ

の記述統計値を表 5-3-2に記す。  
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表5-3-2 データの記述統計 

 虐待群（N = 24） 対照群（N = 51） 

施設入所   

 有 18 19 

 無 6 32 

虐待種別   

身体的 9  

性的 1  

心理的 3  

ネグレクト 11  

性別   

女児 11 19 

男児 13 32 

年齢1   

平均 10 10 

標準偏差 2 2 

年齢2   

平均 12 13 

標準偏差 2 2 

測定間隔（日）   

平均 872 995 

標準偏差 375 411 

 

研究⑩では，便宜的に測定 1回目を Pre，測定 2回目を Postと呼ぶことにする。Pre

からPostの期間に施設に入所していたケースは 37名（虐待群 18名，対照群 19名），入

所していなかったケースは 38名（虐待群6名，対照群32名）であった。Preから Post

までの測定期間は M = 955.6日（SD = 402.0），入所期間は M = 368.5日（SD = 489.6）

であり，初回から2回目の検査実施までは，概ね 2年 7ヶ月程度の間隔が空いていた。

研究⑩のデータに関して，施設に入所している児童では，平均すると概ね 1年間の入所

期間であった。これら測定期間と入所期間には，虐待群と対照群の間に統計的な有意差

はなく（測定期間：t [73] = 1.3，p = 0.22；入所期間：t [73] = 1.6，p = 0.12），Pre

からPostへの変化量に群間で差異があった場合，検査実施間隔の違いや入所期間の違い

によるものではないと推定できる。 
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（3）結果と考察 

図 5-3-2に 3つの IQの検査結果，図 5-3-3に言語性の 5下位検査の結果，図 5-3-4

に動作性の 5下位検査の結果を示した。 

 

 

図5-3-2 虐待の有無と入所の有無による 3つのIQの変化：誤差範囲は95％信頼区間を示

している。 

 

 

図5-3-3 虐待の有無と入所の有無による言語性5下位検査の評価点変化：誤差範囲は

95％信頼区間を示している。 
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図5-3-4 虐待の有無と入所の有無による動作性5下位検査の評価点変化：誤差範囲は

95％信頼区間を示している。 

 

Preと Postのいずれに関しても，WISC-IIIの結果すべてに有意な群間差はなかった。

多変量分散分析により，これらすべての検査結果を総合した群間差を検定したが，それ

も有意ではなかった（Pre：Wilks λ = 0.79，F [13，61] = 1.3，p = 0.25；Post：Wilks 

λ = 0.78，F [13，61] = 1.3，p = 0.22）。他方，AEI-R の結果では，性的虐待を除く

すべての虐待種別で有意差が得られ，虐待群は対照群の評定値よりも高かった。AEI-R

の結果に対する総合的な群間差も多変量分散分析で検定したところ，有意であり（Wilks 

λ = 0.23，F [5，69] = 47.2，p < 0.001），研究⑩の虐待群は，対照群よりも多くの虐

待被害を体験していたことが判明した。 

研究⑩の目的は，施設入所がどういった知的機能の回復に貢献するのかを，虐待被害

との関連から調べることであった。複数回にわたり，繰り返し測定された変数を分析す

る場合，継時データが対象となるため，検出したい要因の効果を単純な時間経過による

影響から分離する必要がある。そこで測定期間と入所期間 82)を共変量として統制した。

図5-3-5に3つのIQにおいて，共変量を統制した後の推定値を示した。  
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図5-3-5 IQの変化に対する推定値：「**」は1％水準，「*」は5％水準で有意差があることを示

しており，「d」は効果量である。 

 

多変量共分散分析の結果，交互作用が有意であったのは，FIQ（F [1，69] = 5.2，p = 

0.026）と PIQ（F [1，69] = 8.7，p = 0.004）であった。交互作用が有意であったため，

単純主効果の検定を行ったところ，FIQ（F [1，69] = 5.4，p = 0.024，d = 0.61）も

PIQ（F [1，69] = 8.9，p = 0.004，d = 0.78）も施設に入所した場合，対照群よりも虐

待群で IQが有意に上昇しており，その効果量も中程度であった。対照群では施設入所し

ない場合，FIQが有意に上昇しており，その効果量も中程度であった（F [1，69] = 4.6，

p = 0.036，d = 0.76）。変化に係る時間要因を統制すると，虐待被害を受けた児童では，

施設入所によって FIQと PIQに明確な上昇がみられることがわかった。ただし，研究⑩

における FIQの上昇に係る推定値（2.4）は決して大きくない。van IJzendoorn et al.50)

（2008）のメタ分析によると，里親を含めた家庭養育を受けた児童に比べて，施設に入

所した児童の IQは平均して 20ポイントも低かった。さらに van IJzendoorn et al.49)

（2005）によるメタ分析からは，養子縁組した児童は施設に残された血縁のきょうだい

よりも IQが高く，養子縁組した先の家族に元々暮らしていた義理のきょうだいとの間に

IQの有意差はなかったと報告されている。これらの知見では，虐待被害の要因が分析さ

れていないため，直接的な比較はできないものの，施設に入所する児童は適切な家庭養

育を受け続ける場合に比べれば，IQが伸び悩む可能性が読み取れる。研究⑩の対照群が

施設入所後にわずかではあるが IQを低下させたこと（-3.2ポイント）は，こうした知

見と合致している。 

しかし虐待被害児においては，施設入所に正の効果が認められた。このことから，虐
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待以外の理由で施設入所している場合に比べると，家庭養育による効果が反転してしま

っていることが示唆される。すなわち，虐待被害を受けて施設入所している児童以外で

は，家庭養育は施設生活よりも当該児童の知的発達を促進する効果を持っている。しか

し虐待家庭では知的機能に与える負の影響が強くなり，むしろ施設での生活が家庭養育

よりも知的発達を促進している可能性がある。それだけ，児童が虐待家庭で生活するこ

との不利益は大きいものと考えられる。 

ところで VIQの変化量では，交互作用も主効果も有意でなかった。van IJzendoorn et 

al.49)（2005）のメタ分析では，養子縁組された児童と引き取り先の義きょうだい間で

IQに有意差はなかったが，言語能力には小さいながらも有意差があり，入所していた施

設から養子縁組された児童の言語能力は，元々養子縁組先の家庭で育てられた義理のき

ょうだいには届かなかった。この知見から，養子縁組された児童におけるFIQの上昇は，

言語能力以外の知能特性が向上したことによるものと帰結できる。その意味では，研究

⑩において，VIQに有意な変化量がみられなかったことと合致している。 

VIQには有意な変化がみられなかったものの，PIQには有意な交互作用が検出された。

施設入所による効果の方向はFIQと同じであり，虐待による被害体験を持つ児童では，

PIQが施設入所によって上昇した。しかも効果量はFIQよりも大きく，虐待被害児が施

設に入所した場合，PIQの上昇は平均して 7.0ポイントも見込まれた。対照群が施設に

入所した場合の-0.9ポイントとの間で，大きな効果を持つ有意差であった。PIQはCHC

理論でいえば，流動性知能にあたり 74)，継時変化において最も感度が高く，変化しやす

いとされている知的機能である 145)。VIQでみられなかった有意な変化量が，PIQで得ら

れた背景には，こうした知的機能の変化容易性が影響していたと考えられる。 

続いて，図5-3-6に言語性の 5下位検査，図 5-2-7に動作性の 5下位検査で共変量を

統制した後の推定値を示した。  
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図5-3-6 言語性下位検査の評価点変化の推定値：「*」は5％水準で有意差があることを示し

ており，「d」は効果量である。 

 

 

図5-3-7 動作性下位検査の評価点変化の推定値：「**」は1％水準，「*」は5％水準で有意差

があることを示しており，「d」は効果量である。 

 

図5-3-6と図5-3-7に示した下位検査プロフィールに関して，多変量共分散分析を実

施したところ，【絵画完成】（F [1，69] = 4.6，p = 0.035）と【算数】（F [1，69] = 4.5，

p = 0.038）において，有意な交互作用が得られたため，単純主効果検定を実行したとこ

ろ，【絵画完成】は施設に入所した場合，対照群に比べて虐待群で有意に上昇しており（F 
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[1，69] = 8.3，p = 0.005，d = 0.76），対照群においては，施設に入所する場合に比べ

て家庭生活を続けた場合に【絵画完成】の上昇がみられた（F [1，69] = 4.8，p = 0.032，

d = 0.78）。【算数】に関しては，施設に入所しない場合，対照群に比べて虐待群で有意

な低下が示された（F [1，69] = 5.0，p = 0.029，d = 0.71）。 

【絵画完成】では，対照群（-1.4）に比べて虐待群（0.8）で，施設入所における正の

効果がみられたことになるのだが，この結果の解釈は少し慎重に行う必要がある。なぜ

なら，単純主効果の検定では，対照群と虐待群における変化量の間に有意差が示された

だけだからである。虐待群が施設入所した場合に，【絵画完成】に係る知的機能を「上昇」

させたのか，対照群が施設入所した場合に，それらの知的機能を「低下」させたのか，

いずれの場合でも変化量の差は有意となる。必ずしもこの結果から，虐待被害を受けた

児童を施設に入所させることで，【絵画完成】に係る知的機能が回復するとはいえない。

特に，虐待群の上昇量は推定値で 0.8ポイントであり，対照群における低下量の推定値

である-1.4ポイントよりも絶対値が小さく，得られた有意差は，虐待を受けていない児

童が施設に入所した場合に，【絵画完成】に係る知的機能を低下させることに起因してい

た可能性が否定できない。 

【算数】での群間差は，もう少し明瞭に施設入所の効果を表現したものと考えられる。

施設に入所しなかった虐待群の評価点推定値は-1.9 ポイントも低下していたが，他方，

施設に入所しなかった対照群では0.5ポイントの上昇がみられた。対照群の変化量は，

ほとんど 0であり「上昇」したと考えるよりも，大きな変化がみられなかったと捉える

方が妥当である。それに比べて，虐待群の低下量は-1.9ポイントであり，評価点の標準

偏差が 3であることに鑑みても，小さくない低下幅といえる。虐待が継続する家庭で児

童が暮らし続けると，WISC-IIIにおける【算数】の評価点は低下していくものと考えら

れる。【算数】が測定している知能特性に関しては，議論が続いており，記憶力，数量的

な推論能力，計算能力などが関連していると考えられている 57)。1990年以降の研究知見

を整理した Stone120)（2007）の報告によると，虐待被害児では読字能力と計算能力に困

難が認められ，学校でもそうした教科において成績が低いことが明らかにされている。

この報告は，虐待被害児が家庭生活を継続する場合に，【算数】の成績が低下するという

研究⑩で得られた結果とも合致しており，虐待環境が児童の知的機能に及ぼす影響の 1

つを示唆していると考えられる。 

以上の考察を，再度ここで整理しておくことにする。研究⑩では，説明変数として虐

待の被害体験の有無だけでなく，児童福祉施設への入所の有無を取り扱った。目的変数

は，2回の測定における WISC-III知能検査の変化量であった。継時データを分析する必

要性から，時間要因を共変量として統制したところ，虐待の有無と施設入所の有無によ

る交互作用が，FIQ，PIQ，【絵画完成】，【算数】において検出された。FIQとPIQの標準

偏差は 15であり，【絵画完成】と【算数】の標準偏差は 3に設定されていることから，
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特にPIQと【算数】課題の 2つで大きな変化量が得られたといえる。【算数】課題に関し

て述べると，虐待環境による悪影響が強く示唆される結果であり，被害児が虐待家庭で

暮らし続けることにより，-1.9ポイントも【算数】の評価点が低下するという知見が得

られた。虐待の被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響を，1 つ明らかにできたものと

考えられる。他方，PIQ に関しては，虐待被害児を児童福祉施設に入所させることで約

7.0 ポイントもの被害回復の可能性を示すことができた。この知見は，虐待環境が被害

児の知的機能を抑制していたことを強く支持するものである。したがって，研究⑩では，

知的機能の発揮を抑制する阻害要因である虐待環境から，児童を分離することにより，

被害回復が可能となりうる知見を提供できたものと結論する。  
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4節：Ⅴ章の総合的考察 

 

Ⅴ章では，虐待による被害からの回復可能性を見出すという観点から，3 つの調査研

究が実施された。研究④で明らかになったネグレクトの被害体験が児童の学力を低下さ

せるという知見から，この被害を回復しうる可能性を示すために研究⑧では，低下した

学力水準よりも知的機能は高く，虐待被害児がアンダーアチーバーの状態にあることを

示す必要があった。そこで K-ABCという知能検査を用いて，知的機能を反映する認知処

理過程が，学力を反映する習得度よりも高いことを検証した。研究③で考察された心理

的虐待の被害体験が知的機能の発揮を抑制しうるという知見から，抑制される前の潜在

能力が，顕現している知能水準よりも高いことを実証できれば，知的機能の発揮抑制と

いう被害の影響から回復しうる可能性を示すことができる。そこで WISC-III と K-ABC

における検査特性の違いに着目し，研究⑨では潜在能力を推定する試みを行った。初回

に実施されていた WISC-IIIよりも，2回目に実施された K-ABCの知能水準が高く，①虐

待被害が知的機能の発揮を抑制し，②測定上の工夫により潜在能力を推定でき，③発揮

抑制の阻害要因を除去することで，被害を回復しうる可能性があることが示された。研

究⑨で得られた知見から，阻害要因を除去した場合に，知的機能の回復が可能となるの

かが研究⑩で検証された。具体的には，虐待家庭から分離して施設へ被害児を入所させ

ることにより，環境要因を劇的に変化させた結果，知的機能が回復するのかを検証した。

いくつかの検査結果において，施設入所の効果が見出され，被害児を虐待環境に置き続

けることは，知的機能を低下させることに繋がるが，一方で，施設へ入所させることに

よって，その被害を回復させうる可能性が示唆されたのである。 

以下では，Ⅴ章の研究⑧～⑩で得られた知見について総合的な考察を加える。まずは

研究⑧の結果において，知見の妥当性を保証する 2つの前提について取り上げる。1つ

目は，学力尺度の問題である。研究⑧では，知能と学力の乖離度が調べられたのだが，

知能の尺度に関しては，本論文で一貫して用いてきた知能検査であり問題はないものの，

学力の尺度に関しては，知能検査である K-ABCから推定しているため少々問題が残る。

これは K-ABCが標準化された学力検査ではないためであるが，本邦では標準化された学

力検査はなく，習得度尺度を学力の指標と捉えた先行研究も報告されており 137)，研究⑧

ではK-ABCを採用した。 

2 つ目は，知能と学力の相関に関する問題である。研究⑧では，測定された知能と学

力が相関するという古くからの知見を示し，高い相関があるにもかかわらず，知能と学

力に乖離が認められる臨床像をアンダーアチーバーとして取り上げた。しかし 2つの変

数が非常に高く相関することは，それらがほとんど同じ構成概念である可能性もあり，

知能と学力を区分する必要があるのかという問いに対して説明が必要である。この点に

関して，端的に答えるならば，臨床的にアンダーアチーバーの状態が認められるという
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ことが，逆説的にではあるが，知能と学力という構成概念を区分する必要性を示してい

ると考えられる。加えて，高い相関は認めながらも，知能と学力を区分してモデル化す

ることにより，人間の知的機能をうまく説明している研究報告がある。 

たとえば Rindermann and Neubauer100)（2004）は，ドイツのギムナジウム（本邦でい

う中高一貫の学校）に通う14～17歳の児童271名に調査を実施し，処理速度や創造性が，

知能や学力とどのように関連するのかをモデル化している。創造性は，与えられたいく

つかの文字から単語を生成し，それらを組み合わせて論理的な文章と作るといった拡散

的思考の課題（多くの事実から，論理的に 1つの解を導出する収束的思考とは逆に，少

数のルールに基づいて，多くの解を生成する類の課題）によって測定されている。知能

は知能検査によって測定されており，学校の成績が学力指標として分析されている。こ

の研究で得られた知的機能のモデルを図 5-4-1に示す。 

 

 

図5-4-1 知的機能を説明するモデル（Rindermann & Neubauer100），2004より引用）：係

数はすべて標準化パス係数である。 

 

学校の成績としては，語学，数物理学，自然科学，人文科学のテスト結果が用いられ

ており，学力は知能と創造性により約 44％説明されていたが，創造性からのパス係数が

0.25 であったのに対して，知能からのパス係数は 0.56 と高かった。加えて，知能と学

校成績の相関はr = 0.62であったと報告されている。Rindermann and Neubauer100)（2004）

の研究では，学力指標として学校の成績が用いられているため，誤差が大きく相関係数
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は希薄化していると考えられるにもかかわらず，r = 0.62 という高い相関係数からは，

知能と学力における強い関連性が認められる。次に引用する Deary, Strand, Smith, and 

Fernandes29)（2007）の論文では，標準化された学力検査を用いているため，相関係数は

さらに高かった。 

イギリスの学校教育課程で標準的に実施されている知能検査と，学力検査の結果が大

規模調査によって収集された。イギリス全土で実施されているため，対象児童は70,000

名を超えている。この調査では，11歳時点での知能検査と 15～16 歳での学力検査の結

果が分析され，知的機能に関するモデル化が行われた。図5-4-2にDeary et al.29)（2007）

で分析されたモデル図を示す。 

 

 

図5-4-2 知能と学力の相関に係るモデル（Deary et al.29)，2007より引用）：係数はす

べて標準化パス係数である。 

 

図5-4-2では，言語推論，非言語推論，数的推論の 3つの領域から構成される知能検

査から，因子分析を用いて一般知能ｇを抽出している。学力検査に関しては，母国語や

外国語を含めた人文領域，数学や物理学を含めた自然科学領域，地理や歴史を含めた社

会科学領域などから構成されている。図 5-4-2のモデルでは，このように定義された知

能と学力に関して，誤差成分を除去した相関係数がr = 0.81と極めて高く計算されてい
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る。Deary et al.29)（2007）の大規模調査では，将来の学力検査結果をどの程度現在の

知能検査結果が予測できるのかが調べられており，学力検査の結果を上位と下位に 50％

ずつ分類して，ロジスティック回帰分析を用いた分析が行われた。現在の知能検査の結

果が平均的であった児童が，5年後の学力検査で上位50％に入る確率は58％であったが，

IQが 15ポイント低い児童では，上位 50％に入れる確率は 16％にまで落ち込み，逆に15

ポイント高い児童では，この確率が91％にまで上昇した。すなわち，Deary et al.29)の

研究から，知能検査によって測定された IQが，かなり高精度に5年後の学力検査の成績

を予測することが確かめられたのである。 

研究⑧との関連で，研究⑨ならびに研究⑩における被害回復の可能性を示唆する結果

を解釈すると，虐待被害児の知的機能を単に深く理解するにとどまらず，次の支援を検

討する上での基礎的な考察も可能である。研究⑧では，虐待被害児において知的機能，

特に知能水準と学力水準の間に乖離があることを示した。虐待による被害という劣悪な

環境要因がなければ，当該児童はアンダーアチーバーの状態にならなかったかもしれな

い。多大なる教育的支援が必要となってくるものの，少なくとも相対的に低下した学力

水準を知能水準にまで引き上げることは理論上可能である。このことが，研究⑧によっ

て示された被害回復の可能性であった。研究⑨では，知的機能の発揮抑制という観点か

ら分析を進めた。検査特性に様々な相違がある2つの知能検査を比較するなかで，通常発

揮されているよりも高い知能水準が，潜在能力として秘められている可能性が示された。

検査状況を工夫することで，虐待により抑制されている知的機能の発揮を促進し，本来

の知能水準を推定しうる結果が得られたのである。環境条件を整えることで，顕現して

いる知能水準ではなく，抑制されている知能水準を引き出しうることが理論的には考え

られる。このことが，研究⑨によって示された被害回復の可能性であった。研究⑩では，

実際に環境条件から虐待要因を取り除いた効果が検証された。児童福祉施設への入所に

よって，虐待家庭から分離保護された児童の知的機能，特に知能水準が回復することが

示されたのである。 

この3つの知見を総合的に考察すると，最善の場合，次のような被害回復の過程を想像

できる。虐待による被害は児童の知的機能に対して，その発揮を抑制する形での影響を

与えており，被害児は，通常の知能検査状況では自身の持っている知的能力を十分に発

揮できない。しかし検査状況を工夫すると，顕現している知能水準よりも高い知的能力

を潜在している可能性が示される。虐待環境から児童を分離して，施設での生活を提供

することにより，次第に知的機能の発揮を抑制していた条件が緩和されていき，一定の

時間が経過すると，知能水準に被害回復の兆しがみえるようになる。虐待による影響が，

少しずつ取り除かれることで，知的機能が回復されてくるのに併せて，施設での生活を

送り続けるなかでは，学習に対する準備性として，動機づけであったり，勉強のために

机に向かう時間が増えたりしてくる。その結果，知能水準よりもさらに低下していた学
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力水準が向上し，アンダーアチーバーの状態が改善してくる。ただし，この状態が改善

してくることは被害回復に相違ないが，アンダーアチーバーでなくなることは，単に当

該児童に備わっている知能水準にまで学力水準が追いつくことを意味しており，必ずし

も他の児童と比べて学力が優っていくわけではない。ここに想像した被害の回復過程は，

Ⅴ章の研究⑧～⑩に基づいて，臨床的支援が最も有効に機能した場合の展開である。当

然，すべての臨床現場でこうした支援が展開されるわけでもなければ，支援の結果が必

ずしも理論通りに得られるわけでもない。虐待環境から分離保護し，施設に入所したか

らといって，すべての虐待被害児で知能水準が上昇するわけではなく，潜在能力を推定

した段階で，顕現している知能水準との間に大きな乖離がない被害児もいる。その場合，

アンダーアチーバーの状態があったとしても，なかなか学力が身につかず，被害回復が

進まないことも起こりうる。ただし，研究⑧～⑩で示された知見は，虐待被害児におけ

る知的機能の回復過程に関して，理想的ではあるものの，理論的展開のモデルを示して

おり，臨床的支援を実践する専門家が参考とする上で，極めて有意義なものと結論する。  
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三部 

 

総合議論 

―虐待被害児の深い理解を目指して― 
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Ⅵ章：本論文の総合的考察 

 

1節：調査研究の総括 

 

Ⅲ章～Ⅴ章における研究①～⑩の知見について，Ⅵ章では総合的に議論する。Ⅲ章で

は，虐待による被害が児童の知的機能に及ぼす影響のうち，虐待種別に注目した研究を

行った。説明変数に虐待種別を設定し，目的変数であるWISC-III下位検査プロフィール

への影響を分析した。研究①～④に共通する方法論的な工夫として，マッチング手続き

あるいは共分散分析という解析手法により，知能水準を統制したことが特徴である。 

研究① 身体的虐待による被害体験が WISC-III 下位検査プロフィールに及ぼす影響

が調べられた。説明変数は身体的虐待であり，目的変数は WISC-III下位検査プロフィー

ルであった。マッチング手続きによる FIQの統制後，虐待を受けていない対照児との間

で比較分析が実行され，身体的虐待の被害児では，【絵画完成】で相対的に評価点が高く

なり，【絵画配列】で相対的に評価点が低くなっていた。【絵画完成】の相対的な高さに

は，トラウマ症状が関連している可能性が示唆された。【絵画配列】の相対的な低さは，

身体的虐待の被害を継続的に体験する過程で知的発達が歪み，視覚情報から因果関係を

推測したり，時系列に応じた状況を理解したりする知的機能に影響が表れたものと考察

された。 

研究② 性的虐待による被害体験が WISC-III 下位検査プロフィールに及ぼす影響が

調べられた。説明変数は性的虐待であり，目的変数はWISC-III下位検査プロフィールで

あった。共分散分析による FIQの統制後，身体的虐待の被害児，ネグレクトの被害児，

虐待を受けていない対照児との間で比較分析が実行され，性的虐待の被害児では，対照

児に比べて【絵画完成】で相対的に評価点が高くなっていた。【絵画完成】の相対的な高

さには，トラウマ症状が関連している可能性が示唆された。 

研究③ 心理的虐待による被害体験が WISC-III 下位検査プロフィールに及ぼす影響

が調べられた。説明変数は心理的虐待であり，目的変数は WISC-III下位検査プロフィー

ルであった。マッチング手続きによる FIQの統制後，虐待を受けていない対照児との間

で比較分析が実行され，心理的虐待の被害児では，【絵画完成】と【知識】で相対的に評

価点が低くなっていた。WISC-III 下位検査系列において，【絵画完成】と【知識】は最

初に実施される 2つの課題であったため，心理的な過緊張状態が知的機能の発揮を抑制

している可能性が考えられた。 

研究④ ネグレクトによる被害体験が WISC-III 下位検査プロフィールに及ぼす影響

が調べられた。説明変数はネグレクトであり，目的変数は WISC-III下位検査プロフィー

ルであった。マッチング手続きによる FIQの統制後，虐待を受けていない対照児との間

で比較分析が実行され，ネグレクトの被害児では，【知識】と【算数】で相対的に評価点
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が低くなっていた。いずれも学力関連課題であったため，ネグレクトの被害は学力低下

をもたらすという先行知見が，WISC-III下位検査プロフィール上に反映された結果と解

釈された。 

ここでⅢ章の知見を次のように総括しておく。虐待被害が児童の知的機能に及ぼす影

響は，体験した虐待の種別によって異なり，WISC-III下位検査プロフィール上にその相

違が反映される。虐待を受けていない対照児と比較すると，【絵画完成】，【絵画配列】，

【知識】，【算数】の4下位検査において，虐待被害児の特徴が表れやすいといえる。し

たがって，Ⅲ章では，虐待被害が児童の知的機能に及ぼす影響のうち，虐待種別による

影響に関する知見が得られたものと結論する。 

Ⅳ章では，研究①と研究②で示唆されたように，虐待被害から知的機能への影響がト

ラウマ症状によって媒介されているのかを調べるため，Frankel et al.38)（2000）の知

見に基づいて 3つの研究が行われた。具体的には次のような理論的仮説を検証していっ

た。虐待による被害体験は児童の情緒に影響を及ぼし，トラウマ症状を惹き起す。トラ

ウマ体験がPTSDを誘発するなかで，過覚醒な状態が常態化してくる。過覚醒症状により

神経過敏な状態が継続すると，視覚的注意力が全般的に増加し，警戒心から周囲の微細

な変化に対して鋭敏な知覚状態を形成する。その結果，視知覚の精確さや鋭敏さに関連

する【絵画完成】において，相対的に高い評価点が得られる。この理論的仮説を検証す

るために研究⑤～⑦を実施した。 

研究⑤ 虐待の被害体験による影響が児童の WISC-III 下位検査プロフィールにおい

て，【絵画完成】を相対的に高めるのかが検証された。説明変数は虐待被害の有無であり，

目的変数は WISC-III下位検査プロフィールであった。多変量共分散分析という解析手法

により FIQを統制した結果，虐待を受けていない対照児に比較して，虐待被害児におけ

る【絵画完成】の成績は相対的に高かった。【絵画完成】において，虐待による被害体験

は相対的な成績増加をもたらしていることが確かめられた。 

研究⑥ 虐待の被害体験による影響が児童のトラウマ症状を誘発するのかが検証さ

れた。説明変数は虐待被害の有無であり，目的変数はTSCC-Aにおける 5つの臨床尺度で

あった。検査結果によると，虐待の被害体験があっても，早急に介入が必要な程にトラ

ウマ症状を呈している児童は多くなかった。ただし，虐待を受けていない対照児に比較

して，外傷後ストレスと解離における虐待被害児の症状は重かった。虐待による被害体

験は児童のトラウマ症状（外傷後ストレスと解離）に強く影響していることが確かめら

れた。 

研究⑦ 虐待被害児において，トラウマ症状と【絵画完成】に関連性が認められるの

かが検証された。説明変数と目的変数という区別はなく，研究⑦では，トラウマ症状を

測定する TSCC-AとWISC-IIIの【絵画完成】の間に相関があるのかを調べた。【絵画完成】

の評価点から下位検査評価点の平均値を減算した値を乖離度と定義し，TSCC-Aが測定す



- 127 - 

 

る5つの症状尺度との間で相関係数を算出したところ，外傷後ストレス尺度との間にお

いてのみ有意な相関が認められた。外傷後ストレス尺度が高ければ高いほど，【絵画完成】

における乖離度も高くなっており，【絵画完成】の成績が相対的に高いという検査結果は，

虐待被害児において PTSDの過覚醒症状が反映されたものと考えられた。 

Ⅳ章における 3つの知見を総括すると，Frankel et al.38)（2000）によって提案され

た仮説が検証されたと結論できる。虐待による被害体験が児童のトラウマ症状を誘発し，

トラウマに特異的な PTSD症状により，過覚醒な状態が定着していく結果，視覚的注意力

を反映する課題である【絵画完成】における成績が相対的に高まる。このような心理学

的機序を想定することで，研究⑤～⑦が示した3つの知見を理論的に説明可能である。

したがって，Ⅳ章の研究知見は，虐待による被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響を，

トラウマ症状との関連から明らかにしたもの結論する。 

Ⅴ章では，虐待による被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響だけでなく，その被害

体験からの回復可能性について研究した。ただし，被害回復自体を実証するのではなく，

被害を回復しうる可能性を示唆する知見を提供することが目的であった。研究⑧～⑩は，

研究③や研究④で得られた知見に端を発しており，学力低下および知的機能の発揮抑制

に係る問題を足掛かりにして，学力回復，知的機能の抑制解除，さらに知能水準の回復

に関する知見を提供した。 

研究⑧ 虐待体験からの被害回復の可能性を示すため，知能水準と学力水準を比較し

た。説明変数は虐待被害の有無であり，目的変数は知能と学力の乖離度であった。学力

水準より知能水準の高いアンダーアチーバーの状態であることを示せれば，虐待被害児

の学力水準を知能水準まで引き上げることが理論上は可能であり，被害回復の可能性を

示唆する 1つの根拠となる。知能と学力を区別して測定できる K-ABCを用いた分析によ

り，虐待被害児の学力水準は，虐待を受けていない対照児よりも低く，さらに，虐待被

害児自身の知能水準よりも低かった。この結果は，虐待被害児がアンダーアチーバーの

状態にあることを示すものであり，虐待による被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響

が1つ明らかにされ，同時に，その回復可能性を示唆する結果も得られたと考えられた。 

研究⑨ 虐待体験からの被害回復の可能性を示すため，潜在能力の推定を試みた。潜

在している知能水準が顕現している知能水準より高ければ，何らかの理由で本来の知的

能力が発揮されていないと考えられ，何らかの工夫により潜在能力を引き出すことも理

論上は可能である。逆に，潜在能力が顕現している知能水準と変わらなければ，知的能

力の発揮を促したところで知能検査の結果は大きく変化しないことになる。したがって，

潜在能力が顕現している知能水準よりも高いことを実証できれば，虐待体験からの被害

回復の可能性が示されることになる。そこで検査特性が異なる WISC-IIIと K-ABCを用い

て，潜在能力を推定する工夫を試みた。説明変数は虐待被害の有無であり，目的変数は

2 種類の知能検査における乖離度であった。分析の結果，虐待を受けていない対照児と
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比較すると，初回のWISC-IIIから2回目の K-ABCへかけて，虐待被害児では知能水準の

上昇幅が大きかった。すなわち，虐待による被害体験が知的機能の発揮を抑制し，顕現

している知能水準は，潜在的な知能水準よりも低く算出されていることが明らかとなっ

た。したがって，研究⑨においては，虐待による被害を回復しうる可能性を示唆する知

見が得られたと結論する。 

研究⑩ 虐待体験からの被害回復の可能性を示すため，虐待環境からの分離による施

設入所の効果が検証された。虐待環境の影響で被害児が知的機能を発揮できていないと

すれば，虐待環境から分離することにより，抑制されていた知的機能の発揮が期待され

る。その結果は測定された知能水準を向上させるはずであり，2 度の測定における変化

が分析された。説明変数は虐待被害と施設入所の有無であり，目的変数は 2回の測定に

おける検査結果の変化量であった。虐待被害の有無と施設入所の効果を鋭敏に検出しよ

うと，2度の測定に係る時間要因を多変量共分散分析によって統制したところ，FIQ，PIQ，

【絵画完成】，【算数】の 4つの検査結果に関して有意な交互作用が認められた。とりわ

け，PIQ と【算数】には施設入所に係る明瞭な効果が示されており，虐待を受けていな

い対照児と比較すると，虐待環境から分離することで虐待被害児の PIQは向上するが，

逆に，虐待環境での生活を継続させると【算数】の成績が低下した。これらの結果は，

虐待環境から分離し，知的機能の発揮を抑制している要因を除去することにより，被害

を回復しうる可能性を示している。すなわち，研究⑩では，虐待の被害体験により児童

の知的機能が十分に発揮されなくなっている可能性が示され，同時に，その被害を回復

させるためには，虐待環境から当該児童を分離することが有効であったといえる。 

Ⅴ章の知見は直接的に被害回復を実証したものとはいえない。実際に知能水準が向上

した研究⑩でさえ，施設入所するという環境変化におけるどの要因が影響したのかは明

らかでない。加えて，施設入所後の知能水準における向上を「回復」と捉える根拠も研

究⑩だけでは示すことができず，やはり被害回復の可能性を示唆した 1つの知見と考え

るのが妥当である。 

以上，本論文の各研究知見を１つずつ考察してきた。次節ではこれらの知見に基づい

て，総合的な議論を展開する。  
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2節：虐待被害が及ぼす知的機能への影響 

 

（1）調査研究の総合的考察 

本論文では，Ⅲ章～Ⅴ章にかけて研究①～⑩までの調査を行った。そこで実施された

3～4つの研究知見に基づき，各章でも総合的考察がなされている。ここからは本論文に

おけるすべての研究知見を総合した考察を展開していく。 

虐待被害による知能水準の低下 まず何よりも，虐待による被害体験は児童の知能水

準を低下させることが明らかであった。このことは数多の先行研究で実証されてきた知

見であり，本邦においても筆者による先行研究で追試されている。本論文の実証研究で

はこの問題を直接分析していないが，各研究で得られたデータの記述統計値をみると，

すべての研究で虐待被害児における低い IQが再現されていた。そこで研究①～⑩におけ

る虐待群の IQを表6-2-1に整理した。なお，知能検査が分析されていないため研究⑥は

入っていない。 

 

表6-2-1 各研究における虐待群の平均 IQ 

研究番号 虐待群 検査種別 N M SD 

研究① 身体的虐待 WISC-III 58 86 13 

研究② 性的虐待 WISC-III 12 76 17 

研究③ 心理的虐待 WISC-III 23 86 12 

研究④ ネグレクト WISC-III 49 82 15 

研究⑤ 全種別 WISC-III 170 82 14 

研究⑦ 全種別 WISC-III 40 89 13 

研究⑧ 全種別 K-ABC 40 86 12 

研究⑨ 全種別 WISC-III 59 82 15 

研究⑨ 全種別 K-ABC 59 90 15 

研究⑩ 全種別 WISC-III1) 24 80 13 

研究⑩ 全種別 WISC-III2) 24 83 15 

※「全種別」は4つの虐待種別に重複を認めて構成された虐待群を表している。検査種別における

WISC-IIIはFIQ，K-ABCは認知処理過程である。 

1）…研究⑩における測定1回目 

2）…研究⑩における測定2回目 

 

表6-2-1において，虐待被害児の平均 IQは低く76～90であったが，標準偏差は規準値

の15から大きく外れておらず12～17であったため，偏った標本抽出により平均IQがた
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またま低くなったとは考えにくい。むしろ，虐待による被害体験が児童の IQを低下させ

ているため，虐待群のデータを収集するとIQの平均値が当然低くなると解釈する方が妥

当である。どの程度の IQ低下が生じているのか，表 6-2-1で確認すると，11データの

うち6つは境界知能であり（71≦IQ≦84），平均範囲（85≦IQ≦115）のほぼ下限である

M = 86という結果も 3つあった。したがって，虐待被害児の平均的な IQは概ね境界知

能水準にあるといえる。 

IQ 低下と生理学的知見 虐待被害のような強いストレスを受けながら成長していく

過程で，児童の脳にも神経生理学的な影響が及ぼされるという知見がある。IQ低下とい

う現象を説明する際，脳の構造的変性や機能不全の証拠を示すことは，因果関係を明瞭

にする。IQが低下したために脳に影響があったという因果の方向は不自然だが，脳への

影響があったために IQが低下したという説明は極めて自然であり，因果の方向が明瞭だ

からである。なお生理学的な研究では，ある 1つの知見を確立するために，通常いくつ

かの研究が追試的に行われて結果を確認することが多く，ここでの引用においては，同

じ結果が得られた知見を複数併記している。 

幼少期に虐待被害などの甚大なストレスを体験すると，脳の構造や機能に影響が表れ，

長期的な変性が惹き起されることは，Sanchez, Ladd, and Plotsky105)（2001）やBremner10)

（2003）による先行研究の総括において見出されている。知的機能との関連で最も多く

の研究報告があるのは海馬に関する知見である。たとえば，児童期に虐待被害を体験し，

成人後に PTSD や解離性同一性障害の診断を受けた患者の脳画像を測定した Bremner, 

Randall, Vermetten, Staib, Bronen, Mazure, Capelli, McCarthy, Innis, and Charney12)

（1997）や Stein, Koverola, Hanna, Torchia, and McClarty117)（1997）の報告では，

左側の海馬容積に減少が認められた。海馬は記憶を司る脳部位であり，その容積減少が

知的機能に何らかの影響を与えていることが推察される。ただし，児童期や青年期に同

様の脳画像診断を実施した Carrion, Weems, Eliez, Patwardhan, Brown, Ray, and 

Reiss20)（2001）やDe Bellis, Keshavan, Clark, Casey, Giedd, Boring, Frustaci, and 

Ryan30)（1999）では，虐待を受けていない対照児と虐待被害児との間に有意な海馬容積

の違いがみられなかった。しかし，児童期に虐待の被害体験を持つ境界性パーソナリテ

ィ障害の患者に対する Driessen, Herrmann, Stahl, Zwaan, Meier, Hill, Osterheider, 

and Petersen32)（2000）の研究では，海馬の容積が平均 16％も減少していた。有意差を

見出していない研究もあるが，虐待被害の体験から長期間を経た成人の精神障害患者に

おいて，海馬の容積減少という所見はしばしば観察されており，これを虐待被害児が児

童期に知的機能を低下させることの証拠と考えることが可能である。さらに，虐待被害

が海馬へ及ぼす影響は容積減少だけにとどまらず，強いストレス状況下では，海馬にお

ける神経細胞の生成が抑制されることを Nibuya, Morinobu, and Duman88)（1995），Duman, 

Heninger, and Nestler34)（1997），Gould, McEwen, Tanapat, Galea, and Fuchs42)（1997)
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の研究は示している。学習や記憶において，決定的な役割を担っている脳部位が海馬で

あるため，神経細胞の生成が抑制されるという知見も，やはり虐待被害が知的機能を低

下させている証拠と考えられる。 

以上のように，知的機能に係る知見としては，海馬に関する研究報告が最も多い。し

かし，虐待による被害体験が脳の構造的変性や機能不全を惹き起してしまう可能性を示

唆する生理学的研究としては，脳梁の量的減少を扱ったもの 30)や大脳皮質の成熟度を調

べた報告 51,123)なども，少しずつ蓄積され始めている。海馬の研究に比べると，まだ知見

は少なく，虐待被害児の IQが低下する原因を解き明かすことは難しい。したがって，現

時点で入手可能な生理学的知見を総合すると，虐待による被害体験が児童の IQを低下さ

せていく背景には，海馬への影響を考えておく必要があるように思われる。特に，海馬

容積の減少と海馬における神経細胞の生成が抑制されるという虐待被害の影響は，当該

児童の IQが低下していくことの生理学的基盤として，一定の説明力を備えていると考え

られる。 

虐待被害による様々な影響 続いて，虐待による被害体験が知的機能に及ぼす影響の

うち，IQ低下以外の側面に関する総合的な考察を進めていく。10個の調査研究を通して

得られたいくつかの知見を，図6-2-1に総合的な視野から俯瞰した。 

 

 

図6-2-1 虐待被害が知的機能に及ぼす影響 
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図6-2-1は，本論文が明らかにした虐待被害による知的機能への影響を示したモデル図

である。以下でこのモデル図を説明していく。 

WISC-IIIを用いた研究①～④の分析で，下位検査プロフィールに虐待被害の影響が表

れていたのは，【絵画配列】，【絵画完成】，【知識】，【算数】の4つであった。虐待種別か

ら各下位検査を結ぶパスは，その課題に対して虐待被害による影響が検出されたことを

意味しており，身体的虐待では【絵画配列】と【絵画完成】，性的虐待では【絵画完成】

のみ，心理的虐待では【絵画完成】と【知識】，ネグレクトでは【知識】と【算数】に影

響が表れている。こうした影響が表れた要因として本論文で特に考察したものを，虐待

種別から各下位検査を結ぶパスの途中に浮かび上がらせている。 

身体的虐待と性的虐待から【絵画完成】へのパスは，Ⅲ章の研究①と②から得られた

知見であるが，そこにトラウマ症状が関連していることを，Ⅳ章の研究⑤～⑦で明らか

にした。ネグレクトから【知識】と【算数】へのパスは，Ⅲ章で行われた研究④から得

られた知見であるが，それらが虐待被害による学力低下を反映したものと解釈され，

K-ABC を用いたⅤ章の研究⑧によって，アンダーアチーバーの状態にあることが検証さ

れた。心理的虐待から【絵画完成】と【知識】へのパスは，Ⅲ章の研究③から得られた

知見であるが，そこに知的機能の発揮が抑制されている可能性を考察することにより，

Ⅴ章の研究⑨ならびに研究⑩を導いている。研究⑨では WISC-IIIとの比較分析により，

知的機能が抑制された結果，知能検査状況で顕現する知能水準は低下し，相対的に高い

本来の知能水準が潜在していることを明らかした。虐待による被害体験が児童の知的機

能の発揮を抑制しているならば，施設へ入所させることでこの抑制は解除されると考え

られる。その結果，知能水準が向上することに加えて，虐待環境で生活を続けると，逆

に【算数】の評価点が低下していくことを研究⑩で確認した。 

虐待による被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響を，様々な観点から明らかにする

ことが，本論文の目的であり，図 6-2-1は本論文の研究成果を簡潔に表現した 1つの形

式であるといえる。この形式に即していえば，身体的虐待と性的虐待による被害がトラ

ウマ症状を惹き起している場合，精神医学的な支援が必要となるかもしれない。心理的

虐待による知的機能の発揮抑制に対しては，臨床心理学的支援が有効となる可能性も考

えられる。ネグレクトによる学力低下を補償するためには，教育による学習支援が必要

不可欠であろう。実際の臨床場面では虐待種別の重複も多く 15,36,60,63,112)，このような図

式化により単純化された被害と支援の一対一関係は，容易に成立しないものであるが，

本論文の知見に照らして理論的に考えれば，以上のような支援を提案できるだろう。 

 

（2）虐待被害からみた犯罪心理学への貢献 

ここからは学術的な観点から，得られた知見がどのような学問分野に対してどういっ

た貢献を果たしたのか，筆者の考えるところを述べていくことにする。Ⅰ章で学術的位



- 133 - 

 

置について記述した際，本論文の研究は，犯罪心理学と計量心理学の複合領域に位置し

ていると述べた。そこでまずは前者への貢献に関して考察する。 

犯罪心理学は，犯罪者や非行少年を対象として犯罪原因を心理学的に追究することに

端を発しているため，犯罪を加害と被害に分けた場合，加害側の研究が主流であったが，

時代が進むにつれ，被害側の研究も包含するようになり，現代では被害者心理を含めた

学問領域として，犯罪心理学を捉える考え方が大半を占めるようになってきた。犯罪被

害者を対象とした犯罪心理学研究では，その被害体験が被害者の心理にどのような影響

をもたらすのかを調べることが多く，特に暴力犯罪4,13,14)や性犯罪64,132,146)に遭うことで，

被害者が PTSDを発症しやすくなることが知られている。本論文は，虐待という加害行為

を受けた被害児を対象とし，特に被害の影響に焦点を当てた犯罪心理学研究といえる。 

先行研究では，被害者が知的障害を抱えている場合，犯罪被害に遭いやすくなるとい

ういくつかの報告はあるが 71,99)，通常 1回限りのトラウマ体験である犯罪被害により，

IQ低下をきたすということは考えにくいため，犯罪被害が知的機能に与える影響に焦点

を当てた研究は皆無である。本論文では成長過程にある児童期に焦点を当てていること

に加えて，児童虐待が生活のなかで何度となく繰り返される被害体験であるため，IQと

いう成人後は変化しにくい目的変数に対しても影響が表れている。本論文の研究は，広

い意味では犯罪被害が被害者の心理に及ぼす影響という大枠のなかで，特に児童虐待が

被害児の知的機能に及ぼす影響を調べたものである。この観点からは，虐待被害の影響

という犯罪心理学のテーマに取り組んだ研究であり，得られた知見の数々は犯罪心理学

領域に対して一定の貢献を果たしたものと結論できる。 

 

（3）知能理論からみた計量心理学への貢献 

続いて，もう1つの学術的位置に当たる計量心理学への貢献について考察していく。

結論から述べると，本論文で得られた研究知見において計量心理学への貢献は少ない。

計量心理学は，人間の行動や特性をどのように精確に測定できるかを扱う学問分野であ

り，そこから派生して，計量的研究手法のうち統計学的な分析法の研究開発などが内包

されている学問領域である。本論文では，方法論的に新しい分析法を開発したわけでも

なければ，新たな心理尺度を構成し，信頼性と妥当性を検証したわけでもなく，その意

味で，計量心理学は本論文の寄って立つ方法論的視点ではあったものの，計量心理学自

体への貢献は少ないと言わざるを得ない。ただし，実践的な観点からは教育心理学や発

達心理学，臨床的な観点からは臨床心理学や精神医学でも研究されてはいるものの，そ

もそも知能とは何なのか，知能はいくつの領域に分割できるのか，何より知能はどうや

って測定できるのかなど，基礎的で理論的な観点から知能研究を発展させてきたのは計

量心理学である。したがって，知能理論への貢献という観点からであれば，広義の計量

心理学に対して，本論文の研究知見が寄与する部分もあると考えられる。 
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知能検査の歴史をみると，1993年の Carroll21)による CHC理論が現代の知能理論のな

かでは最も実証されており，科学的根拠としての頑健性が高いものであることは既に述

べた。CHC 理論は，60 年以上にわたる因子分析的研究を総括したものであり，2,000以

上の知能研究のなかから，相関行列が利用可能であった 460以上の知能検査結果に対し

てメタ分析が行われ，計量心理学的知能には次の 3つの層があることがわかった。①最

も奥に潜在するのは，知能の総合的な指標である一般知能ｇであり，知能検査でいえば

IQがこれを代表している。②次の層は，当初 8つの因子が想定されていたが，やがて CHC

理論の発展に伴い，現在は 16因子に拡張された知能領域である。③最も表層にあるのが，

約70の特殊な能力因子であり，これが知能検査でいえば下位検査に当たる。したがって，

知能検査で被検者の知能特性を調べることは，最も表層にある下位検査を実施しながら，

その奥の層に潜在する知能領域を推定する作業に他ならず，各下位検査の高低を分析す

ることにより，どの知能領域に優れていて，どの知能領域では劣っているのかを特定し

ていく過程こそ，知能検査を臨床的に解釈するという意味である。CHC 理論は，実証的

知見に裏付けられていることもあり，多くの知能検査が改訂される際に，その理論的根

拠として採用されている。たとえば，現在アメリカで最も主流な知能検査は 7種類ある。

①本論文でも用いた Wechsler式知能検査，②K-ABC（アメリカでは KABC-II）の他にも，

③本邦では田中ビネー知能検査として知られている Stanford-Binet-5，④本邦では作成

されておらず，利用できないが CHC 理論を最も適切に反映している

Woodcock-Johnson-III，⑤本邦でも標準化が行われている DN-CAS（Das-Naglieri 

Cognitive Assessment System），⑥本邦では紹介されることも少ない DAS-II

（Differential Ability Scales-II），そして⑦K-ABC の青年期以降用である KAIT

（Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test）である。このなかで CHC理論に

基づいて作成されたと明確に主張していない知能検査は，Wechsler式知能検査と独自の

PASS（Planning, Attention, Simulataneous, Successive）理論に基づく DN-CAS の 2

つのみである。しかも WISC の最新版である WISC-IVでは Keith et al.57)（2006）によ

る因子分析から，CHC理論の枠組みで説明可能であることが検証されている。すなわち，

現代のほとんどの知能検査は CHC理論に依拠した形で構成されているのである。 

このように知能理論は計量心理学の研究領域でもあり，CHC 理論は現代の知能理論に

おいて最も重要なものの 1つである。そしてほとんどの知能検査が CHC理論に依拠した

解釈が可能であることに鑑みると，本論文で用いてきた WISC-IIIの知見を CHC理論の観

点から再解釈することで，知能理論，ひいては計量心理学への貢献が可能であると考え

られる。 

たとえば，知能水準を表す IQを目的変数とした分析を除くと，本論文の研究①～⑩で

は，虐待被害が児童の知的機能に及ぼす影響として，WISC-III下位検査に焦点を当てて

分析し，【絵画完成】，【絵画配列】，【知識】，【算数】という 4つの下位検査において，虐
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待被害の影響が表れるという知見を得ている。この 4つの下位検査が測定する知能領域

を考察することは，虐待被害が知的機能に及ぼす影響に関して，知能理論へ寄与するも

のと考えられる。そこでまずは，三好・服部 78)（2010）を参考にして，CHC 理論で提案

されている知能領域を表 6-2-2に整理しておく。  



- 136 - 

 

表6-2-2 CHC理論における知能領域（三好・服部 78），2010より引用） 

知能領域名 知能領域の中身 

流動性知能／推

論Gf 

一般逐次的（演繹的）推論，帰納，量的推論，ピアジェ的推論，推論

のスピード 

結晶性知能／知

識Gc 

言語発達，語彙の知識，聞く能力，一般（言語）情報，文化について

の情報，コミュニケーション能力，発話と流暢性，文法的感応度，外

国語能力，外国語の素質 

認知的処理速度

Gs 

知覚速度，受検するテストの速度，計算のうまさ，推論の速度，読書

速度（流暢性），筆記速度（流暢性） 

視空間能力 Gv 視覚化，空間関係，閉包速度，閉包の柔軟性，視覚的記憶，空間走査，

逐次的知覚統合，長さの推定，錯覚への抵抗，知覚交替，想像力 

短期記憶 Gsm メモリースパン，ワーキングメモリー 

長期貯蔵と検索

Glr 

連想記憶，有意味記憶，自由再生記憶，観念の流暢性，連想の流暢性，

表現の流暢性，命名のうまさ，語の流暢性，描画の流暢性，描画の柔

軟さ，問題への感応度，独創性／創造性，学習能力 

聴覚的処理 Ga 音声の符号化，話し声の弁別，聴覚刺激の歪みへの抵抗，音パターン

の記憶，一般的な音の弁別，時間的追跡，音楽の弁別と判断，リズム

の保持と判断，音の強度／持続時間の弁別，音の周波数の弁別，聞く・

話すの閾値因子，絶対音感，音源定位 

決断／反応速度

Gt 

単純反応時間，選択反応時間，意味処理速度，心的比較速度，インス

ペクションタイム 

量的知識 Gq 数学の知識，数学の成績 

読み書き Grw 単語の認識，連結された談話の意味の理解，書かれた言語の理解，空

欄補充能力，スペリング能力，執筆能力，英語の正書法の知識，読書

速度（流暢性），筆記速度（流暢性） 

特定領域の一般

知識Gkn 

第二外国語としての英語の知識，手話の知識，読唇術，地理の成績，

一般科学情報，機械の知識，非言語行動の知識 

触覚能力 Gh 触覚的感応度 

運動感覚能力 Gk 運動感覚的感応度 

嗅覚能力 Go 嗅覚記憶，嗅覚的感応度 

心理運動能力 Gp 静的筋力，手足の協応，指の器用さ，手の器用さ，腕と手の安定性，

制御の正確さ，目と手の協応，全体的な体位の安定 

心理運動速度

Gps 

手足の運動速度，筆記速度（流暢性），呂律の速さ 
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McGrew73)（1997）の分析では，CHC 理論と主な知能検査で採用されている下位検査の

関連が整理されており，WISC-III下位検査に関しても，CHC理論の枠組みで解釈すると，

どの下位検査がどの知能領域と関連するのかが考察されている。先に取り上げた4つの

下位検査では，【絵画完成】と【絵画配列】に関して視空間能力 Gvと結晶性知能 Gc，【知

識】は結晶性知能 Gcであり，【算数】は量的知識 Gqであると整理されている。結晶性知

能は，概ね獲得された知識や言語能力を反映しており，【算数】が関連している量的知識

も数学に係る学力とほぼ同義であることから，CHC 理論の枠組みで本論文が見出した知

見を再整理すると，極めて見通しの良い解釈が可能となる。それは，虐待という劣悪な

環境条件から受ける被害体験は，児童の「知識獲得」に対して最も強く影響するという

ものであり，K-ABC を用いた研究⑧でも，習得度が認知処理過程より低かったことがこ

の解釈を支持している。【絵画配列】の成績が低下していた背景にも，やはり因果律など

に関する「知識」の未獲得があったと考えれば，研究①の知見も同様に解釈でき，身体

的虐待被害児の知的機能に対する理解を深めることができる。しかし【絵画完成】の成

績は相対的に高かったため，結晶性知能Gcを低下させた影響だけが同様に作用している

とは言い切れず，研究①，研究②，研究⑤における【絵画完成】の相対的な高さは視空

間能力 Gvの高まりとして解釈せざるを得ない。したがって，トラウマ症状という第三変

数を導入し，その関連を探索しながら，【絵画完成】の相対的な高さに対して検証を進め

ていった研究⑤～⑦の知見は，極めて意義深いものと考えられる。 

以上，考察してきたように，虐待による被害が児童の知的機能に及ぼす影響を CHC理

論の枠組みから解釈し直すことで，本論文の知見を計量心理学的な知能理論研究として

位置づけ直すこともでき，そのように考えれば，小さいながらも，計量心理学に対する

本論文の貢献も見出されるものと思われるのである。 

 

（4）児童相談所の児童心理司への臨床的示唆 

ここからは，本論文の知見から提供できる臨床的示唆，特に筆者と同じ児童相談所に

勤務する児童心理司に対する臨床実践上の提案をしていきたい。 

まず虐待被害児の知的機能を分析する上で，重要な点について指摘する。研究①～⑤

では，WISC-III下位検査プロフィールの分析を行ったが，虐待による被害体験が児童の

知的機能に及ぼす影響のうち，最も頑健な影響はやはり IQの低下に係るものであった。

この全体的な IQ低下のため，虐待被害児の特徴的なプロフィールは覆い隠されており，

研究①～⑤ではマッチング手続きか共分散分析により FIQを統制することで，その特徴

を浮き上がらせてきた。つまり，虐待による被害を受けた児童の知的機能を深く理解す

るためには，全体的なIQの低さを統制した上で，下位検査プロフィールを分析する必要

があるといえる。この知見を臨床現場に応用しようとすると，次のような工夫を提案で

きる。 
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たとえば，児童心理司が虐待被害児に実施した WISC-III 結果，【算数】の評価点が 6

であった場面を想定する。6という評価点は標準偏差 1つ分より低く，同年齢の児童集

団と比較して，算数の学習に躓いている可能性を指摘できる。ところが，この結果を虐

待による被害の影響と判断するには別の分析が必要である。6という評価点は，FIQでい

えば80と等しい結果であり，平均的に虐待被害児の IQが低下することを考慮すると，

当該児童の FIQが80程度であることは十分に推測される。その場合，【算数】の6とい

う評価点は「相対的」に低い成績とはいえなくなる。本論文の研究①～⑤が示した下位

検査プロフィールに表れる虐待被害児の特徴は，すべて FIQを統制した後に検出された

ものであるため，【算数】の評価点が「相対的」に低いといえない限り，本論文の知見に

依拠して，虐待の影響であるとは断定できないのである。逆にいえば，児童の FIQが80

よりも十分高い場合，虐待の被害体験により，【算数】に係る知的機能が特異的に低下さ

せられていると強く疑うことができる。したがって，下位検査評価点の平均値をまず計

算しておき，そこから各下位検査の評価点が，有意に高いあるいは低い値であるのかを

逐次判断することが有効である。この手続きにより分析を精緻化させることを，児童心

理司に対しては本論文の知見に基づいて提案しておきたい。 

続いては K-ABC の利用に関する臨床的示唆である。児童相談所の臨床実践では，

WISC-IIIや 2010年に改訂された WISC-IVの使用頻度は高いが，本論文の研究⑧～⑨で

実施された K-ABC はあまり利用されていないのが現状である。K-ABCの「心理・教育ア

セスメントバッテリー」と綴られた正式名称からもわかるように，この知能検査は教育

分野での利用に供するところが大きい。本邦において，研究⑧で示したようなアンダー

アチーバーの状態を測定しうる知能検査は K-ABCを除いて他にないのだが，福祉臨床の

現場である児童相談所では，教育臨床分野ほどにこの知能検査が浸透しておらず，虐待

被害児の知的機能を測定する場合も，WISC-IIIかWISC-IVの実施で完了してしまう。し

かし本論文で示した知見に基づけば，虐待被害児にアンダーアチーバーの状態がみられ

る可能性は高く，この知的機能の特徴を精確に把握しておくことが臨床的に重要である。

加えて研究⑨で指摘したように，虐待被害児は知的機能の発揮を抑制されている可能性

が強く，どの程度まで知的機能が回復可能かを見極めておくことは，学校現場に対して

どういった支援を期待あるいは要請するのかという問題と直結するため，潜在的な知能

水準を精確に見極めることは支援を計画する上で極めて有効である。 

たとえば，潜在的な知能水準を WISC-IIIと K-ABCから推定したところ，WISC-IIIで

FIQが70，K-ABCの認知処理過程でも 72という結果が得られたなら，当該児童が通う学

校に対して，虐待の被害により著しく知的機能の発揮が抑制されており，本来はもっと

成績が高いはずであるため学習努力を強いるように助言することは間違っている。たと

えば，WISC-IIIのFIQは 75であったが，K-ABCの認知処理過程は 90という結果が出た

場合，研究⑨で得られた知見に基づけば，こうした助言が有効に機能しうる。もし



- 139 - 

 

WISC-IIIしか実施されていなければ，前者の場合（FIQ = 70）であっても，後者の場合

（FIQ = 75）であっても，IQの低さから特別支援教育を推薦するなどし，知的障害児と

しての支援を計画することになる。しかし K-ABCを同時実施することで，潜在的な知能

水準を推定できていれば，知的機能をうまく発揮できるような工夫により，個別的な学

習支援は必要かもしれないものの，当該児童を知的障害児として扱う間違いを避け，適

切な教育支援を計画することが可能となる。したがって，虐待被害児を支援する児童心

理司に対しては，本論文の知見に基づき，K-ABCの実施を積極的に勧めておきたい。 

最後の臨床的示唆は，知能検査の改訂に伴うものである。2010 年，本邦においても

WISC-IIIが改訂され，WISC-IVが最新版の児童用Wechsler式知能検査となったため136)，

今後は WISC-IVによる臨床実践が展開されていくことになる。WISC-IIIと WISC-IVにお

ける最大の相違は，FIQ を算出する上で必要な下位検査の半分が変更になったことがあ

る。本論文で示した虐待被害児に特徴的な下位検査は，【絵画配列】，【絵画完成】，【知識】，

【算数】の 4つであったが，WISC-IVでは，【絵画配列】が除外され，【絵画完成】，【知

識】，【算数】の 3つは，FIQ を算出するのに必須の基本検査から降格し，必ずしも実施

する必要のない補助検査となった。しかし，本論文が導き出した虐待被害児の知的機能

に係る特徴は，まさにこれらの下位検査に表れていたため，虐待による被害体験の及ぼ

す影響を評価するという観点に立てば，これら3つの補助検査を実施しておくことは必

須である。さらに，2013年 9月には，K-ABCもいよいよ KABC-IIとして改訂された 55)。

KABC-IIにおいて「物語の完成」と命名された下位検査は，WISC-IIIにおける【絵画配

列】と類似した課題であり，何枚かが空欄になって構成されている一連の絵を示された

児童が，物語を完成させるために必要な絵カードを選び，空欄に置くというものである。

虐待被害児の知的機能を評価するにあたっては，WISC-IV の補助検査を実施するだけで

なく，新たに改訂された KABC-IIも同時実施しておくことが望まれる。 

以上議論を再度整理すると，①Wechsler式知能検査の解釈においては，下位検査評価

点の「相対的」な高低を分析することが，虐待被害児の知的機能を深く理解することに

繋がること，②K-ABC，特に最新版の KABC-IIを同時実施することで，虐待被害児の知的

機能をより深く分析できること，③WISC-IV では補助検査に降格した【絵画完成】，【知

識】，【算数】の3つの下位検査を省略せずに実施することにより，虐待被害児の知的機

能における特徴を精確に把握可能となること，以上 3点を，本論文の知見が見出した臨

床的貢献として，児童相談所の児童心理司に対して提案しておくことにする。  
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3節：研究の限界 

 

（1）計量心理学的分析による限界 

ここからはⅢ章～Ⅴ章までの調査研究における限界について考察する。まず本論文の

副題にもなっている「計量心理学的な分析」，端的にいうと，本論文の研究がすべて計量

的方法によるものであることの限界点について考察していく。 

本論文の知見を批判的に吟味する上で，最大の限界は知的機能を測定するために知能

検査を用いたことである。知能水準，知能特性，知的機能といった言葉で示される知能

に係る用語のほとんどは，知能検査と結びついた概念となっており，たとえば，知能水

準とは IQのことであり，知能特性とは下位検査プロフィールから推定される知能領域に

おける得手不得手のパターンを意味している。これらは，知能検査の結果が前提となっ

ている概念であり，知的機能を測定する上で知能検査を用いたことは，計量的な分析手

法を採用する上では欠かすことができず，それ自体が本論文の研究における強みである

一方，計量的に測定不可能な知的能力に関しては，何も言及できないという弱みもある。

すなわち，本論文では知能検査で測定可能な知的能力しか扱えておらず，虐待被害児の

知的機能に対する理解に貢献した本論文の知見でも，測り得ない知的機能については考

察できず，この点を本論文における重要な限界として把握しておかなければならない。 

同様の限界が，Ⅳ章で取り扱ったトラウマ症状に関しても当てはまる。TSCC-Aという

質問紙による計量的な測定値が分析されており，トラウマ症状が持つ質的な要素につい

ては言及できていない。本来的にトラウマ体験は主観的な要素を含み，その症状もまた

主観的に表現されるため，トラウマによる苦悩は被害者ごとに様々である。そうしたト

ラウマに係る症状を，計量的な分析が可能となるように尺度化したものが TSCC-Aである。

本論文ではトラウマ症状に焦点を当てる際，この TSCC-Aを用いたことから，測定可能と

なった症状にしか言及できておらず，先の知能検査と同様，実証的な研究を目指した本

論文の目的に鑑みれば強みと考えられるるものの，臨床的な視座に立った場合，語り得

ぬ重要な要素が抜け落ち，質的に豊かではない知見となっている可能性を否めない。こ

の点についての限界は，本論文の知見を正しく解釈する上で忘れてはならないものであ

る。 

加えて，計量的な手法を採用した研究であるため，平均値による議論の限界も当ては

まる。本論文は，多数のデータを収集して平均値を計算することで，ある群の特徴を描

き出した研究である。たとえば研究①～⑩を通して，平均的に IQが低いことが虐待群の

特徴として明らかとなったが，あくまでも多数のデータを収集して虐待群を構成した時

の平均値であり，個々の虐待被害児がすべて 100未満のIQとなるわけではない。当然な

かには，100以上のIQを持つ児童も存在しており，虐待被害を受けているという意味で

は虐待群の構成員であるものの，虐待群の特徴である IQ低下を示していないという点で
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は，虐待被害児の典型例ではないということになる。臨床的な関心に端を発した研究で

はあったが，方法論的前提として実証的な観点，特に計量心理学的な分析により，経験

的な知見を導出するという研究計画であったため，すべての結果は「平均値としては…」

という限定付きの知見となっている。本論文の研究における臨床応用上の限界点として，

この点も精確に把握しておく必要があると思われる。 

 

（2）被害回復を語る上での限界 

方法論以外にも，本論文の研究には，特に「被害回復」という考え方に関して限界が

あり，ここから考察していく。 

本論文の研究⑧～⑩においては「被害回復」という観点からの分析が行われた。しか

しこれらの研究は「被害回復」を実証したわけではなく，あくまでもその可能性を示唆

する知見を提供しただけであり，この点を正しく理解しておく必要があると思われる。

たとえば，研究⑩では虐待被害を受けた児童を施設に入所させることで，虐待環境から

分離すると知的機能に向上がみられた。この知的機能の上昇をもって，被害回復の可能

性と解釈したわけであるが，知的機能の上昇は「被害」が「回復」されたから生じたわ

けではなく，全く別の要因によって惹き起されている可能性もある。被害体験が知的機

能の低下に影響しなかった児童が，施設入所後に知的機能の向上を示した場合，それを

「被害回復」と捉えることはできない。本論文では，被害により損傷された知的機能が

あるとの前提に立てば，分析結果が示した知見を被害回復の可能性と解釈できることを

考察しているのである。したがって，虐待による被害体験が児童の知的機能に及ぼす影

響を，様々な観点から明らかにするという本論文の目的に対しては，一定の成果が得ら

れたが，そのなかで取り組んできた被害回復に関しては，あくまでも可能性を示したも

のとして捉えておく必要があると考えられる。 

被害回復を語る上で，もう1つ重要な要素が欠落していることをここで指摘しておく。

それは情緒の問題である。虐待による被害が知的機能に表れる側面に注目して行われた

のが本論文の研究であるが，虐待による被害体験は，何よりも児童の情緒に甚大な影響

を与えるものである。トラウマ症状を測定したⅣ章の研究では部分的に情緒変数を扱っ

ているが，研究①～⑩を通して，基本的に本論文では情緒に関する研究に取り組んでい

ない。本論文では，知的機能への影響が焦点化されているものの，情緒的な側面は虐待

の影響を語る上で欠かせない観点でもあり，被害回復という切り口から虐待の影響を捉

えるならば，知的機能の回復に際しても，情緒的な要因がどのような媒介効果を持って

いるのかを調べておくことが重要と考える。ところがⅤ章の研究では，この観点からの

分析が行われておらず，特に被害回復を語る上で情緒の問題に触れられていない点を，

本論文の限界として捉えておくことが必要である。 

 



- 142 - 

 

（3）対照群が臨床群であることの限界 

臨床実務のデータを利用していることから，本論文にも臨床研究でしばしばみられる

方法論的限界を指摘できる。それは対照群の設定に係る限界である。本論文の研究にお

いて，虐待群と比較するために構成された対照群は，すべて児童相談所に相談が受理さ

れた臨床群であった。下位検査プロフィールを分析する目的で，マッチングや共分散分

析を用いているため，研究①～⑩における方法論としては，対照群が臨床群であること

は問題とはならない。しかし，対照群も臨床的に何らかの問題を抱えた群であるため，

IQが一般児童の理論平均値である 100よりも低かった。知的障害相談で受付されていた

児童は，標本抽出段階で除外しているものの，非行や不登校の児童に低い IQが認められ

ることもあるため，対照群の IQが平均的に低くなったものと考えられる。したがって，

本論文における知見を一般化する上では，この対照群のデータが偏っていることの影響

を考慮しておくことが必要である。 

 

（4）マッチング手続きに関する限界 

研究①～⑤では，マッチング手続きあるいは共分散分析による下位検査プロフィール

の群間比較が行われた。マッチングでは，①性別，②年齢，③FIQ が統制された。先行

する研究では，①と②に加えて，民族や SESが統制されることも多かったが，本邦で行

われた調査であることから民族変数の統制はなされておらず，SES に関しては次の理由

から統制していない。先行研究で SESが統制されている最大の理由は，SESがIQと相関

するからであり 138)，目的変数に IQを設定する研究デザインでは，SESを統制しないと，

群間の IQ差が偶然SESの異なる 2群によって検出されたのか，真の IQ差が表れたのか

を判別できなくなる。しかし本論文の研究①～⑤では，IQではなく下位検査プロフィー

ルの群間比較が目的であったため，SES の影響を受ける FIQ それ自体を統制した。SES

による影響が IQの群間差を導き，その結果，表面的には下位検査プロフィールの群間差

が検出されてしまうというような知見を歪める危険性は，FIQ を統制することにより回

避可能であり，その意味で研究①～⑤において SESを統制する必要はなかったのである。

ただし，研究⑧～⑩においては，マッチング手続き自体を研究デザインに組み込んでお

らず，その意味では目的変数である知能検査結果に SESが影響していた可能性は否定で

きない。この点は本論文の限界であり，研究⑧～⑩の知見を評価する際には考慮してお

く必要があると考えられる。 
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4節：今後の課題 

 

（1）情緒的な側面に対する影響の研究 

研究の限界として指摘した点とも通じているが，虐待による被害が児童の情緒に与え

る影響を明らかにする研究は今後必ず必要である。虐待被害が児童に与える心理的影響

は，知的機能よりもむしろ情緒に甚大な影を落とす。本論文では，これまでに取り扱わ

れることが少なった知的機能への影響に焦点を当てて研究を行ってきたが，虐待被害に

係る先行研究では，情緒的な影響を扱ったものの方が主流である。本論文でも，各所で

こうした先行知見を引用しているが，大半は欧米圏で実施された研究知見の紹介にとど

まっており，本邦において，虐待被害が児童の情緒に及ぼす影響を扱った研究は明らか

に不足している。数少ない本邦での研究報告として坪井 129)（2005）は，児童養護施設に

入所している虐待被害児 91名と入所理由が虐待ではない対照児 51名に対して，CBCLに

よる行動評定を行い，社会性の問題，注意の問題，非行的行動，攻撃的行動，そして問

題行動全体に関して，虐待被害児の方が臨床域支援を要する者が多かったと報告してい

る。他者評定に基づく CBCLではなく，自己評定による YSRの結果を同じ調査対象に実施

した坪井・李 130)（2007）の報告では，客観的に気付かれやすい社会性の問題や注意の問

題だけでなく，虐待被害児は身体的訴えや思考の問題といった主観的な問題も多く認め

られることがわかった。こうした知見は，本邦の児童に対しても，虐待による被害体験

が情緒あるいは行動上に大きな影響を与えることを示している。 

情緒や行動の問題を直接的に扱ったわけではないものの，筆者も虐待被害が知的側面

以外に与える心理的影響を検討した研究を 2つ行っており，ここで簡潔に紹介しておく

ことにする。1 つは，虐待被害児が攻撃性をどのような形態で表出するのかという点に

関して，P-F スタディ（絵画欲求不満テスト）を用いて分析した調査研究である（緒方

康介，『犯罪心理学研究』第 47巻，2009年）。虐待被害児 65名と虐待体験のない対照児

150名における P-Fスタディの結果を比較分析したところ，虐待被害児では，他責傾向

が低く，自責傾向が高かった。対人葛藤の場面において，虐待被害児は他者を責め立て

るような反応は少なく，謝罪によって自己責任を引き受ける反応が多かったのだが，謝

罪が心からの反省や内省を伴っているのかは不明であり，この知見の解釈は難しい。虐

待を受けてきた児童にとって，保護者からの攻撃を止めるために，とにかく謝罪の言葉

を述べることは必須であり，どのような状況や事態であったとしても，相手から非難さ

れた時にはすぐに謝ることが，虐待被害児の生きている環境下において最も適応的であ

る。それゆえ，この知見が P-Fスタディの解釈仮説通り，児童の自責傾向を反映したも

のかどうかはわからず，攻撃性の程度とその表出形態について，虐待による被害体験が

児童にどういった影響を及ぼすのか，さらに詳しく調べることが今後の課題といえる。 

もう 1つの研究では，パーソナリティ質問紙を用いて，虐待被害児と虐待を受けてい
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ない対照児のパーソナリティ特性の違いを調べた（緒方康介，『パーソナリティ研究』第

22巻，2013 年）。BigFive モデルという現代パーソナリティ心理学において，最も確立

された特性論の観点から，虐待群 82 名と対照群 52 名を比較分析した。外向性

（Extroversion），協調性（Agreeableness），良識性（Conscientiousness），情緒安定性

（Neuroticism），知的好奇心（Openness to experience）の 5因子を測定する BigFive

質問紙の結果を分析したところ，虐待を受けていない児童に比べて，虐待の被害児は，

内向的であり，協調性も低かった。結果を図 6-4-1に示しておく。 

 

 

図6-4-1 BigFiveパーソナリティ特性の群間差：誤差範囲は95％信頼区間を表している。「**」

は1％水準，「*」は5％水準での有意差を意味しており，「d」は効果量である。 

 

この研究で扱ったパーソナリティ特性は，必ずしも児童の情緒が反映された結果では

なく，むしろ自覚されている「性格傾向」が測定されたものと考えられる。協調性の低

さは，虐待による被害体験を抱える児童が，対人関係において躓き，良好な関係性を維

持しにくいという臨床的な観察と合致している。したがって，この研究は虐待被害児の

情緒や行動に関する理解を深める上で，基礎的ではあるが有意義な知見を提供している

と考えられる。しかし今後は，パーソナリティと情緒の関連について，多角的で多様な

方法を用いたさらなる研究が必要と考えられる。 

虐待による被害が児童の情緒に及ぼす影響を調べる研究は，臨床的意義にとどまらず，

学術的にも極めて重要な課題である。これまでは，精神医学上の問題を扱った臨床報告
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が多かったが，精神症状だけが情緒の問題ではないため，臨床応用の基礎となる情緒に

関する知見を蓄積していくことが今後の課題である。 

 

（2）学力保障を目指した実証的研究 

情緒的な変数を扱う研究と同時に，本論文で得られた様々な知的機能に関する知見を

さらに発展させていく研究も重要である。たとえば，学校での適応は必ずしも学力だけ

に依存するものではないが，低学力は学校不適応を生じさせやすいため，本論文の研究

から導かれた被害回復の可能性として，学力保障の問題は重要である。Barrett-Kruse, 

Martinez, and Carll6)（1998）は，虐待被害から児童が回復していく過程における重要

な因子として，学校での適応をあげており，学齢期の児童にとっては，学校の教師と良

い関係を持つことや学校に通い続けることが，その後の社会適応を改善するのに役立つ

と指摘している。学校の教師は児童にとって，保護者の次に身近な大人である。虐待被

害を受けた児童にとって，虐待者である保護者は恐怖の対象であったり，本当は信頼し

たいけれど信用できない大人であったりする。大人に対して信頼を失うことは，児童の

成長発達に甚大な影響をもたらすため，被害児の情緒発達を支援していく上で，信頼で

きる大人の存在を体感させることが重要である。この点に関して，学校の教師が果たせ

る役割は大きいのだが，学校での適応が悪ければ，教師は受容的というより指導的に関

わらざるを得なくなるため，虐待被害児にしてみれば，大人への信頼回復に繋がりにく

くなる。したがって，虐待被害児の学校適応を支援することは重要な課題である。なか

でも本論文の知見を受けて，学力を補償するための臨床研究を実践していくことは次な

る課題と考えられる。 

学校適応を向上させるために，低下している学力を補うような学習支援が必要であり，

この支援を有効に実践していくには，当該児童の知能特性を利用することが効果的であ

る。得意な知的機能を用いて苦手な知的機能を補い，学習を効率的に進められれば，虐

待被害児の動機づけを低下させずに，学習を継続させることも可能かもしれない。ただ

し児童の得意不得意には個人差があり，「虐待被害児」と一括りにして議論するだけでは

個別のケースに適用できる臨床的な知見は見出しにくい。言い換えると，虐待被害児で

あっても，言語能力が相対的に高い者もいれば低い者もいるし，記憶力に優れた者もい

れば困難を抱える者もいるため，学習支援を念頭に置いて知能特性を分析するには，虐

待被害児のなかに下位分類を見出していく必要がある。以下では，極めて基礎的な知見

にとどまるが，筆者がこの観点から取り組んだ研究を紹介しておくことにする（緒方康

介，『犯罪心理学研究』，印刷中）。 

この研究では，細かく下位集団を発見するために，学齢を基にして虐待被害児と虐待

を受けていない対照児が分類された。小学校 1～3年の低学年，小学校 4～6年の高学年，

中学校 1～3年の中学生の3つの学齢区分であり，全体で 493名分のWISC-III知能検査
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データが分析された。分析に際しては，下位検査プロフィールではなく，群指数と呼ば

れる知能特性に基づいたクラスタ分析が実行され，低学年では 2クラスタ（図 6-4-2），

高学年では 3クラスタ（図 6-4-3），中学生でも 3クラスタ（図 6-4-4）が得られた。ク

ラスタ分析は，投入された変数のパターンが似ているデータをグループ化する解析手法

であるが，どういったグループが形成されたのかは，事後的にグループの特徴から推測

するしかない。たとえば，図 6-4-2で示された 2クラスタに対して，仮に I群と II群と

いう命名を行っているが，群の特徴を解釈すると，II群は知能特性に「特徴のない」群

であり，I 群は言語理解と知覚統合が低く，注意記憶と処理速度が高い群といえる。同

様に，図 6-4-3で示された 3つのクラスタを，A群，B群，C群，図6-4-4で示された3

つのクラスタを 1群，2群，3群と命名した。 

 

 

図 6-4-2 小学校低学年のクラスタ：誤差範囲は 95％信頼区間を表しており，差分指数とは 4

つの群指数の平均値を各群指数から減算した値のことである。 
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図6-4-3 小学校高学年の下位クラス：誤差範囲は95％信頼区間を表しており，差分指数と

は4つの群指数の平均値を各群指数から減算した値のことである。  
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図6-4-4 中学生の下位クラスタ：誤差範囲は95％信頼区間を表しており，差分指数とは4つの

群指数の平均値を各群指数から減算した値のことである。 

 

クラスタ分析の結果から，同じ虐待被害児であり，かつ同じ学齢であったとしても，異

なる知能特性を持つ下位集団の存在が明らかとなった。このように虐待被害児と一括り

にせず，個別のケースがどの下位分類に当てはまるのか，詳細に検討することで当該児

童に対する臨床的な理解を深められる。測定された知能には誤差が伴うため，個別のケ

ースに知能検査を実施すると，その結果はあたかも千差万別のようであるが，測定誤差

のため全く同じ数値にならないからといって，全く異なる知能特性を持っているとは限

らない。ケースに一切の類似性がなく，すべての児童を個別の存在と捉えるならば，そ

もそも臨床的知見には何の応用的意味も見出せなくなるが，実際には，何らかの分類に

基づいてケースを診断していくため，先行する研究知見が臨床実務に対して意味を帯び

ているのである。筆者の研究知見は，虐待被害児を知的機能の特徴から分類する上で，

基礎的なクラスタを提案したものであり，この下位分類に基づいてケースへの学習支援

を実践し，少しずつ経験的なデータを蓄積していくことが，今後の課題として極めて重

要と考えられる。 

 

（3）WISC-IVとKABC-IIを用いた追試研究 

今後取り組むべき研究課題として，最後に指摘しておきたいのは追試の問題である。
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本論文の研究では，WISC-IIIとK-ABCが用いられた。既に述べているが，本邦において，

この2つの知能検査はいずれも近年改訂された。したがって，本論文が見出した知見の

数々が，改訂版の知能検査によっても再現されるのかを追試する研究が必要である。検

査が改訂されたとしても，虐待による被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響が変わる

わけではなく，本論文で明らかにした知見の学術的な貢献は，その意義を損なわれない。

しかし臨床応用を念頭に置いた場合は，検査が改訂されても同様の結果が再現されるの

かを確認しておく必要があり，この点に関して筆者は，本論文で見出した研究知見が

WISC-IV においても有効であるのか，厳密に言うと「有効でないことはない」といえる

のかを検証した研究を行っており，ここで簡潔に紹介しておく（緒方康介，『犯罪心理学

研究』第 50巻，2012年）。 

この研究では，WISC-IIIから WISC-IVにかけて，FIQを算出する下位検査が 50％も変

更されたことに鑑み，両方の検査を受けた虐待被害児のデータを比較分析した。WISC-III

とWISC-IVにおけるFIQ，WISC-IIIの4つの群指数（言語理解，知覚統合，注意記憶，

処理速度）と WISC-IVにおける 4つの指標得点（言語理解，知覚推理，ワーキングメモ

リー，処理速度）の間に高い相関が認められれば，少なくともこれら 5つの測定値に関

しては，ほぼ同様の構成概念を測定しているといえ，改訂前の研究知見が改訂後にも有

効であると結論できる。検定力分析により必要なデータ数を計算し，虐待被害児 24名分

の検査結果を分析した結果，FIQと4つの知能特性に関して，r = 0.79～0.96という極

めて高い相関係数が得られた。この相関係数は，再検査信頼性と同程度の値であり，「同

じ」検査を 2度実施した時と遜色ない程度に，WISC-IIIとWISC-IVは相関していた。し

たがって，本論文における WISC-IIIを用いた研究知見は，WISC-IVを用いた今後の臨床

においても，ある程度有効なものと予測できる。筆者自身の研究により，WISC-IIIから

WISC-IV への改訂において，本論文の知見が有効性を失っていないことを示したが，

K-ABC から KABC-IIへの改訂に対しても，同様の追試研究が必要であり，今後早急に取

り組みたい課題と考えている。  
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5節：結論 

 

虐待被害の問題は，その外傷的な体験が生涯にわたり人格形成に影響を及ぼすこと，

特に発達途上にある児童期，思春期・青年期においては，社会適応の混乱を導き，教育・

治療上の課題ともなることである。精神医学や臨床心理学の主な関心は，早期養育関係

の欠陥，欠損による社会関係全般にわたる不適切な対応パターンを，いかにケアして適

応を促すかということであった。早期愛着関係の形成不全，不安定な自己－対象関係か

ら生じる現実検討機能の不全，不安・欲求不満耐性の欠如と衝動の行動化傾向などに関

する知見は，それらを治療および教育的な関係において修正するという努力のなかで見

出され，蓄積されてきたものであった。臨床の関心はそのケアにあるため，これら情緒

的な側面の発達を中心とする実証研究は，計量心理学的なものよりも事例研究によるも

のがほとんどである。期待を失わずに待つ能力は，身体的，心理的な要求が，多少の遅

延はあってもいずれは提供されるという現実に基づいて育つのだが，「こうすればこうな

る」という予測が裏切られずに実現されることにより，自らの認知，現実判断を頼りに

できる体験を積む必要がある。つまり，臨床的なケアの中心は，情緒発達および対人関

係表象の修正を目的として組み立てられており，情緒と認知の発達は不可分の関係にあ

る。知的発達に遅れがある児童であっても，治療関係や教育関係の改善に並行して知的

機能が上昇するという現象は，臨床場面では日常的に観察される。そのため，アセスメ

ントの際に実施した知能検査の結果を，治療的なケアにおいて詳細に追求することはな

かった。 

本論文は，虐待被害児における全般的な知的機能の低下だけではなく，その下位検査

プロフィールと虐待種別，それがもたらす特徴的な情緒状態を想定し，それらが説明変

数たりうることを明らかにしたことによって，情緒と個別知的機能との関連を焦点化し

た。情緒と知的機能の関連をより詳細に研究する実証研究のスタイルを示したというこ

とができる。同時に，知能検査研究の領域においては，その対象を虐待被害に焦点し続

けることによって，知的な機能と情緒との関係を明らかにすることができた。静的な比

較計量的知見に留まることの多い知能検査を利用した研究に，情緒的な変数の関連を導

き入れる研究スタイルを用いた点でユニークである。 

本論文では，虐待による被害が児童の知的機能に及ぼす影響を，様々な観点から明ら

かにすることを目的とし，研究に取り組んできた。実証的な方法論を用いた研究①～⑩

の知見により，この目的は達成されたと考える。具体的に述べると，虐待による被害体

験は，何より「児童の知能水準を低下させる」という確立された知見を，本論文でも追

試することができた。次に，被害体験が児童の知的機能に及ぼす影響は，虐待種別によ

り異なることを新たな知見として見出すことができた。さらに，トラウマ症状が虐待被

害から知的機能への影響を媒介していることを検証し，下位検査プロフィールにその結



- 151 - 

 

果が反映されることを明らかにした。最後に，虐待による被害から児童の知的機能を回

復させうる可能性を示唆する知見を提供することができた。 

以上の知見が得られたことから，計量心理学的な観点により実証的な手法で分析して

きたことの利点と限界を踏まえつつ，虐待被害というトラウマ体験が，児童の知的発達

に及ぼす影響を詳らかにした本論文は，虐待と知能の関係を考察する上で貴重な資料を

提供しており，広範囲な心理学領域に対して学術的貢献を果たしたものと結論する。 

なお，得られた知見の数々は，本来獲得されていくはずだった知的発達が，虐待とい

う被害体験により歪められたことを明らかにしたものといえる。したがって，やはりそ

こには虐待による「被害」があり，「被虐待児」ではなく，「虐待被害児」と定義した筆

者の見解が証明されたものと考えることができる。  
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2節：副論文 

 

本論文は，以下に記す学術論文を基に構成されている。Ⅲ章～Ⅴ章で記述した学術論

文（●で記す）が中心ではあるものの，Ⅰ章ならびにⅥ章でも筆者自身の学術論文（○

で記す）を先行研究という形で引用しており，それらをここに記載しておくことにする。 

 

Ⅰ章3節 

○緒方康介（2007）．児童相談所に係属した被虐待児の知的特性 犯罪心理学研究，45，

15-24． 

○緒方康介（2011）．児童相談所での知能検査に基づく被虐待児の一般知能ｇに関する因

子平均の比較 犯罪学雑誌，77，11-18． 

○緒方康介（2011）．児童虐待は被虐待児の知能を低下させるのか？―メタ分析による研

究結果の統合― 犯罪心理学研究，48，29-42． 

 

Ⅲ章1節 

●緒方康介（2010）．児童相談所で出会う身体的虐待被害児における知能の偏り―マッチ

ング・ケースを用いたプロフィール比較― 犯罪心理学研究，48，11-20． 

Ⅲ章2節 

●Ogata, K. (2011). Intellectual profile of sexually abused children in Japan: An 
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位検査プロフィール 応用心理学研究，35，27-28． 

Ⅲ章4節 

●緒方康介（2010b）．児童相談所に受付されたネグレクト被害児における知能の偏り―

マッチング・ケースを用いたプロフィールの比較分析― 犯罪学雑誌，76，7-11． 

 

Ⅳ章1節 

●Ogata, K. (2012). Relationships among child maltreatment, Picture Completion 

test, and posttraumatic symptoms: Two examinations using WISC-III for Japanese 

children. Psychology (Psych), 3, 601-605. 

Ⅳ章2節 

●緒方康介（2014）．虐待被害児におけるトラウマ症状―児童相談所で実施された TSCC-A

を用いた分析― 犯罪学雑誌，80，15-20． 
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Ⅳ章3節 

●Ogata, K. (2012). Relationships among child maltreatment, Picture Completion 

test, and posttraumatic symptoms: Two examinations using WISC-III for Japanese 

children. Psychology (Psych), 3, 601-605. 

 

Ⅴ章1節 

●緒方康介（2012）．被虐待児における知能と学力の乖離―K-ABCによるアセスメントの

可能性― 犯罪学雑誌，78，29-33． 

Ⅴ章2節 

●緒方康介（2013）．被虐待児の潜在能力測定の試み―WISC-IIIと K-ABC の乖離から導

くアセスメントの可能性― 犯罪学雑誌，79，35-43． 

Ⅴ章3節 

○緒方康介（2008）．児童福祉施設入所が被虐待児の知的発達に及ぼす効果―児童相談所

における反復測定ケースの分析― 応用心理学研究，33，103-109． 

●緒方康介（2013）．施設入所により回復可能な知能領域の特定―被虐待児に実施した

WISC-III継時データの分析― 犯罪学雑誌，79，29-34． 

 

Ⅵ章4節 

○緒方康介（2009）．児童相談所における被虐待児の P-Fスタディ反応の分析 犯罪心理

学研究，47，37-45． 

○緒方康介（2013）．被虐待児における BigFiveパーソナリティ特性の分析 パーソナリ

ティ研究，22，84-86． 

○緒方康介（2013）．義務教育課程における被虐待児の知能プロフィール―WISC-III の

学齢に基づく横断的分析― 犯罪心理学研究，51，1-11． 
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3節：補遺 

 

（1）TSCC-A 

Ⅳ章 2節および3節で使用した TSCC-Aの全尺度項目を表 7-3-1に記す。 

 

表7-3-1 TSCC-Aの全尺度項目 

尺度 項目 

不安 悪いことが起こるのではないかと思って，怖くなる 

不安 急にすべてが怖くなって，なぜそうなるのかわからない 

不安 いらいらしたり，気持ちが落ちつかない 

不安 怖い 

不安 暗いところが怖い 

不安 いろいろ心配する 

不安 誰かがわたしを殺そうとしているように感じて，怖くなる 

不安/解離 昼間ボーっと他のことを考えてしまって，まわりのことに気づかな

いことがある 

不安/外傷後スト

レス 

男の人を怖いと感じる 

不安/外傷後スト

レス 

女の人を怖いと感じる 

抑うつ ひとりぼっちだと感じる 

抑うつ とても悲しくなったり，不幸せだと感じる 

抑うつ 泣く 

抑うつ 自分自身をひどい目にあわせたくなる 

抑うつ 自分の身体の中が汚れていると感じて，身体を洗う 

抑うつ 自分はバカだとか，悪い子だとか感じてしまう 

抑うつ 何か悪いことをしてしまったような気になる 

抑うつ わたしのことを好いてくれる人なんて，誰もいない 

抑うつ 自殺したい 
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表7-3-1 TSCC-Aの全尺度項目（続き） 

尺度 項目 

怒り 口げんかをいっぱいする 

怒り 大声で叫んだり，ものを壊したくなる 

怒り ものすごく腹が立って，落ち着くことができない 

怒り 人に向かって大声でひどいことを言いたくなる 

怒り ほかの人をひどい目にあわせたくなる 

怒り ケンカをしてしまう 

怒り わたしは冷たい人間だ 

怒り 人を憎んでいるような感じがする 

怒り すごく腹が立つ 

外傷後ストレス 悪い夢やとても怖い夢を見る 

外傷後ストレス 怖い考えや怖い場面が，頭の中にとつぜん浮かび上がってくる 

外傷後ストレス 前にあった嫌なことを思い出してしまう 

外傷後ストレス 怖いことを思い出してしまう 

外傷後ストレス 自分に起こった何か悪いことについて考えずにはいられない 

外傷後ストレス 思い出したくないことを思い出してしまう 

外傷後ストレス あんな悪いことが起こらなければよかったのにと願う 

外傷後ストレス/解離 心から消してしまって，考えないように努力している 

解離 誰か別の人になったふりをする 

解離 めまいがする 

解離 まわりのものや出来事が，にせ物のような気がする 

解離 何かを忘れてしまったり，思い出せない 

解離 自分が自分自身の身体の中にいないような感じがする 

解離 自分がどこか別のところにいるふりをする 

解離 頭が空っぽになったり，真っ白になったりする 

解離 どんな気持ちも持たないように努力している 

※重複項目は2つの尺度に負荷している 
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（2）AEI-R 

Ⅴ章 1節，2節，3節で使用した AEI-Rの全尺度項目を表 7-3-2に記す。 

 

表7-3-2 AEI-Rの全尺度項目 

尺度 項目 

身体的虐待 子どもの体に痣があった 

身体的虐待 子どもの体に火傷の跡があった 

身体的虐待 「しつけ」のために，親が子どもに，殴る，蹴るなど，用具を使わない

身体的暴力をふるっていた 

身体的虐待 「しつけ」のために，親が子どもに，殴る，蹴るなど，用具を使った身

体的暴力をふるっていた 

身体的虐待 親がアルコールや薬物を摂取した際に，子どもに身体的暴力をふるって

いた 

身体的虐待 しつけのために夜間戸外に締め出されていた 

ネグレクト 食事が規則正しく提供されていなかった 

ネグレクト 入浴・着替えなどの衛生管理がなされていなかった 

ネグレクト 親の就労や夜遊びなどのため夜間子どもだけで過ごすことがあった 

ネグレクト 子どもが学校に行かなくても，親は無関心であった 

ネグレクト 学校の教材などが適切に整えられていなかった 

ネグレクト 季節にふさわしい衣類が用意されていなかった 

ネグレクト 予防接種を受けていなかった 

ネグレクト 子どもが病気であっても親は無理やり登校させていた 

ネグレクト 病気や障害に対する適切な治療や援助を受けていなかった 

ネグレクト 子どもに未治療の虫歯があった 

心理的虐待 親に気持ちを受け止めてもらっていなかった 

心理的虐待 年齢に応じた遊びや話し相手を親にしてもらっていなかった 

心理的虐待 悲しい時に親に慰めてもらっていなかった 

心理的虐待 親が子どもに対して拒否的なことばや態度を示していなかった 

心理的虐待 子どもに対する親の態度や指示に一貫性がなく，子どもが混乱していた 
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表7-3-2 AEI-Rの全尺度項目（続き） 

尺度 項目 

性的虐待 親との性交があった 

性的虐待 親との性交以外の性的接触があった 

性的虐待 きょうだいとの性交があった 

性的虐待 きょうだいとの性交以外の性的接触があった 

性的虐待 親やきょうだい以外との性交があった 

性的虐待 親やきょうだい以外との性交以外の性的接触があった 

性的虐待 ビデオや雑誌など，年齢不相応の性的刺激を受けていた 

性的虐待 親などの性的行為を目撃していた 

DV目撃 夫婦間の身体的暴力を伴う喧嘩を目撃していた 

DV目撃 夫婦間の身体的暴力を伴わない喧嘩を目撃していた 

DV目撃 夫婦間の喧嘩の結果，一方の親が子どもをおいて家出をしたことがあった 

DV目撃 夫婦間の喧嘩の結果，一方の親が子どもを連れて家出をしたことがあった 

DV目撃 夫婦間の身体的暴力を伴う喧嘩の結果，救急車や警察官などが家にやって

きたことがあった 

DV目撃 夫婦間の身体的暴力を伴う喧嘩の結果，親が入院したことがあった 
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4節：おわりに 

 

1879 年，心理学の黎明期から，Wundt, W.によって開始された知能研究とは異なり，

児童虐待の研究が始まったのは比較的最近のことで，1962年のKempe et al.58)の報告が

端緒とされる。Kempe et al.58)の報告から半世紀が過ぎた現在，本邦においても児童虐

待は看過できない社会問題となっている。虐待被害は児童の人生に甚大な影を落とす。

発達の途上にある被害児にとって，虐待は生存を脅かすだけにとどまらない。生き残る

ことができた場合でも，成長は歪められ，世の中にうまく適応して生きることが難しく

なる。このような虐待による被害体験が，どのような心理的影響を児童に与えているの

か，虐待被害から回復することは可能なのか，もしそれが可能な場合，どういった臨床

的支援が考えられるのか，日々虐待被害児を対象にした臨床実務に携わっていると，こ

うした疑問が頭を離れることはない。本論文では，虐待被害による影響のなかでも，特

に知的機能に絞って研究が行われ，議論が展開されてきた。 

「知能とは知能検査が測ったものである（Intelligence is what the tests test）。」

Boring E. G.の定義は，「知能」を統一的に定義できない心理学者への揶揄として捉えら

れてきた。しかし村上 85)（2007）が，別の見地から擁護するところによると事情は少し

異なる。当時の物理学において，相対性理論や量子論が力学の基本概念を転覆させた状

況が，操作主義を導き，「概念はそれに対応する一組の操作と同義である」との主張が提

案された。つまり，ある特定の物差しを当てて測る手続きを記述して，それを定義に置

き換えることが物理学においても生じていたのである。Boringの定義は，この操作主義

を知能概念に当てはめたものであり，決して心理学者への批判精神が顕現したものでは

なかったとの見方ができる。いずれにせよ，本論文では知能検査によって測定された知

的機能を主な目的変数とし，虐待被害という説明変数が及ぼす影響を明らかにするとい

う目的を掲げて研究を展開していった。 

博士学位論文にあたる本論文は，拙著『被虐待児の知能アセスメント―科学的根拠に

基づく心理診断を目指して―』（多賀出版）を精緻化ならびに拡張したものと位置づける

ことができる。すなわち，前著で得られた知見を再吟味し，残された課題に対してさら

なる研究に取り組んだ成果が本論文である。 

前著から引き続き，本論文でも取り組まれている「虐待被害児の知的機能」というテ

ーマは，犯罪心理学と計量心理学を専門とする筆者にとって，常に研究関心の中核に位

置しており，児童相談所の児童心理司として，虐待被害児の臨床支援に携わる以上，継

続的に取り組み続けていきたい研究テーマである。今後も，この領域での臨床と研究を

深め，虐待による被害を受けた児童に，少しでもより良い支援を提供していきたいと考

えている。 

 


